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  ○議事日程（第１号） 

    平成30年３月５日  午前10時00分開会 

 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

   日程第２ 議案第61号 工事請負契約の変更について 

              （平成28年度農村総合整備事業（中山間対策型）営農環境整備支 

              援瀬戸地区植物工場用地造成・外構工事） 

 

   日程第３ 議案第62号 中能登町中小企業及び小規模企業振興基本条例の制定について 

 

        議案第63号 中能登町放課後児童クラブ条例の制定について 

 

        議案第64号 中能登町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

              を定める条例の制定について 

 

        議案第65号 中能登町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事 

              項を定める条例の制定について 

 

        議案第66号 中能登町個人情報保護条例の全部改正について 

 

        議案第67号 中能登町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に 

              ついて 

 

        議案第68号 中能登町体育施設条例の一部を改正する条例について 

 

        議案第69号 中能登町国民健康保険条例及び中能登町特別職の職員で非常勤の 

              ものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につ 

              いて 

 

        議案第70号 中能登町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

        議案第71号 中能登町介護保険条例の一部を改正する条例について 
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        議案第73号 中能登町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例につ 

              いて 

 

        議案第74号 中能登町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及 
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              び活性化のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部を 

              改正する条例について 

 

        議案第75号 中能登町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に 

              関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例について 

 

        議案第76号 中能登町地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する 

              基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 

        議案第77号 中能登町下水道等供用開始区域内し尿等処分手数料徴収条例を廃 

              止する条例について 

 

        報告第５号 専決処分の報告について 

              （平成29年度中能登町一般会計補正予算） 
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        議案第82号 平成29年度中能登町下水道事業特別会計補正予算 
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        議案第85号 平成30年度中能登町一般会計予算 
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        議案第87号 平成30年度中能登町介護保険特別会計予算 
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        議案第91号 平成30年度中能登町ケーブルテレビ事業特別会計予算 
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        議案第92号 平成30年度中能登町水道事業会計予算 

 

        議案第93号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

 

        議案第94号 七尾市及び中能登町の広域行政の推進に関する規約の一部改正に 

              関する協議について 

                                  （町長提出、質疑） 

 

        請願第３号 洪水回避等を目的とした流量確保のための中小河川の河道掘削の 

              予算の確保を求める請願書 

                                     （議会提出） 

 

   日程第４ 常任委員会付託 

 

   日程第５ 予算審査特別委員会設置及び委員の選任、委員会付託 

 

   日程第６ 休会決定の件 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（古玉栄治議員） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員数は14名です。定足数

に達しております。 

 ただいまから平成29年度３月定例会議を開

きます。 

 なお、本定例会議の会議期間は、会議日程

のとおり本日から３月20日までとします。 

 また、本日の議事日程は、お手元に配付の

とおりであります。 

 諸般の報告をします。 

 初めに、当町議会より提出しました平成29

年度国、県に対する要望事項については、昨

年10月12日に開催されました石川県町村議会

議長会臨時総会において採択され、これが実

現方を県当局に要望しておりました回答書

は、さきの全員協議会で配付済みでありま

す。 

 次に、12月定例会議及び１月随時会議にお

いて決議をしました議員派遣については、笹

川議員は１月18日と19日、林議員は１月29日

から２月２日まで、土本議員は２月10日に議

員研修を終えられましたので、報告します。 

 次に、地方自治法第121条の規定による本

会議に出席する者を別紙の説明員職氏名一覧

表としてお手元に配付しましたので、ご了承

願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

 ◎会議録署名議員の指名 

○議長（古玉栄治議員） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 ３月定例会議の会議録署名議員は、会議規

則第121条の規定により、10番 甲部昭夫議

員、12番 若狭明彦議員を指名します。 

 

 ◎議案第61号 

○議長（古玉栄治議員） 日程第２、議案第

61号 工事請負契約の変更について（平成28

年度農村総合整備事業（中山間対策型）営農

環境整備支援瀬戸地区植物工場用地造成・外

構工事）を議題とします。 

 議案書は、その２、１ページとなります。 

 

 ◎提案理由説明 

○議長（古玉栄治議員） 町長から提案理由

の説明を求めます。 

 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 皆さん、おはようございま

す。 

 提案理由の説明を行います。 

 本日ここに、平成29年度中能登町議会３月

定例会議の開会に当たり、町の近況について

申し述べるとともに、提案いたしました各議

案についてご説明をいたします。 

 まず初めに、１月末に発生しました鹿島地

区の断水につきましては、町民の皆様にご迷

惑をおかけしたことと不安な思いをさせたこ

とに対し、心よりおわびを申し上げます。 

 断水につきましては、１月28日の夕方に鹿

島地区全域を賄う越路配水池の貯水量が突然

低下したことにより、一部地域で断水が発生

しました。当初、水道本管の漏水が原因では

ないかと考えておりましたが、調査の結果、

１月23日からの強い寒波により宅内の水道管

の凍結による漏水が多発したことが大きな原

因だと判明をいたしました。 

 なお、能登地域の他市町でも同様の断水被

害が発生し、復旧するまでに１週間以上を要

した市町もありましたが、当町では２日間で

の早期復旧となりました。 

 また、２月５日からの大雪につきまして

も、例年どおり除雪体制をとっておりました

が、近年まれに見る大雪により一部の町民の

皆さんにご迷惑をおかけしたことを重ねてお
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わびを申し上げます。 

 除雪作業につきましても、加賀地区や金沢

市、近隣市町に比べれば、いち早く交通路線

の確保ができたのではないかと思っておりま

す。 

 今後も災害などの不測の事態に備え、有事

の際には迅速に対応できる体制を整えてまい

りたいと考えておりますので、町民の皆様の

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 次に、先月、韓国の平昌で開催されており

ました冬季オリンピックでの日本人選手のメ

ダルラッシュは記憶に新しいところであり、

白熱した競技をごらんになり、感動し勇気づ

けられた方もたくさんいらっしゃったのでは

ないかと思います。 

 こうしたことを踏まえ、当町では今年度、

中能登町特別表彰制度を設けました。この制

度は、スポーツ、文化、芸能その他の分野に

おいて、国際的または全国的に輝かしい成績

を残された方を対象として表彰するものであ

ります。 

 今年度は、昨年４月にスペインで開催され

たヨット競技の第48回プリンセス・ソフィア

杯セーリング470級部門で見事優勝されまし

た久江出身の高柳 彬さんと、10月に群馬県

前橋市で開催された第72回天皇賜杯・皇后賜

杯全日本ソフトテニス選手権大会女子ダブル

スの部で高校生ペアとしては67年ぶりとなる

優勝をなし遂げた良川出身の宮下こころさん

を表彰することといたしました。 

 高柳さんには、今後もご活躍を続けられ、

2020年の東京オリンピックへの初出場を期待

しております。また、宮下さんには、今後も

全日本大会での連覇やアジア大会でのご活躍

を期待しております。 

 町といたしましては、各分野でご活躍され

る方を今後も応援してまいりたいと考えてお

りますので、町民の皆様にもこの表彰を受賞

されますよう頑張っていただきたいと思いま

す。 

 それでは、本定例会議の冒頭に議決を賜り

ます議案につきましてご説明をいたします。 

 議案第61号 工事請負契約の変更につきま

しては、平成28年度農村総合整備事業（中山

間対策型）営農環境整備支援瀬戸地区植物工

場用地造成・外構工事について、主要地方道

からの乗り入れ部分の拡幅改良に伴う工事等

がふえたことから、事業費394万2,000円を増

額し、契約金額を6,755万4,000円とするもの

であります。 

 以上、本定例会議冒頭に議決を賜ります議

案につきご説明申し上げましたが、議員各位

におかれましては、慎重なるご審議をいただ

き、適切なる議決を賜りますようお願いを申

し上げます。 

○議長（古玉栄治議員） 町長の提案理由の

説明が終わりました。 

 

 ◎議案説明及び質疑 

○議長（古玉栄治議員） これより、議案第

61号について、議案の説明及び質疑を求めま

す。 

 まず、議案の説明を求めます。 

 田中参事兼農林課長 

  〔田中栄一参事兼農林課長登壇〕 

○田中栄一参事兼農林課長 それでは、議案

第61号 工事請負契約の変更についてであり

ます。 

 平成29年９月５日に議決されました議案第

18号 工事請負契約の締結についての一部を

変更するため、中能登町議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条の規定により、議会の議決を求めるも

のでございます。 

 契約の目的、平成28年度農村総合整備事業

（中山間対策型）営農環境整備支援瀬戸地区

植物工場用地造成・外構工事であります。 

 契約の金額、変更前6,361万2,000円、変更

後6,755万4,000円。変更による増額394万

2,000円でございます。 
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 契約の相手方、石川県鹿島郡中能登町羽坂

る部16番地１、日本海建設株式会社中能登営

業所、所長、町駒弥之。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。 

 これより質疑を行います。質疑のある方は

ご発言願います。ありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第61号

については、会議規則第35条第３項の規定に

より委員会付託を省略したいと思います。こ

れにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、委員会付託を省略することに決定

いたしました。 

 

 ◎討論・採決 

○議長（古玉栄治議員） 続いて、議案第61

号について討論を行います。 

 まず、反対討論の発言を許します。 

      〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

      〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 以上で討論を終結します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第61号を採決します。 

 お諮りいたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（古玉栄治議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第61号は、原案のとおり可決

されました。 

 

 ◎議案の一括上程 

○議長（古玉栄治議員） 日程第３ 

 議案第62号 中能登町中小企業及び小規模

企業振興基本条例の制定について 

 議案第63号 中能登町放課後児童クラブ条

例の制定について 

 議案第64号 中能登町指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関する基準を定める

条例の制定について 

 議案第65号 中能登町指定地域密着型サー

ビス事業者等の指定に関し必要な事項を定め

る条例の制定について 

 議案第66号 中能登町個人情報保護条例の

全部改正について 

 議案第67号 中能登町職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第68号 中能登町体育施設条例の一部

を改正する条例について 

 議案第69号 中能登町国民健康保険条例及

び中能登町特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 議案第70号 中能登町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例について 

 議案第71号 中能登町介護保険条例の一部

を改正する条例について 

 議案第72号 中能登町コーポとりや条例の

一部を改正する条例について 

 議案第73号 中能登町後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例について 

 議案第74号 中能登町企業立地の促進等に

よる地域における産業集積の形成及び活性化

のための固定資産税の課税の特例に関する条

例の一部を改正する条例について 
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 議案第75号 中能登町指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例等の一部を改正する条例に

ついて 

 議案第76号 中能登町地域包括支援センタ

ーの包括的支援事業の実施に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

 議案第77号 中能登町下水道等供用開始区

域内し尿等処分手数料徴収条例を廃止する条

例について 

 報告第５号 専決処分の報告について（平

成29年度中能登町一般会計補正予算） 

 報告第６号 専決処分の報告について（平

成29年度中能登町一般会計補正予算） 

 議案第78号 平成29年度中能登町一般会計

補正予算 

 議案第79号 平成29年度中能登町後期高齢

者医療特別会計補正予算 

 議案第80号 平成29年度中能登町介護保険

特別会計補正予算 

 議案第81号 平成29年度中能登町国民健康

保険特別会計補正予算 

 議案第82号 平成29年度中能登町下水道事

業特別会計補正予算 

 議案第83号 平成29年度中能登町分譲宅地

造成事業特別会計補正予算 

 議案第84号 平成29年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算 

 議案第85号 平成30年度中能登町一般会計

予算 

 議案第86号 平成30年度中能登町後期高齢

者医療特別会計予算 

 議案第87号 平成30年度中能登町介護保険

特別会計予算 

 議案第88号 平成30年度中能登町国民健康

保険特別会計予算 

 議案第89号 平成30年度中能登町下水道事

業特別会計予算 

 議案第90号 平成30年度中能登町分譲宅地

造成事業特別会計予算 

 議案第91号 平成30年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計予算 

 議案第92号 平成30年度中能登町水道事業

会計予算 

 議案第93号 辺地に係る公共的施設の総合

整備計画の変更について 

 議案第94号 七尾市及び中能登町の広域行

政の推進に関する規約の一部改正に関する協

議について 

 請願第３号 洪水回避等を目的とした流量

確保のための中小河川の河道掘削の予算の確

保を求める請願書 

 以上の議案33件及び報告２件並びに請願１

件を一括して議題とします。 

 

 ◎提案理由説明 

○議長（古玉栄治議員） 町長から提案理由

の説明を求めます。 

 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 冒頭の議案につきまして、

議決を賜りましてありがとうございます。 

 引き続き、本定例会議に提案いたしました

議案の主な内容について順次ご説明いたしま

す。 

 最初に、議案第62号 中能登町中小企業及

び小規模企業振興基本条例の制定についてで

あります。 

 この条例は、中小企業等が中能登町におけ

る経済の発展に果たす重要性に鑑み、その振

興に関しての基本理念を定め、町の責務、事

業者及び商工会の役割等を明らかにすること

などを目的に制定するものであります。 

 次に、議案第63号 中能登町放課後児童ク

ラブ条例の制定についてであります。 

 この条例は、かしま放課後児童クラブを移

転するに当たり、その名称及び位置を定める

ため制定するものであります。 

 次に、議案第64号 中能登町指定居宅介護

支援等の事業の人員及び運営に関する基準を
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定める条例の制定についてであります。 

 この条例は、介護保険法の改正により、都

道府県が行っている指定居宅介護支援事業者

の指定等の事務が平成30年４月１日から市町

村が行うこととなるため、制定するものであ

ります。 

 次に、議案第65号 中能登町指定地域密着

型サービス事業者等の指定に関し必要な事項

を定める条例の制定についてであります。 

 この条例は、指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準を定める条例の制

定に伴い、申請者の資格要件を定めるため制

定するものであります。 

 次に、議案第66号 中能登町個人情報保護

条例の全部改正についてであります。 

 この条例は、行政機関個人情報保護法等改

正法の成立により個人情報の定義が明確化、

要配慮個人情報の定義が新設されたことを踏

まえ、個人情報の適切な取り扱いを確保する

ため改正を行うものであります。 

 次に、議案第67号 中能登町職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する条例につ

いてであります。 

 この条例は、地方公務員の育児休業等に関

する法律の一部改正に伴い、非常勤職員が一

定の要件のもと育児休業に係る子が２歳に達

する日まで育児休業を取得することができる

よう改正を行うものであります。 

 次に、議案第68号 中能登町体育施設条例

の一部を改正する条例についてであります。 

 この条例は、かしま放課後児童クラブの移

転に伴い、スパーク鹿島を当条例から削除す

るとともに、新たに２つの施設を追加する改

正を行うものであります。 

 次に、議案第69号 中能登町国民健康保険

条例及び中能登町特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例についてであります。 

 この条例は、平成30年度の国保制度改革に

伴い、国民健康保険運営協議会等の標記を改

めるなどの改正を行うものであります。 

 次に、議案第70号 中能登町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例についてであり

ます。 

 この条例は、平成30年度の国保制度改革に

より、今後は都道府県が財政運営の責任主体

となり、市町ごとの国民健康保険事業費納付

金を決定することに伴い、県が示す標準保険

料率を参考に保険税率の改正を行うものであ

ります。 

 次に、議案第71号 中能登町介護保険条例

の一部を改正する条例についてであります。 

 この条例は、第７期介護保険事業計画の策

定に伴い、平成30年度から32年度までの介護

保険料の見直しを行うため改正を行うもので

あります。 

 次に、議案第72号 中能登町コーポとりや

条例の一部を改正する条例についてでありま

す。 

 この条例は、定住促進と人口増加を図るた

め入居資格等を見直す改正を行うものであり

ます。 

 次に、議案第73号 中能登町後期高齢者医

療に関する条例の一部を改正する条例につい

てであります。 

 この条例は、平成30年度から後期高齢者医

療における被保険者の住所地特例制度が見直

しとなるため、改正を行うものであります。 

 次に、議案第74号 中能登町企業立地の促

進等による地域における産業集積の形成及び

活性化のための固定資産税の課税の特例に関

する条例の一部を改正する条例についてであ

ります。 

 この条例は、企業立地の促進等による地域

における産業集積の形成及び活性化に関する

法律の一部を改正する法律の施行に伴い、改

正を行うものであります。 

 次に、議案第75号 中能登町指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例等の一部を改正する
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条例についてであります。 

 この条例は、指定居宅サービス等の事業の

人員、設備及び運営に関する基準等の一部を

改正する省令の施行に伴い、改正を行うもの

であります。 

 次に、議案第76号 中能登町地域包括支援

センターの包括的支援事業の実施に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例につい

てであります。 

 この条例は、介護保険法施行規則の一部を

改正する省令の施行に伴い、改正を行うもの

であります。 

 次に、議案第77号 中能登町下水道等供用

開始区域内し尿等処分手数料徴収条例を廃止

する条例についてであります。 

 この条例は、バイオマスメタン発酵施設の

稼働により、し尿等の処分手数料は中能登町

廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例

に基づく手数料の徴収となることから、廃止

するものであります。 

 次に、報告第５号 専決処分の報告につき

ましては、平成30年１月末に発生しました鹿

島地区の断水復旧業務に係る職員を動員した

ことによる時間外勤務手当を補正し、歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ170万円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ107億9,052万円とし、１月28日付で専決

処分を行ったものであります。 

 次に、報告第６号 専決処分の報告につき

ましては、本年の大雪により除雪費が不足す

ることに伴い委託料を補正し、歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ5,000万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

108億4,052万円とし、１月29日付で専決処分

を行ったものであります。 

 次に、議案第78号から議案第84号までの平

成29年度中能登町各会計補正予算に関する議

案についてご説明をいたします。 

 まず、議案第78号 平成29年度中能登町一

般会計補正予算につきましては、歳入歳出予

算の総額から歳入歳出それぞれ6,810万8,000

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ107億7,241万2,000円とするもので

あります。 

 また、第２表の地方債補正につきまして

は、一般単独施設改修事業、児童福祉施設整

備事業及び農業農村整備事業などの事業費の

確定に係る必要額を計上するものでありま

す。 

 補正の主なものとしましては、歳入では、

各種事業費の確定に伴う起債額の決定により

町債で１億4,800万円を増額し、基金繰入金

では財源調整のための財政調整基金繰入金等

を２億3,890万6,000円減額するものでありま

す。 

 歳出では、農業費、県営土地改良事業費、

負担金として4,393万8,000円、団体営土地改

良事業費、委託料及び工事請負費として

5,227万2,000円を増額するものであります。 

 次に、議案第79号 平成29年度中能登町後

期高齢者医療特別会計補正予算につきまして

は、後期高齢者医療還付加算金を補正するも

ので、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２億3,765万5,000円とする

ものであります。 

 次に、議案第80号 平成29年度中能登町介

護保険特別会計補正予算につきましては、歳

入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２億

2,869万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ22億1,890万7,000円と

するものであります。 

 補正予算の主なものとしましては、介護サ

ービス及び支援サービス等諸費として２億

9,800万4,000円を減額し、介護給付費準備基

金積立金として8,033万1,000円を増額するも

のであります。 

 次に、議案第81号 平成29年度中能登町国

民健康保険特別会計補正予算につきまして

は、事業の決算見込みにより、歳入歳出予算
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の総額から歳入歳出それぞれ2,523万円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ23億5,018万円とするものであります。 

 次に、議案第82号 平成29年度中能登町下

水道事業特別会計補正予算につきましては、

事業の決算見込みにより、歳入歳出予算の総

額から歳入歳出それぞれ3,952万4,000円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ18億5,784万6,000円とするものでありま

す。 

 また、第２表の地方債補正につきまして

は、特定環境保全公共下水道事業債で事業費

の確定に係る必要額を計上するものでありま

す。 

 次に、議案第83号 平成29年度中能登町分

譲宅地造成事業特別会計補正予算につきまし

ては、事業の決算見込みにより、歳入歳出予

算の総額から歳入歳出それぞれ217万円を減

額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１億2,097万円とするものであります。 

 次に、議案第84号 平成29年度中能登町ケ

ーブルテレビ事業特別会計補正予算につきま

しては、事業の決算見込みにより、歳入歳出

予算の総額から歳入歳出それぞれ326万8,000

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ１億2,592万1,000円とするものであ

ります。 

 続いて、議案第85号から第92号までの平成

30年度当初予算についてご説明をいたしま

す。 

 まず、議案第85号 平成30年度中能登町一

般会計予算につきましては、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ100億6,293万円とす

るものであります。 

 第２表地方債では、各事業費の地方債限度

額を総額で５億3,365万円とするものであり

ます。 

 平成30年度の主な事業としましては、継続

事業では、土木費で、社会資本整備総合交付

金事業、地方創生道整備推進交付金事業で、

町道路網整備計画に基づき、安全で安心な利

便性の高い道路整備を行います。 

 また、農業費では、県営及び団体営土地改

良事業等の実施により担い手への農地集積、

集約、農業の高付加価値化を図るため、引き

続き圃場整備等を推進してまいります。 

 新規事業では、行財政改革の一環として、

総務費では、旧滝尾小学校解体工事費を計上

し、今後、公有財産の有効な利活用を検討し

ていくこととしております。 

 また、民生費では、児童館運営費で、９館

ありました児童館を新年度から３館での運営

とし、児童厚生員を１名から２名へと増員す

ることで子供たちへのきめ細やかなサービス

の提供を図ることとしております。 

 次に、子育て支援策、人口減少対策としま

しては、地域少子化対策重点推進交付金事業

として、結婚新生活支援事業補助金を創設

し、若年層への結婚生活への支援をすること

といたしました。また、乳幼児のおたふく風

邪、ロタウイルスの任意予防接種費用の助成

に係る予算を計上いたしました。 

 次に、観光事業では、ななお・なかのとＤ

ＭＯ地域連携事業として、着地型観光の誘客

を目指し、七尾市と連携する経費を計上いた

しました。また、不動滝への誘客や観光客の

利便性の向上を図るため、公衆無線ＬＡＮ環

境整備事業費を計上いたしました。 

 次に、学校教育では、教職員の働き方改革

の一環として、教員を補助する校務支援員を

各小中学校に配置することといたしました。

これは、教員が少しでも子供たちとかかわり

合える環境づくりを推進するものでありま

す。また、学校における児童の安全、安心な

環境整備のため、鳥屋小学校と鹿西小学校の

防犯カメラ設置費及び職員玄関自動施錠工事

費を計上いたしました。 

 次に、議案第86号 平成30年度中能登町後

期高齢者医療特別会計予算につきましては、

後期高齢者医療広域連合納付金等の予算を計
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上し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２億4,249万円とするものであります。 

 次に、議案第87号 平成30年度中能登町介

護保険特別会計予算につきましては、高齢者

の在宅生活を支える多様な生活支援サービス

の提供体制の充実を図るための経費等を計上

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

21億8,800万円とするものであります。 

 次に、議案第88号 平成30年度中能登町国

民健康保険特別会計予算につきましては、平

成30年度から県が財政運営の責任主体となる

ことから、県への納付金、保険給付に係る交

付金等を計上し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ20億900万円とするものであり

ます。 

 次に、議案第89号 平成30年度中能登町下

水道事業特別会計予算につきましては、これ

までの公共下水道施設の維持管理経費に加

え、バイオマスメタン発酵施設の性能評価や

下水道処理区の統廃合事業に係る経費等を計

上し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ17億7,987万円とするものであります。 

 次に、議案第90号 平成30年度中能登町分

譲宅地造成事業特別会計予算につきまして

は、春木地区、徳前地区、能登部上地区の分

譲宅地販売に関する経費を計上し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ1,783万円と

するものであります。 

 次に、議案第91号 平成30年度中能登町ケ

ーブルテレビ事業特別会計予算につきまして

は、ケーブルテレビへの加入促進を図り、番

組供給及び告知端末の運営に係る予算等を計

上し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１億2,617万円とするものであります。 

 次に、議案第92号 平成30年度中能登町水

道事業会計予算につきましては、収益的収入

を４億3,609万8,000円、収益的支出を４億

5,119万9,000円とし、資本的収入を２億302

万2,000円とし、資本的支出を３億3,490万円

とするものであります。 

 主な事業としましては、塩ビ管や鋳鉄管の

老朽管更新事業を行うものであります。 

 次に、議案第93号 辺地に係る公共的施設

の総合整備計画の変更についてであります。 

 平成28年度に中能登町瀬戸地区を対象とし

た辺地の総合整備計画を策定いたしました

が、今回、下水道事業の内容の一部見直しに

伴い総合整備計画を変更することについて、

議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第94号 七尾市及び中能登町の

広域行政の推進に関する規約の一部改正に関

する協議についてであります。 

 この規約の改正内容につきましては、し尿

処理について、中能登町がバイオマスメタン

発酵施設で処理することとなり、事務委託の

対象外となったこと等により、規約の一部改

正を行うに当たり議会の議決を求めるもので

あります。 

 以上、本日提出いたしました議案各件につ

き、その大要をご説明申し上げましたが、議

員各位におかれましては、慎重なるご審議を

いただき適切なる議決を賜りますようお願い

を申し上げまして、提案理由の説明を終わり

ます。 

○議長（古玉栄治議員） 町長の提案理由の

説明が終わりました。 

 

 ◎議案説明及び質疑 

○議長（古玉栄治議員） これより、３月定

例会議に上程されました議案について一括し

て議案の説明及び質疑を行いますが、執行部

におかれましては、説明は簡潔、明瞭で、答

弁は的確なものとされることを求めておきま

す。 

 なお、議案第85号から議案第92号までは、

予算審査特別委員会を設置し、付託の予定で

あります。また、請願第３号についても常任

委員会へ付託の予定であります。よって、こ

こでの説明及び質疑は省略したいと思います

ので、ご了承願います。 
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 それでは、これより議案第62号から議案第

84号まで及び議案第93号から議案第94号につ

いて説明及び質疑を行います。 

 なお、質疑については、同一の質疑は３回

までとなっていますので、議員各位にはよろ

しくお願いします。 

 最初に、議案第62号 中能登町中小企業及

び小規模企業振興基本条例の制定について説

明を求めます。 

 議案書は、その３、１ページから５ページ

となります。 

 高名企画課長 

  〔高名雅弘企画課長登壇〕 

○高名雅弘企画課長 それでは、議案第62号

 中能登町中小企業及び小規模企業振興基本

条例の制定について、上記の議案を別紙のと

おり提出するものです。 

 提出議案書は３ページからで、提出案件資

料は１ページをお開きください。提出案件資

料に基づいて説明をいたします。 

 最初に制定理由ですが、１番目といたしま

して、中小企業等が本町における経済の発展

に果たす重要性を鑑み、振興に関して基本理

念を定め、町の責務、事業者及び商工会の役

割などを明らかにするものです。 

 ２番目といたしまして、中小企業等の振興

に関する施策を総合的かつ計画的に推進をす

るものです。 

 ３番目といたしまして、中小企業等の成長

発展及びその事業の持続的発展並びに地域経

済の発展を図り、もって町民の生活の向上に

寄与するものです。 

 次に制定概要ですが、１番目といたしまし

て基本的施策、２番目として町の責務、事業

者の役割、商工会の役割、町民の理解と協

力、３番目といたしまして財政上の措置、施

策の実施状況の検証など、全11条の条文から

成り、本条例の施行期日を平成30年４月１日

とするものです。 

 説明は以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第62号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第63号 中能登町放課後児童ク

ラブ条例の制定について説明を求めます。 

 議案書は、７ページから９ページとなりま

す。 

 加賀参事兼住民福祉課長 

  〔加賀忠夫参事兼住民福祉課長登壇〕 

○加賀忠夫参事兼住民福祉課長 ７ページを

お願いいたします。 

 議案第63号 中能登町放課後児童クラブ条

例の制定についてを議案として提出するもの

でございます。 

 別冊の条例等提出案件資料の３ページでご

説明をさせていただきます。 

 本条例の制定理由でございますが、現在の

かしま放課後児童クラブが中能登町生涯学習

センター「ラピア鹿島」内から現在建築工事

を進めております鹿島小学校のお隣のすぱー

く鹿島へ移転するに当たりまして、新たな公

共施設となりますことから、地方自治法第

244条の２の規定によりまして新規に条例を

定めるもので、かしま放課後児童クラブを含

めました各放課後児童クラブ３施設の名称と

位置を条例化するものでございます。 

 平成30年４月１日からの施行とするもの

で、放課後児童対策の充実と児童の安全、安

心した活動が営まれる居場所の確保に努める

ものでございます。 

 説明は以上であります。よろしくお願いい

たします。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第63号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま
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す。 

 次に、議案第64号 中能登町指定居宅介護

支援等の事業の人員及び運営に関する基準を

定める条例の制定について説明を求めます。 

 議案書は、11ページから25ページとなりま

す。 

 道善長寿介護課長 

  〔道善まり子長寿介護課長登壇〕 

○道善まり子長寿介護課長 それでは、議案

書11ページをお願いいたします。 

 議案第64号 中能登町指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関する基準を定める

条例の制定について説明をさせていただきま

す。 

 議案書は13ページ、提出案件資料につきま

しては５ページをお願いいたします。 

 制定の理由でございますが、介護保険法の

改正により、現在は指定居宅介護支援事業者

の指定などの事務は都道府県で行っておりま

すが、権限移譲により平成30年４月１日より

市町村が指定などの事務を行うことになるた

め、条例の制定を行うものでございます。 

 条例の内容につきましては、石川県で定め

ていた条例を中能登町の条例で定めます。こ

の条例の中において、虐待防止のため従業員

に対し研修を実施するよう努めることと、記

録の保管期間を５年とした県が独自基準で定

めてあるものも採用しております。 

 この条例は平成30年４月１日から施行する

ものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第64号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第65号 中能登町指定地域密着

型サービス事業者等の指定に関し必要な事項

を定める条例の制定について説明を求めま

す。 

 議案書は、27ページから29ページとなりま

す。 

 道善長寿介護課長 

○道善まり子長寿介護課長 それでは、議案

書27ページをお願いいたします。 

 議案第65号 中能登町指定地域密着型サー

ビス事業者等の指定に関し必要な事項を定め

る条例の制定について説明をさせていただき

ます。 

 議案書は29ページ、提出案件資料につきま

しては７ページをお願いいたします。 

 制定の理由でございますが、町で指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準を定める条例の制定に伴い、指定居宅介護

支援事業者の指定の申請者の資格についての

み、上程いたしましたこの条例の中において

法人と定めるものでございます。 

 この条例は、平成30年４月１日から施行す

るものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第65号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第66号 中能登町個人情報保護

条例の全部改正について説明を求めます。 

 議案書は、31ページから51ページとなりま

す。 

 植田参事兼総務課長 

  〔植田一成参事兼総務課長登壇〕 

○植田一成参事兼総務課長 議案書31ページ

をごらんください。 

 議案第66号 中能登町個人情報保護条例の

全部改正についてでございます。 

 上記の議案を別紙のとおり提出するもので

ございます。 

 条例等提出案件資料の９ページをごらん願
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います。 

 改正の理由でございます。行政機関個人情

報保護法等改正法の成立により、個人情報の

定義が明確化、要配慮個人情報の定義が新設

されたことを踏まえ、個人情報の適切な取り

扱いを確保するため改正を行うものでござい

ます。 

 改正の概要といたしましては、１つ目に、

個人情報の定義の明確化、条例では第２条第

２号関係でございます。個人情報の定義につ

いて、個人識別符号は、行政機関の保有する

個人情報の保護に関する法律（以下「行個

法」という。）と同じ定義とします。個人識

別符号、その情報単体でも個人情報に該当す

るものということで、具体的には①、②でご

ざいます。 

 もう１点は、要配慮個人情報の取り扱いの

規定、条例関係は第２条第３号でございます

けれども、要配慮個人情報の定義を設け、行

個法の改正により要配慮個人情報と規定され

た情報を含むということで、要配慮個人情報

には、人種、信条、病歴、犯罪の経歴等に該

当する情報ということで、以下①、②が具体

的なものでございます。 

 議案書に戻っていただきまして、33ページ

をごらん願います。 

 まず目的でございます。第１条。この条例

は、実施機関において個人情報の利用が拡大

していることに鑑み、実施機関における個人

情報の取り扱いに関する基本的な事項を定め

ることにより、町政の適正かつ円滑な運営を

図りつつ、個人の権利利益を保護することを

目的といたします。 

 定義といたしまして、第２条では、実施機

関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員

会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審

査委員会及び議会等をいいます。 

 続きまして、34ページをごらん願います。 

 第２章では、実施機関における個人情報の

取り扱いということで、個人情報の保有の制

限等を設けております。 

 第３条では、実施機関は、個人情報を保有

するに当たっては、その所掌事務を遂行する

ため必要な場合に限り、かつ、その利用の目

的をできる限り特定しなければならないとう

たっております。 

 続きまして、第３章のほうで37ページをお

願いいたします。 

 個人情報ファイルの保有等に関する事前通

知ということで、第13条では、実施機関が個

人情報ファイルを保有しようとするときは、

当該実施機関は、あらかじめ、町長に対し、

次に掲げる事項を通知しなければならないと

しております。このファイルというのは、一

定の事務の目的を達成するために、特定の保

有個人情報を容易に検索することができるよ

うに体系的に構成した個人情報を含む情報の

集合的個人情報をデータベース化したものを

いいます。 

 続きまして、39ページでは、第４章といた

しまして、開示、訂正、利用の停止等をうた

っております。 

 それから最後ですけれども、50ページで

す。 

 条例等提出案件資料の10ページにもありま

すけれども、罰則の規定を今回設けておりま

す。条例等提出案件資料の10ページのほうで

は、罰則ということで、対象者に関しては、

実施機関の職員、元職員、受託業務従事者、

元従事者で、対象の行為といたしましては、

個人の秘密に属する事項が記録された個人情

報ファイルを提供したときには、量刑という

ことで２年以下の懲役または100万円以下の

罰金とするものでございます。 

 施行の期日につきましては平成30年４月１

日でございます。 

 説明は以上になります。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第66号について質疑の方はご発言願

います。 
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  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 ここで、11時15分まで休憩します。 

           午前11時04分 休憩 

 

           午前11時15分 再開 

○議長（古玉栄治議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 議案第67号 中能登町職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例について説

明を求めます。 

 議案書は、53ページから55ページとなりま

す。 

 植田参事兼総務課長 

○植田一成参事兼総務課長 議案書53ページ

をごらん願います。 

 議案第67号 中能登町職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例についてで

ございます。 

 条例等提案案件資料の11ページをごらん願

います。ここで説明をいたします。 

 改正の理由といたしましては、地方公務員

の育児休業等に関する法律の一部改正に伴

い、非常勤職員が一定の要件のもと育児休業

に係る子が２歳に達する日まで育児休業を取

得することができるよう所要の整備を行うも

のでございます。 

 改正の概要といたしましては、１つ目に、

育児休業を取得できる期間の見直しでござい

ます。育児休業をしている非常勤職員が原則

１歳までである育児休業を６カ月延長しても

保育所等に入れない場合等に限り、最長２歳

に達する日まで育児休業を取得できることに

するものでございます。 

 また、附則第３項から第６項の廃止という

ことで、55歳を超える６級以上の職員の

1.5％の減額支給制度の廃止に伴い、給与の

月額計算に係る引用部分を廃止するものでご

ざいます。 

 施行の期日は平成30年４月１日でございま

す。 

 説明は以上になります。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第67号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第68号 中能登町体育施設条例

の一部を改正する条例について説明を求めま

す。 

 議案書は、57ページから61ページとなりま

す。 

 甘田生涯学習課担当課長 

  〔甘田悟司生涯学習課担当課長登壇〕 

○甘田悟司生涯学習課担当課長 議案書57ペ

ージをお願いいたします。 

 議案第68号 中能登町体育施設条例の一部

を改正する条例についてであります。 

 議案書は59ページから、提出案件資料では

17ページからとなります。提出案件資料でご

説明申し上げます。 

 改正の理由及び概要といたしまして、平成

30年４月から、すぱーく鹿島をかしま放課後

児童クラブ施設として運用することから、所

管課を生涯学習課から住民福祉課へ移管する

とともに、中能登町体育施設条例から削除を

行うものであります。 

 ２つ目といたしまして、旧鳥屋中学校体育

館と旧鳥屋中学校グラウンドは、現在、旧学

校施設として教育文化課で管理を行ってお

り、使用の際は学校施設利用許可申請書を教

育文化課に提出しております。現在の使用状

況を踏まえ、今後、体育施設として活用する

ため生涯学習課へ移管し、旧鳥屋中学校体育

館を「鳥屋体育館」に、旧鳥屋中学校グラウ

ンドを「鳥屋グラウンド」にそれぞれ名称を

変更し、新たに町体育施設条例に追加を行う

ものであります。このことにより使用申請書
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の様式や提出場所が他の体育施設の申請と同

様となり、施設利用の調整もスムーズに行え

るなど、利用者の利便性の向上を図ることが

できます。 

 ３つ目は、鳥屋体育館と鳥屋グラウンドの

追加により、それぞれの使用料を新たに設け

るものでございます。この改正で町体育施設

は現在の12施設から13施設となります。 

 この条例の施行期日は平成30年４月１日で

ございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第68号について質疑の方はご発言願

います。 

 ９番 宮下為幸議員 

  〔９番（宮下為幸議員）登壇〕 

○９番（宮下為幸議員） 提出案件資料の21

ページです。 

 鳥屋中学校のグラウンドということで、備

考の中で「グラウンドは全面利用の必要がな

い場合、２分割でも利用できるものとし、分

割利用面積によって、上記金額より相当する

金額を徴収する」となっておりますが、使用

料の欄を見ていくと町民の使用料は免除とな

っているんですけれども、これは書いてない

んですよね。鳥屋グラウンドは。町民は免除

なのかということ。 

 それと、鹿島運動場、これは無料となって

いるんですね。免除でなくて無料。そして、

中能登町運動場の芝生広場についても無料と

なっているんですが、無料というのは町外か

ら来ても無料で使用していいですよという、

町民は免除ですが町外から来ても無料なのか

どうかということ。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 甘田生涯学習課担

当課長 

○甘田悟司生涯学習課担当課長 宮下議員の

質疑にお答えをいたします。 

 まず、鳥屋グラウンドの使用料について、

町民は無料というふうに書いていないという

ふうなことで、まず町民は無料なのかという

ことでございますが、今現在、あのグラウン

ドにつきましては個人の使用というものは想

定をしておりません。あくまで団体での使用

というふうなことを考えております。ですか

ら各団体による使用であれば、ジュニアのス

ポーツ教室であるとか各協会の使用に伴って

町内の団体であれば無料ということになろう

かと思います。 

 もう１点、鹿島運動場の無料という料金設

定でございますけれども、町内の方はもちろ

ん無料でございますけれども、町外の方も無

料かというふうなご質疑だったかと思いま

す。鹿島運動場につきましては、町内外いず

れも無料ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（古玉栄治議員） 宮下議員 

○９番（宮下為幸議員） 町内外は無料とい

うのはそれでわかりました。 

 ただ、野球場の芝生広場についても無料と

いうことやね、町外の人も。それは答えられ

なかったもので。 

 それと、例えば鳥屋グラウンドを使うとす

る。あそこはソフトボールとかいろいろ使っ

ておいでますが。例えば全能登のソフトボー

ル大会はそこにする。中能登のチームが出て

いる。そういう場合は、もし全能登じゃなく

ても羽咋郡市とか七尾市の大会がそこで開か

れる場合は、結局、中能登のチームが出てい

れば免除されるんですか。 

○議長（古玉栄治議員） 甘田生涯学習課担

当課長 

○甘田悟司生涯学習課担当課長 まず、運動

公園の芝生、先ほど答弁抜けておりましたけ

れども、芝生広場については料金の徴収条例

にはございませんので、町外の方が来られて

も無料ということになっております。 

 そして、町外の方で、例えば全能登の大会

とかそういうものがあったときに、町内のチ
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ームが参加しているから無料になるのかとい

うことになりますと、これはまた違っており

まして、主催がどこであるのかということに

よって料金の有無が発生するかと思います。

ですから、例えば県の大会であればそれは有

料になりますし、他の施設でも同様でござい

ます。 

 よろしいでしょうか。 

○議長（古玉栄治議員） 宮下議員 

○９番（宮下為幸議員） わかりました。終

わります。 

○議長（古玉栄治議員） ほかに質疑の方は

ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第69号 中能登町国民健康保険

条例及び中能登町特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例について説明を求めます。 

 議案書は、63ページから65ページとなりま

す。 

 平岡保健環境課長 

  〔平岡重信保健環境課長登壇〕 

○平岡重信保健環境課長 それでは、63ペー

ジをお願いいたします。 

 議案第69号 中能登町国民健康保険条例及

び中能登町特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例についてでございます。 

 議案書では65ページ、提出案件資料では27

ページをお願いいたします。それでは、提出

案件資料でございます。 

 改正の理由としましては、平成30年度の国

保制度改革に伴い、国民健康保険運営協議会

等の標記を改めるものでございます。 

 改正の概要といたしましては、「国民健康

保険運営協議会」を「国民健康保険事業の運

営に関する協議会」に改めるものでございま

す。 

 施行期日は平成30年４月１日でございま

す。 

 提出案件資料の29ページ、30ページに、そ

れぞれの新旧対照表を記載してございます。 

 説明については以上でございます。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第69号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第70号 中能登町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例について説明を

求めます。 

 議案書は、67ページから71ページとなりま

す。 

 平岡保健環境課長 

○平岡重信保健環境課長 それでは、67ペー

ジをお願いいたします。 

 議案第70号 中能登町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例についてです。 

 議案書では69ページから71ページ、提出案

件資料では31ページ、32ページをお願いいた

します。提出案件資料で説明をさせていただ

きます。 

 まず改正理由といたしましては、平成30年

度の国保制度改革により、今後は都道府県が

財政運営の責任主体となり、市町ごとの国民

健康保険事業費納付金を決定することになり

ます。町では、県が示す標準保険料率を参考

に保険税率の決定と賦課徴収を行い、県に納

付金を納付することになります。このことか

ら県が示す標準保険料率を参考に保険税率の

改正を行うものでございます。 

 改正の概要といたしましては、下段になり

ますけれども、算定方式では、石川県国民健

康保険運営方針で標準的な保険料の算定方法

を医療分、後期高齢者支援分、介護分、全て

資産割を除いた３方式とすることから、中能

登町においても同様の算定方式を採用するも
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のでございます。また、税率等につきまして

は県が示す標準保険料率を参考に行うもので

ございます。 

 具体的には、表の上段になります。 

 医療分につきましては、所得割を6.5％、

資産割は廃止するものでございます。それか

ら均等割につきましては被保険者１人当たり

２万6,300円、それから平等割では世帯当た

り１万8,400円とするものでございます。所

得割、平等割で減額となりますが、均等割で

は少し増額となるものでございます。 

 それから下段の表になります。 

 後期高齢者支援分につきましては、所得割

では2.2％、それから均等割につきましては

9,200円、それから平等割につきましては

6,400円にするものでございます。全ての所

得割、均等割、平等割、増額となるものでご

ざいます。 

 それから、次ページをお願いいたします。 

 上段の表になります。 

 介護分につきましては、所得割1.7％、そ

れから均等割が8,900円、それから平等割を

4,000円とするものでございます。所得割、

均等割で減額となりますが、平等割を新たに

追加するものでございます。 

 これら介護分を含む１人当たりで合計しま

すと、所得割では増減なしとなりますが均等

割では2,000円、平等割では6,500円の減額と

なるものでございます。資産割については廃

止とするものでございます。 

 施行年月日は平成30年４月１日でございま

す。 

 それから、この改正によりまして、被保険

者１人当たりの合計額で平成29年度と30年度

を比較しますと約１万6,200円の減額となる

ものでございます。 

 また、平成30年度からは県が国民健康保険

の財政主体となることから、徴収しました保

険税に町に交付される公費をプラスし、県へ

納付金を支払うことで、療養給付に必要な費

用が全額交付されることとなるものです。 

 説明については以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第70号について質疑の方はご発言願

います。 

 ９番 宮下為幸議員 

  〔９番（宮下為幸議員）登壇〕 

○９番（宮下為幸議員） 案件資料でお願い

します。31ページ。 

 改正理由はわかったんですが、医療分、後

期高齢者分、介護分は減額という部分があっ

て、課長は１万500円ほどの減額になると言

われましたが、例えば国民健康保険に入って

いて、２人で夫婦で500万円の所得があった

としますね。それの一回試算を出していただ

きたい。後からでもいいですけれども。500

万円の所得があった場合、夫婦２人でどれく

らいの保険料がかかるということを出してほ

しいです。 

 全体的には、国保のあれは一回この前出て

おりますが、それは４月１日から皆さんは下

がるということですね。上がる人ももちろん

おいでるでしょうけれども、全体的には下が

る。１万500円は下がるということですか。 

 その辺、最後のときに、被保険者のことを

言われておったもので、そのところが、最後

のほうがわからなかった。その辺も含めて、

もう一回、再度説明を願います。 

○議長（古玉栄治議員） 平岡保健環境課長 

○平岡重信保健環境課長 宮下議員の質疑に

お答えします。 

 例を示してということで、県が標準的に使

っている世帯というものがありまして、それ

ではじいたものがありますので、それをここ

で紹介させていただきます。 

 夫婦２人、子供２人で夫婦の世代が40代、

介護が関係するということで、所得が250万

円で妻は年収ゼロということで、固定資産税

が５万円あるという標準世帯の中で、今説明

させていただきました標準税率で算定します
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と約41万8,000円ということになる予定とな

っております。これにつきましては、県のほ

うで標準税率というものは公表されておりま

して、それと比較しましても安いほうに入る

予定となっております。 

 それから、１万6,200円１人当たり安くな

るとさっき説明したんですけれども、これに

つきましては平成29年度の賦課額と30年度の

賦課額全体を被保険者数で割ったものが大体

１万6,200円になるということで、全ての世

帯がこれくらい安くなるということではござ

いません。 

 説明は以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 宮下議員 

○９番（宮下為幸議員） もう一回伺います

が、250万円の夫婦２人で、子供が２人で、

国保税が41万8,000円かかると言われた。そ

れは間違いないですか。 

○議長（古玉栄治議員） 平岡保健環境課長 

○平岡重信保健環境課長 一応、県の標準保

険税率に基づいて算定した数字でございま

す。 

 以上です。 

○９番（宮下為幸議員） わかりました。あ

りがとうございます。 

○議長（古玉栄治議員） ほかに質疑の方は

ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第71号 中能登町介護保険条例

の一部を改正する条例について説明を求めま

す。 

 議案書は、73ページから76ページとなりま

す。 

 道善長寿介護課長 

○道善まり子長寿介護課長 それでは、議案

書73ページをお願いいたします。 

 議案第71号 中能登町介護保険条例の一部

を改正する条例について説明をさせていただ

きます。 

 議案書は75ページ、提出案件資料につきま

しては41ページをお願いいたします。 

 改正の理由でございますが、第７期介護保

険事業計画の策定に伴い介護保険料の見直し

を行いましたが、介護保険料基準額１カ月の

金額は第６期と同額の6,400円と据え置きと

なりましたが、現在の条文の内容は平成27年

度から平成29年度に対応したものとなってお

りますので、これを平成30年度から平成32年

度に対応するものに改正するものでございま

す。 

 そのほかの改正につきましては、介護保険

法の改正により所要の改正を行うものであり

ます。 

 この条例は平成30年４月１日から施行する

ものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第71号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第72号 中能登町コーポとりや

条例の一部を改正する条例について説明を求

めます。 

 議案書は、77ページから79ページとなりま

す。 

 北野土木建設課長 

  〔北野 均土木建設課長登壇〕 

○北野 均土木建設課長 それでは、議案書

は77ページをお願いいたします。 

 議案第72号 中能登町コーポとりや条例の

一部を改正する条例についてであります。 

 説明につきましては条例等提出案件資料で

ご説明いたします。資料の51ページをお願い

いたします。 

 今回の改正の主な内容でありますが、入居

資格におきまして単身世帯の入居を可能とし
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たいというものでございます。また、入居者

につきましては中能登町に住所を置く者とす

ることであります。このほか、入居者の選考

の中で、単身入居での申込者と複数入居での

申込者が同時に申し込みがあった場合、複数

入居での申込者を優先とさせていただきたい

というものであります。 

 多様なニーズに応えることによりまして、

定住促進と人口増加を図りたいというもので

ございます。 

 施行期日につきましては平成30年４月１日

とするものでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第72号について質疑の方はご発言願

います。 

 ６番 笹川広美議員 

  〔６番（笹川広美議員）登壇〕 

○６番（笹川広美議員） 今ほど改正理由と

いうことで、定住促進、また人口増加を図る

ことを目的とされるというお話でしたけれど

も、現在、コーポとりや、入居状況というの

はどういうふうな状況であるのか、お聞かせ

願います。 

 また、今回のこの改正によって入居を想定

される世代というか、どういう方を想定され

たものと考えておられるのか、お聞かせくだ

さい。 

○議長（古玉栄治議員） 北野土木建設課長 

○北野 均土木建設課長 笹川議員の質問に

お答えをいたします。 

 まず、コーポとりやの入居状況でございま

すが、今ここに資料を持ってきておりません

ので、後ほど状況を説明させていただきたい

と思います。 

 それから、改正によってどのような方を想

定しているのかというご質問だったかと思い

ますが、基本的に、コーポとりやについては

複数入居、親族２人以上の方での入居という

ことが条件となっております。いろいろな生

活スタイル、ニーズ等もあることから、単身

者でも入居できるようにしたいということが

一番でございます。 

 以上であります。 

○議長（古玉栄治議員） 笹川議員 

○６番（笹川広美議員） 単身世帯というの

はわかるんですが、どういった単身の方を、

高齢者とか障害のある方も含め、若い世代な

のか、そういうことをお聞かせ願いたいんで

すが。 

○議長（古玉栄治議員） 北野土木建設課長 

○北野 均土木建設課長 笹川議員の再質問

にお答えをいたします。 

 対象にいたしましては、全て単身でも入居

できるということを想定しております。若い

方から、もちろんでありますが、そういった

方までという形になると思います。 

○議長（古玉栄治議員） 笹川議員 

○６番（笹川広美議員） じゃ幅広く対象と

考えていただけるということですけれども、

そうすると、例えば高齢者のようなちょっと

体に不自由を来してくるような方であっても

入居ができるという、対象に考えていただけ

るということですよね。そうなると、移動に

困難な、そういう対応というものも考えてい

らっしゃるのか。改修等も含めたそういう対

応も考えていらっしゃるのか、お聞かせくだ

さい。 

○議長（古玉栄治議員） 北野土木建設課長 

○北野 均土木建設課長 笹川議員の再々質

問にお答えをいたします。 

 高齢者もしくは障害者の方ということであ

ったと思うんですが、基本的に自分で動かれ

る方の入居ということで、条例の中にも少し

そういうことをうたってあったと記憶してい

るんですが、コーポを改築してまでというこ

とは思っておりません。あくまで自立して入

居できる方ということを思っております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（古玉栄治議員） よろしいですか。 
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 ほかに質疑の方はございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第73号 中能登町後期高齢者医

療に関する条例の一部を改正する条例につい

て説明を求めます。 

 議案書は、81ページから83ページとなりま

す。 

 平岡保健環境課長 

○平岡重信保健環境課長 それでは、81ペー

ジをお願いします。 

 議案第73号 中能登町後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例についてで

す。 

 議案書では83ページ、提出案件資料では55

ページをお願いいたします。説明は提出案件

資料でさせていただきます。 

 改正理由といたしましては、高齢者の医療

の確保に関する法律の改正により、後期高齢

者医療における被保険者の住所地特例制度が

見直しとなることから所要の改正を行うもの

でございます。 

 改正の概要といたしましては、例を示して

説明をさせていただきます。 

 上段になります。現行のほうでは、国民健

康保険加入の74歳以下の方が例えば富山市の

施設に入所し住所を移されても、住所地特例

が適用になり中能登町国民健康保険の被保険

者となりますが、右側になります。75歳到達

時においては富山県の広域連合の被保険者と

なるものです。 

 それから下段になります。改正案でござい

ますけれども、後期高齢者医療においても国

民健康保険の住所地特例が継続され、石川県

の広域連合の被保険者となるものでございま

す。 

 施行年月日は平成30年４月１日です。 

 説明は以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第73号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第74号 中能登町企業立地の促

進等による地域における産業集積の形成及び

活性化のための固定資産税の課税の特例に関

する条例の一部を改正する条例について説明

を求めます。 

 議案書は、85ページから88ページとなりま

す。 

 古川税務課長 

  〔古川利宣税務課長登壇〕 

○古川利宣税務課長 それでは、議案第74号

 中能登町企業立地の促進等による地域にお

ける産業集積の形成及び活性化のための固定

資産税の課税の特例に関する条例の一部を改

正する条例についてご説明いたします。 

 資料は59ページをお願いいたします。新旧

対照表は61ページとなります。 

 まず改正理由ですが、企業立地の促進等に

よる地域における産業集積の形成及び活性化

に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う改正です。 

 改正概要ですが、１つ目といたしまして題

名を改めるもので、「中能登町企業立地の促

進等による地域における産業集積の形成及び

活性化のための固定資産税の課税の特例に関

する条例」を「中能登町地域経済牽引事業の

促進による地域の成長発展の基盤強化のため

の固定資産税の課税の特例に関する条例」と

するものでございます。 

 次に、第１条（趣旨）、第２条（課税免除

の範囲）において引用する法令、用語等を改

めるものです。現行の第１条、第２条を要約

いたしますと、「承認企業立地計画に従って

特定事業のための施設のうち省令に規定する

対象施設を同意集積区域内に設置した事業者

について、家屋若しくは構築物又は土地に対
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して課する固定資産税を３箇年度課税免除」

するというものですが、改正案では「承認地

域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事

業のための施設のうち省令に規定する対象施

設を促進区域内に設置した事業者について、

家屋若しくは構築物又は土地に対して課する

固定資産税を３箇年度課税免除」するとなり

ます。 

 施行期日は公布の日です。 

 説明は以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第74号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第75号 中能登町指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例等の一部を改正する

条例について説明を求めます。 

 議案書は、89ページから110ページとなり

ます。 

 道善長寿介護課長 

○道善まり子長寿介護課長 それでは、議案

書89ページをお願いいたします。 

 議案第75号 中能登町指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例等の一部を改正する条例に

ついて説明をさせていただきます。 

 議案書は91ページ、提出案件資料につきま

しては63ページをお願いいたします。提出案

件資料で説明をさせていただきます。 

 この条例改正は、指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部を改正する省令の施行に伴い、３件の条例

改正が必要となりましたが、３件をあわせて

一度に改正を行うものでございます。 

 まず１つ目の中能登町指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例の一部改正、第１条関係で

すが、１番、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護につきましては、オペレーターに係る基

準の見直し、介護・医療連携推進会議の開催

頻度の緩和、地域へのサービス提供の推進。 

 ２番、夜間対応型訪問介護につきまして

は、オペレーターに係る基準の見直し。 

 ３番、地域密着型通所介護につきまして

は、障害福祉サービスを利用してきた障害者

が介護保険サービスを利用する場合のサービ

スの基準の創設。 

 ４番、療養通所介護につきましては、定員

数の見直し。 

 ５番、認知症対応型通所介護につきまして

は、共用型指定認知症対応型通所介護の利用

定員の見直し。 

 ６番、認知症対応型共同生活介護につきま

しては、身体的拘束等の適正化。 

 ７番、地域密着型特定施設入居者生活介護

につきましては、身体的拘束等の適正化。 

 資料64ページになります。 

 ８番、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護につきましては、身体的拘束等の適

正化、入所者の医療ニーズへの対応。 

 ９番、看護小規模多機能型居宅介護につき

ましては、サテライト型事業所の創設、指定

に関する基準の緩和。 

 このほかに、平成30年度から新たな介護保

険施設の類型として介護医療院が創設される

ことに伴い、条文中の必要箇所に介護医療院

の文言を加えるなどの改正を行うものであり

ます。 

 この条例改正の介護保険施設で中能登町に

あります施設は、６番の認知症対応型共同生

活介護、グループホームになります。これと

８番の地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護、これは第二鹿寿苑であります。 

 続いて、２番目の中能登町指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準等を定める条例の一部改正、

第２条関係です。 
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 １番、介護予防認知症対応型通所介護につ

きましては、共用型指定介護予防認知症対応

型通所介護の利用定員の見直し。 

 ２番、介護予防認知症対応型共同生活介護

につきましては、身体的拘束等の適正化。 

 そのほかに、平成30年度から新たに介護保

険施設の類型としまして介護医療院が創設さ

れることに伴い、文中の必要箇所に介護医療

院の文言を加えるなどの改正を行うものであ

ります。 

 この条例改正の介護保険施設で中能登町に

あります施設は、２番の介護予防認知症対応

型共同生活介護、これはグループホームであ

ります。 

 続いて、３つ目の中能登町指定介護予防支

援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める条例の一部改

正、第３条関係です。 

 １番、障害福祉制度の相談支援専門員との

密接な連携。２番、公正中立なケアマネジメ

ントの確保。３番、医療と介護の連携の強化

などについて改正をするものであります。 

 この条例は平成30年４月１日から施行する

ものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第75号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 ここで、昼食のため午後１時30分まで休憩

します。 

           午後０時02分 休憩 

 

           午後１時30分 再開 

○議長（古玉栄治議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 ここで、議案第70号について、平岡保健環

境課長から再説明の申し出があります。 

 平岡保健環境課長 

○平岡重信保健環境課長 先ほど議案第70号

の中で、宮下議員の質疑に対する答弁に対し

て少し説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず具体例の中で所得、私、250万とお話

ししましたけれども、年間給与に換算します

と380万円に相当するものでございます。具

体的な世帯のケースについては所得に対して

はそういうようで、給与収入は380万を示す

ものでございます。 

 それから、資料の31ページをごらんいただ

きたいと思います。ここで具体的に説明をさ

せていただきたいと思います。 

 まず、改正概要のここに医療分と後期支援

者分の表を記載してあります。 

 医療分の現行の税率につきましては、左側

になります。Ｈ29までというところでござい

ます。これら資産割を含む４方式で計算しま

すと、賦課額にしまして、課税額にしまして

30万7,400円という計算になります。それが

新しく示させていただく税率で３方式で算出

しますと、これが26万4,600円ということに

なります。比較しますと４万2,800円の減額

になるものでございます。均等割は増額とな

るものの、資産割が廃止され、所得割と平等

割が減額となるため、全体としては減額とな

るものでございます。 

 それから、一番下段になります。後期高齢

者支援分につきまして、これにつきましても

左側の現行税率で算出しますと合計で６万

9,900円という税率になります。それから平

成30年度という欄に算出しますと、これが資

産割を除いたもので９万900円ということに

なります。資産割が廃止されるものの、所得

割、均等割、平等割のいずれも増額となるた

め、全体としては２万1,000円の増額となる

ものでございます。 

 それから、32ページに介護分を示してあり
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ます。現行２方式で算出しますと６万8,000

円でございます。それが新しい税率で計算し

ますと、３方式ということで新たに平等割を

加えて５万8,600円ということになります。

差し引きしますと9,400円の減額となるもの

でございます。新たに平等割は追加されます

が、均等割が大幅に減額となり、均等割と平

等割を足しても所得割も減額となるため、全

体として減額となるものでございます。 

 この３つの医療、後期、介護分、合計しま

すと現税率で44万5,300円という合計額にな

ります。それから新たな税率ではじきますと

先ほど４万1,800円と説明させていただきま

したが、合計しますと４万1,100円というこ

とで訂正をさせていただきたいと思います。

全て３つ合計しますと３万1,200円の減額と

なるものでございます。 

 これが標準的な世帯から算出した保険税の

比較でございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（古玉栄治議員） 宮下議員、よろし

いでしょうか。 

 次に、議案第72号について、北野土木建設

課長から再説明の申し出がありましたので、

これを許します。 

 北野土木建設課長 

○北野 均土木建設課長 それでは、議案第

72号で、午前中、笹川議員からのコーポとり

やの入居状況についてのご質問にお答えをい

たします。 

 コーポとりやは２棟で60戸あります。３月

１日現在、51戸が入居中であります。９戸が

空室となっておりますが、そのうち２戸につ

いては補修中、７戸については退去、修繕中

となっております。また、この９戸のうち８

戸につきましては町内での新築または住宅購

入ということで、転出は１戸でありました。 

 報告は以上であります。よろしくお願いし

ます。 

○議長（古玉栄治議員） 笹川議員、よろし

いでしょうか。 

 それでは次に、議案第76号 中能登町地域

包括支援センターの包括的支援事業の実施に

関する基準を定める条例の一部を改正する条

例について説明を求めます。 

 議案書は、111ページから114ページとなり

ます。 

 道善長寿介護課長 

○道善まり子長寿介護課長 それでは、議案

書111ページをお願いいたします。 

 議案第76号 中能登町地域包括支援センタ

ーの包括的支援事業の実施に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について説明

をさせていただきます。 

 議案書は113ページ、提出案件資料につき

ましては147ページをお願いいたします。 

 改正の理由でございますが、介護保険法施

行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、

所要の改正を行うものであります。 

 主な内容は、初めて主任介護支援専門員、

主任ケアマネといいますけれども、この研修

を受けた人が、この研修の修了日から起算し

て５年が経過するまでに主任ケアマネの更新

研修を受けること。以後、同じ繰り返しを行

うように見直しを行っています。 

 しかし、取得年度によっては更新期限が過

ぎている人もいるため経過措置が設けられて

おります。このことは説明資料の150ページ

になります。 

 現行の欄にあります表の中で、平成23年度

までに主任介護支援専門員研修を修了してい

る人は、平成31年３月31日までに更新研修を

受け、同日以降５年を超えない期間ごとに更

新をするとなっておりました。ところが、こ

の現行のまま行っていきますと５年から７年

と更新期間において差が生じるため、不公平

が生じないように見直しを行ったものであり

ます。 

 この条例は平成30年４月１日から施行する

ものでございます。 
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 説明は以上でございます。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第76号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第77号 中能登町下水道等供用

開始区域内し尿等処分手数料徴収条例を廃止

する条例について説明を求めます。 

 議案書は、115ページから117ページとなり

ます。 

 平岡保健環境課長 

○平岡重信保健環境課長 それでは、議案書

115ページをお願いします。 

 議案第77号 中能登町下水道等供用開始区

域内し尿等処分手数料徴収条例を廃止する条

例についてです。 

 提出案件資料では153ページをお願いいた

します。提出案件資料で説明をさせていただ

きます。 

 廃止の理由といたしましては、バイオマス

メタン発酵施設の稼働により、し尿等の処分

手数料は中能登町廃棄物の減量化及び適正処

理等に関する条例に基づく手数料の徴収とな

ることから廃止するものでございます。 

 それから、その下にある概要といたしまし

ては、ななかクリーンセンターに処分委託し

ていたし尿等をバイオマスメタン発酵施設で

処分することで、し尿等の処分を七尾市に委

託しなくなるためでございます。 

 施行年月日は平成30年４月１日でございま

す。 

 説明は以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第77号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、報告第５号 専決処分の報告につい

て（平成29年度中能登町一般会計補正予算）

及び報告第６号 専決処分の報告について

（平成29年度中能登町一般会計補正予算）に

ついて説明を求めます。 

 この報告２件は、地方自治法第180条第１

項の規定による報告事項であり、承認議決を

要するものではないことを申し添えておきま

す。 

 まず、報告第５号 専決処分の報告につい

て（平成29年度中能登町一般会計補正予算）

の説明を求めます。 

 議案書は、119ページから127ページとなり

ます。 

 植田参事兼総務課長 

○植田一成参事兼総務課長 議案書119ペー

ジをごらん願います。 

 報告第５号 専決処分の報告について。地

方自治法第180条第１項の規定に基づき、平

成29年度中能登町一般会計補正予算を次のと

おり専決処分したので、同条第２項の規定に

よりこれを報告するものでございます。 

 120ページをごらん願います。 

 専決第14号、専決処分書。地方自治法第

180条第１項の規定に基づき、平成29年度中

能登町一般会計補正予算を次のとおり専決処

分を行います。 

 121ページの一般会計補正予算でございま

す。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ170万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ107億9,052万円とする

ものでございます。 

 126ページをお願いいたします。 

 まず歳入でございます。 

 第17款の繰入金で１節の基金繰入金で170

万円の計上でございます。財政調整基金を取

り崩し、一般会計への繰り入れをするもので

ございます。 

 127ページの歳出でございます。 
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 ２款の総務費です。２款の総務費の１細目

で170万円の計上でございます。時間外手当

でございます。平成30年１月28日、鹿島地区

で発生しました断水の対応ということで、対

象人員は75名でございます。 

 説明は以上になります。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。報告第５号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、報告第６号 専決処分の報告につい

て（平成29年度中能登町一般会計補正予算）

の説明を求めます。 

 議案書は、129ページから137ページとなり

ます。 

 植田参事兼総務課長 

○植田一成参事兼総務課長 議案書129ペー

ジをごらん願います。 

 報告第６号 専決処分の報告について。地

方自治法第180条第１項の規定に基づき、平

成29年度中能登町一般会計補正予算を次のと

おり専決処分したので、同条第２項の規定に

よりこれを報告するものでございます。 

 130ページをごらん願います。 

 専決第15号。地方自治法第180条第１項の

規定に基づき、平成29年度中能登町一般会計

補正予算を次のとおり専決処分します。 

 131ページをごらん願います。 

 一般会計の補正予算でございます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ5,000万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ108億4,052万円とす

るものでございます。 

 136ページをごらん願います。 

 まず歳入でございます。 

 17款繰入金で１節の基金繰入金でございま

す。5,000万円の計上でございます。財政調

整基金を取り崩して一般会計へ繰り入れする

ものでございます。 

 137ページをごらん願います。 

 歳出でございます。 

 第８款土木費の１細目の除雪費で5,000万

円の計上でございます。除雪作業の委託料で

ございます。 

 説明は以上になります。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。報告第６号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 以上で報告第５号及び報告第６号は終結い

たします。 

 次に、議案第78号 平成29年度中能登町一

般会計補正予算について説明を求めます。 

 まずは歳入全般について説明を求めること

とします。 

 議案書は、139ページから151ページとなり

ます。 

 植田参事兼総務課長 

○植田一成参事兼総務課長 議案書の139ペ

ージをごらん願います。 

 議案第78号 平成29年度中能登町一般会計

補正予算でございます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ6,810万8,000円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ107億7,241万

2,000円とするものでございます。 

 第２条、地方債の変更につきましては、後

ほどご説明をいたします。 

 144ページをごらん願います。 

 地方債の補正でございます。 

 まず、農業農村整備事業、老朽ため池改修

事業につきましては、瀬戸地区、芹川地区、

武部地区におけます県営ほ場整備事業団体

営、土地改良事業におきまして、事業の増額

によりまして限度額をそれぞれ増額するもの

でございます。 
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 また一般町道の整備事業につきましては、

自治振興資金を充てる予定でございましたけ

れども、県の指導によりまして限度額を減額

するものでございます。 

 また、体育施設維持管理事業と一般単独施

設改修事業につきましては、体育施設につき

ましては鹿島体育館の防水工事、一般単独施

設改修事業につきましてはラピア鹿島のアイ

リスホールのＬＥＤの改修工事につきまして

自治振興資金をそれぞれ1,220万円、8,730万

円を充てるものでございます。 

 一番下の児童福祉施設整備事業につきまし

ては、かしま放課後児童クラブの移転工事に

伴いまして4,170万円の限度額で補正をする

ものでございます。 

 続きまして、147ページをごらん願いま

す。 

 まず歳入でございます。 

 第１款の町税でございます。２節の滞納繰

越分で770万円の減額でございます。決算見

込みによるものでございます。３項の軽自動

車税の現年課税分につきましては110万円の

増額の補正でございます。 

 11款の分担金及び負担金の中で、県営土地

改良事業費の分担金では、芹川、武部、瀬戸

地区の事業費の増額によりまして1,346万

4,000円の増額。また瀬戸地区につきまして

は、団体営の土地改良事業費の分担金という

ことで750万円の増額でございます。 

 12款の使用料及び手数料で、教育使用料の

109万円の中の生涯学習センター使用料105万

8,000円は、七尾市の公共施設が使えなかっ

たためと、また民間の利用が多かったことに

よります増額の補正でございます。 

 13款及び14款につきましては、各事業の確

定見込みによりましてそれぞれ増減をさせて

いただいております。 

 続きまして、150ページをごらん願いま

す。 

 第17款の繰入金でございます。まず基金繰

入金ということで２億3,890万6,000円の減額

でございます。財政調整基金につきまして

は、各事業の精算見込みによる一般財源の減

額及び地方債の充当による財源の組み替えに

よりまして２億3,959万5,000円の減額となり

ます。 

 19款の諸収入につきましては、延滞金で

200万円の増額でございます。これは決算の

見込みによるものでございます。諸収入につ

きまして、住民福祉課雑入で229万2,000円の

増額につきましては、更生費の医療過払い分

の返戻金でございます。 

 151ページの第20款につきましては、先ほ

ど第２表のほうで説明をさせていただきまし

たので省略させていただきます。 

 歳入の説明につきましては以上になりま

す。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。質疑の方はご発言願います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 続いて、同じく議案第78号 平成29年度中

能登町一般会計補正予算の歳出について説明

を求めます。 

 まずは、第１款議会費から第２款総務費ま

で、議案書は152ページから155ページについ

て説明を求めます。 

 植田参事兼総務課長 

○植田一成参事兼総務課長 それでは、歳出

の説明をさせていただきます。 

 152ページをごらん願います。 

 まず、１款の議会費でございます。１細目

の給与費で10万円の減額でございます。 

 また、２款の総務費で、１細目の給与費で

1,885万円の増額でございます。４－６のほ

うで職員退職手当組合負担金につきまして

は、町長の３期分の満了分ということで

1,950万円の計上をしてございます。４細目

の自治振興事業につきましては113万8,000円
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の減額でございます。事業の完了に伴うもの

でございます。 

 なお、人件費等につきましては、これ以降

につきましては説明を省略させていただきま

す。 

○議長（古玉栄治議員） 町田情報推進課長 

  〔町田穂高情報推進課長登壇〕 

○町田穂高情報推進課長 それでは、引き続

き152ページをお願いいたします。 

 下段、２目１細目の広報広聴事業でござい

ます。1,265万4,000円の減額をお願いするも

のです。 

 11節の印刷製本費、13節の委託料、ともに

事業の決算見込みにより減額を行うものでご

ざいます。また、28節の繰出金につきまして

も、ケーブルテレビ事業特別会計の決算見込

みにより減額を行うものでございます。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 植田参事兼総務課

長 

○植田一成参事兼総務課長 引き続きまし

て、153ページをごらん願います。 

 財産管理費で、４細目の財産管理事業で

300万円の減額でございます。実施設計料の

減額でございます。また、１細目の交通防犯

対策費につきましては24万円の増額補正をお

願いするものでございます。 

 説明は以上になります。 

○議長（古玉栄治議員） 高名企画課長 

○高名雅弘企画課長 それでは、153ページ

中ほどの６目企画費の２細目企画総務費で、

８－１報償金、空き家等登録促進奨励事業13

万5,000円の追加をお願いするものです。本

年度の申請件数が７件と当初見込みよりふえ

たためで、内訳といたしましては、家財道具

処分が４件、地区による登録あっせんが２

件、地区のあっせん物件で成約に至ったもの

が１件となりました。 

 次に、４細目の地域おこし協力隊事業で

730万2,000円の減額をお願いするものです。

本年度は、地域おこし協力隊員３名での活動

を目指して数回にわたり随時募集を行いまし

た。この結果、２月に１名の応募があり採用

を予定しましたが、隊員の都合により中能登

町への着任は５月の連休明けになる見込みと

なりました。このことから２名分の相当額を

減額するものであります。 

 次に、154ページをお願いいたします。 

 ５細目の地方創生推進交付金事業につきま

しては財源補正となります。 

 説明は以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 植田参事兼総務課

長 

○植田一成参事兼総務課長 155ページをお

願いいたします。 

 ２款総務費の１細目の県知事選挙費で185

万1,000円の増額補正でございます。２月23

日から期日前投票につきましては３カ所に変

更させていただきましたので、その関係上、

１－３の非常勤職員報酬等で48万7,000円、

また時間外手当で63万9,000円の増額補正を

お願いするものでございます。18節につきま

しては、計数機を２台購入を予定しておりま

して49万7,000円の補正をさせていただきま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。質疑の方はご発言願います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 続いて、第３款民生費、議案書は155ペー

ジから161ページについて説明を求めます。 

 加賀参事兼住民福祉課長 

○加賀忠夫参事兼住民福祉課長 それでは、

156ページをお願いいたします。 

 上段の３款民生費の１項１目２細目の社会

福祉事業で60万5,000円の減額であります。

主に13節の委託料で地域福祉計画策定業務の

執行残額の精算措置によるものであります。 
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 次に、２目１細目の障害者福祉事務事業で

47万4,000円の減額となります。障がい福祉

計画策定業務に係ります委員会での委員報酬

並びに業務委託費の確定による減額措置でご

ざいます。 

 次に、３細目自立支援事業では1,859万

3,000円の増額をお願いするもので、11節の

印刷製本費２万4,000円の増額は、障害者へ

のヘルプカード作成に野々市市にございます

障害者支援のサニーメイトの会社へカード作

成を依頼するもので、また20節の扶助費で

は、給付費の対象となる利用者と利用日数が

当初の想定以上に増加してきているため、毎

月の支払いに対し今後不足が見込まれる金額

を増額補正したもので、事業費は国が50％、

県が25％負担となります。 

 次に、下段の５細目認定調査等費は３万円

の増額をお願いするもので、障害支援区分認

定調査に係る医師の意見書作成の増加に伴う

手数料等の増額であります。 

 以上であります。 

○議長（古玉栄治議員） 道善長寿介護課長 

○道善まり子長寿介護課長 それでは、157

ページをお願いいたします。 

 ３目２細目老人福祉事務事業では、介護保

険特別会計の事業費の実績見込みにより繰出

金3,910万3,000円の減額をお願いするもので

あります。 

 次の３細目在宅福祉対策事業では、介護慰

労金支給事業の利用者の見込みにより360万

円の減額をお願いするものであります。 

 次の６細目老人福祉施設費30万円の増額で

ございますが、老人ふれあいセンターのガス

ヒーター室外機が故障し、部屋が暖まらない

状態になるため、室外機の修繕に係る経費

と、ふれあい交流館「喜楽館」の調理室の水

道管の凍結による漏水が発生し、急を要しま

したので修繕はさせていただきましたが、こ

の修繕に係る経費の増額をお願いするもので

あります。 

 説明は以上でございます。 

○議長（古玉栄治議員） 平岡保健環境課長 

○平岡重信保健環境課長 同じく下段になり

ます。 

 ４目１細目福祉医療費支給事業でございま

す。予算の増減はございませんが、12節手数

料では、それぞれ実績見込みにより減額する

ものでございます。20節扶助費では、心身障

害者医療費545万円と、次ページのひとり親

家庭等医療費62万円を実績見込みにより減額

し、157ページ下段になりますけれども、乳

幼児、児童及び生徒養育医療費732万円の増

額をお願いするものでございます。子ども医

療費の現物給付化により、医療機関からの請

求に加え、従来からの償還払いの申請がプラ

スされるため、増額見込みとなることによる

ものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（古玉栄治議員） 加賀参事兼住民福

祉課長 

○加賀忠夫参事兼住民福祉課長 158ページ

をお願いいたします。 

 中段の６目１細目の健康ハウス憩運営事業

では19万円の増額をお願いするもので、内容

ですが、勤務されている中の１名の臨時職員

の方が後期高齢へ移行したことに伴いまして

社会保険料が30万円の減額となり、また11節

の光熱水費では、主に電気料金の値上げ等で

の不足分といたしまして55万円の増額。それ

から施設修繕料では、ロビーの空調や低温時

での温水ヒーターの配管修繕が生じましたこ

とから現予算で不足します対応額を増額とさ

せていただいたものでございます。 

 次に、159ページをお願いいたします。 

 ３款２項１目２細目の児童福祉事務事業で

は30万円の増額をお願いするもので、三世代

ファミリー同居・近居促進事業の補助金とし

て、当初30万円の３件分で90万円を予算化し

ておりましたが、最終的には４件分となりま

したことから１件分の30万円を増額させてい
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ただくものでございます。 

 次に、同じく３細目の児童手当等支給事業

では1,138万5,000円の減額となりました。対

象児童の減少によりまして決算見込みでの補

正を行うものでございます。 

 次に、下段の２細目保育園運営費は1,077

万2,000円の減額となるもので、主に嘱託職

員の賃金や管外委託児童負担金での決算見込

みにより減額としたものでございます。ま

た、産休や育休に対応した臨時職員の賃金や

給食での食材高騰による賄材料費の不足分と

して一部増額をお願いするものでございま

す。 

 160ページでの各種事業につきましては、

事業の実績によります増減額となっておりま

す。 

 次に、３目１細目の児童館運営費は200万

円を減額するもので、これも実績見込みによ

りまして７節の臨時雇賃金を減額とするもの

でございます。 

 次に、４目１細目学童保育事業は1,925万

4,000円の減額とするもので、主にかしま放

課後児童クラブ移転工事に係る精算といたし

まして、13節の委託料で合わせまして55万

8,000円の減額と、15節の工事請負費での工

事入札残で1,500万円の減額をするものでご

ざいます。また、当初から嘱託職員２名分が

減となっておりましたことから、その賃金や

保険料等を減額としたものでございます。 

 住民福祉課からは以上であります。よろし

くお願いいたします。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。質疑の方はご発言願います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 続いて、第４款衛生費、第５款労働費、第

６款農林水産業費まで、議案書は161ページ

から165ページについて説明を求めます。 

 平岡保健環境課長 

○平岡重信保健環境課長 それでは、161ペ

ージをお願いいたします。 

 第４款衛生費でございます。 

 １項１目２細目保健衛生事業で724万3,000

円の減額でございます。28節国民健康保険特

別会計繰出分で、保険基盤安定分及び財政安

定化支援事業の実績見込みにより減額するも

のでございます。 

 その下になります５目１細目後期高齢者医

療事業でございます。1,277万4,000円の増額

でございます。内訳としましては、19節負担

金で後期高齢者医療広域連合で1,266万4,000

円の増額をお願いするものでございます。療

養給付費の実績見込みによるものでございま

す。広域連合へ負担するものでございます。

それから、19－２補助金で後期高齢者保健事

業で11万円の増額をお願いするものです。こ

れは個別健診の自己負担無料化により受診者

の増加に伴う増額でございます。 

 それから次、162ページをお願いいたしま

す。 

 ２細目保健センター費でございます。44万

9,000円でございます。11節施設修繕料でご

ざいます。保健センターの検診ホール床暖房

ボイラー本体が凍結により故障したため、早

急な修理が必要なため補正をお願いするもの

でございます。 

 それから、その下になります。１細目清掃

事業費でございます。890万3,000円の減額で

ございます。バイオマスメタン発酵施設に伴

う負担金で、実績見込みにより減額するもの

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（古玉栄治議員） 高名企画課長 

○高名雅弘企画課長 それでは、162ページ

下段の労働費で、19－２補助金で雇用促進奨

励助成金40万円の追加をお願いするもので、

現在、町内企業10社から18名の町民の皆様方

を採用したとの申請がありました。このこと

から今後の見込み分も含めて追加をお願いす
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るものです。 

 説明は以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 田中参事兼農林課

長 

○田中栄一参事兼農林課長 続きまして、

163ページをお願いいたします。 

 ６款１項３目の２細目農業総務費で４万円

の増額計上でございます。下水道事業特別会

計への繰出金でございます。 

 続いて、３細目農業施設管理費で12万

4,000円の増額計上でございます。土地の借

上料ということで、現在、瀬戸地区で行われ

ております植物工場用地内の借地料として、

７月から３月までの９カ月分12万4,000円の

増額計上でございます。 

 続きまして、４目の１細目農業振興費でご

ざいます。242万5,000円の増額計上となって

おります。産地パワーアップ事業で342万

5,000円の計上でございます。これは２口の

補助金でございまして、一つは農事組合法人

能登花見月に対する農業用機械の補助金199

万円、それから町単独の補助としましてＪＡ

能登わかば鳥屋ライスセンター機械更新に係

る補助143万5,000円を計上したものでござい

ます。 

 それから、電気柵の設置補助事業100万円

の減額でございますが、これにつきましては

七尾鹿島鳥獣被害対策協議会への国の予算の

不足を補うために29年度当初予算の段階で計

上しておりましたが、同協議会へ国からの補

助予算が配分されたことに伴いまして全額不

要ということで減額するものでございます。 

 続いて、２細目日本型直接支払制度事業

752万2,000円の減額計上でございます。全て

年度末につき各事業の実績見込みにより減額

するものでございます。 

 ここで財源内訳をごらんいただきたいと思

いますが、総額では752万2,000円の減額であ

りまして、県支出金も1,154万3,000円減額、

一般財源が401万7,000円という、こういう財

源内訳になっております。これは当初予算の

段階で県支出金を過大に誤って計上したこと

によるものでございます。申しわけございま

せんでした。 

 続きまして、164ページをお願いいたしま

す。 

 ７目農地費の２細目農地総務費で１万

4,000円の計上でございます。負担金で基幹

水利施設予防保全対策１万4,000円です。こ

れは邑知潟の県施設に係る町の負担金という

ことで１万4,000円の計上をさせていただく

ものでございます。 

 続きまして、３細目県営土地改良事業費で

4,393万8,000円の計上でございます。県営ほ

場整備事業、それから県営老朽ため池整備事

業、ともに国の補正に伴いまして計上させて

いただいたものでございます。武部地区の山

田池の一部執行を除き、全額30年度へ予算繰

り越しをさせていただくものでございます。 

 続いて、４細目の町単土地改良事業費では

63万5,000円でございます。地区要望事業の

予算残ということで、年度末の精算措置でご

ざいます。 

 次に、８細目団体営土地改良事業費で

5,227万2,000円の増額計上でございます。こ

れについても瀬戸地区におけます現在工事を

進めております県営事業のエリア外の暗渠排

水、それから用排水路の整備に係る事業費と

いうことで計上させていただくものでござい

ます。これも30年度へ全額繰り越しをさせて

いただくものでございます。 

 続きまして、８目国土調査費で1,119万円

の計上でございます。全額、国の補正絡みで

計上させていただくものでございまして、こ

れにつきましても30年度へ全額繰り越しする

ものでございます。 

 続きまして、165ページの林業振興費でご

ざいまして315万5,000円の減額でございま

す。年度末の事業実績で精算を行うものでご

ざいます。 
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 以上でございます。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。質疑の方はご発言願います。 

 ９番 宮下為幸議員 

  〔９番（宮下為幸議員）登壇〕 

○９番（宮下為幸議員） 163ページです。 

 農業振興費の中で県支出金198万9,000円。

これは強い農業づくり交付金ということで県

から入っていますが、産地パワーアップ事業

というのは、今聞いていたら法人の人ばかり

やね。農業機械を入れたとか、ライスセンタ

ーのあれしたとか。本来は個人に出すような

助成金じゃないか。個人が施設をつくったり

するような事業に出すべきものじゃないんで

すか。 

 中能登のやつを聞いていると、みんな法人

化したようなところばかり出しているけれど

も、個人に出すような、要するにＴＰＰ対策

とかそういうので多分出てきている金、何百

億の国から出ているはずやけれども、その辺

はなぜ個人に出せないのか。 

○議長（古玉栄治議員） 田中参事兼農林課

長 

○田中栄一参事兼農林課長 お答えいたしま

す。 

 産地パワーアップ事業につきましては、個

人がだめだということではございません。法

人であれ個人であれ、担い手であるという農

業者であればこの事業の対象となるものでご

ざいます。決して個人はだめだという、そう

いう補助制度ではございません。なるべく経

営規模の大きい法人、それから個人であって

も経営規模がそれなりの一定の面積であれば

補助対象ということで、ご理解をいただきた

いと思います。 

○議長（古玉栄治議員） 宮下議員 

○９番（宮下為幸議員） なぜこういうこと

を言うかというと、志賀町のころ柿が台湾と

かへ輸出している。そういう中で一年中通じ

てころ柿を保存するような施設をつくって志

賀町のところは出している。一年中出してい

るわけです。 

 それをどのようにして工程で出しているか

わかりませんけれども、結局、聞くと志賀町

のころ柿より後山のころ柿のほうがおいしい

という評判が出ているものですから、そうい

う施設的なものを個人にも助成するとか、後

山のころ柿組合に助成するとか、そういうこ

とは施設的に使われる金やさかい施設とかに

もできるわね。そういう金ですから、何かそ

ういうのを考えるか。 

 それと、イノシシの食肉を加工するような

ところをつくるとか。 

 そういうことは町では全然考えてないわけ

ですかね。この金を利用すれば、結構そうい

う施設とか加工品をつくるような施設ができ

ると思うんです。 

○議長（古玉栄治議員） 田中参事兼農林課

長 

○田中栄一参事兼農林課長 お答えいたしま

す。 

 宮下議員おっしゃることは私も同感であり

ます。そういう地域の特性を生かした作物の

育成というのは、町には非常に大事なことで

あるとは思います。 

 ただ、この国の補助事業制度は、そういう

公共的な考え方のものの施設に対しての助成

ではございませんで、あくまで農業者、農事

組合法人等に対しての助成でありますので、

そういった農家の方、農業法人の方からそう

いう施設でもってこれから農業経営、農業所

得の向上につなげていきたいという、そうい

う計画があれば、また町としてもそれに沿っ

た助成措置というものを検討していくべきで

はないかなというふうな思いでおります。 

 現在のところ国の補助制度にはなじまない

ということでございますので、それは町単独

でまた検討させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（古玉栄治議員） 宮下議員 
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○９番（宮下為幸議員） 単独で考えていか

れるということを言われたもので、多分、Ｔ

ＰＰの問題とか含めて、米ばかりやってい

る。例えば野菜とか、今言ったころ柿とか、

それも含めて、結局本当に町が要するに…

…。 

○議長（古玉栄治議員） 宮下議員、これは

一般質問にしていただいたほうがよろしいの

ではないかなと。今の予算のところとかけ離

れていますので。 

○９番（宮下為幸議員） はい。産地パワー

アップ事業はもっと何か考えていくところが

あるんじゃないかなということを思いますの

で、また一回、町単でも何か考えることがあ

ればということを言っておいでましたので、

ぜひお願いします。 

○議長（古玉栄治議員） わかりました。 

 ほかに質疑の方はございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 続いて、第７款商工費、第８款土木費、第

９款消防費まで、議案書は165ページから168

ページについて説明を求めます。 

 高名企画課長 

○高名雅弘企画課長 それでは、165ページ

の下段の２細目商工振興事業費で、19－２補

助金、創業支援事業100万円の追加をお願い

するものです。 

 本年度、中能登町での新規創業が６件あ

り、昨年と合わせて11件の創業がありまし

た。このことから不足いたします助成額につ

きまして追加をお願いするものです。 

 説明は以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 北野土木建設課長 

○北野 均土木建設課長 それでは、166ペ

ージ上段のほうになります。 

 ８款１項１目２細目の土木総務費で2,468

万1,000円の減額をお願いするものでありま

す。内訳でありますが、28節繰出金、下水道

事業特別会計で2,251万1,000円、分譲宅地造

成事業特別会計で217万円、それぞれ事業完

了見込みにより減額をするものであります。 

 次に、２項２目１細目の道路維持費であり

ますが、財源内訳の変更を行うものでありま

す。 

 次に、その下、３目２細目の道路新設改良

費では32万5,000円の減額をお願いするもの

であります。内訳でありますが、19節負担

金、県工事事業分では67万5,000円の増額を

お願いするものです。これは主要地方道志賀

田鶴浜線、瀬戸から花見月地内で石川県が行

います道路改良工事に係るものであり、町が

企業誘致をしております植物工場関連による

ものでございます。その下、補償金、電柱移

設等で100万円の減額は、電柱移設工事費等

の確定によるものでございます。 

 次に、167ページをお願いします。 

 ３細目の社会資本整備総合交付金事業です

が、ここでも交付金の確定により財源内訳の

変更を行うものであります。 

 その下、４細目の地方創生道整備推進交付

金事業では111万6,000円の減額をお願いする

ものです。内訳ですが、12節登記手数料で

100万円、22節補償金の電柱移設等で11万

6,000円をそれぞれ事業完了見込みにより減

額するものです。 

 次に、４目１細目の除雪費では60万円の増

額をお願いするものです。11節燃料費で10万

円、それから備品修繕料で50万円でありま

す。ともに小型除雪機に係るものであり、こ

としの大雪に出動回数がふえたことによるも

のであります。 

 次に、４項１目１細目の町営住宅管理費で

846万5,000円の減額をお願いするものです。

委託料で川田住宅実施設計業務に係るもので

あり、事業完了見込みによるものでありま

す。 

 次に、その下、２細目の町営住宅建設費で

は９万円の増額をお願いするものです。12節
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ですが建築確認申請手数料で、30年の当初予

算で計上予定をしておりましたが、前倒しで

実施をさせていただきたいということでござ

います。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（古玉栄治議員） 植田参事兼総務課

長 

○植田一成参事兼総務課長 それでは、168

ページをお開き願います。 

 第９款の消防費でございます。１細目の消

防総務費で504万1,000円の減額でございま

す。当初、消防本部にございます指令システ

ムの整備につきましては、中能登町のほうで

県補助金504万1,000円を受け入れて七尾市の

ほうへ負担する予定でございましたけれど

も、七尾市のほうで直接県補助金を受け入れ

するということで504万1,000円を減額するも

のでございます。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。質疑の方はご発言願います。 

 ３番 林 真弥議員 

  〔３番（林 真弥議員）登壇〕 

○３番（林 真弥議員） それでは、165ペ

ージの商工費で、創業支援事業が今年度、新

規６件という説明でしたけれども、その６件

の業種というのをお願いします。 

○議長（古玉栄治議員） 高名企画課長 

○高名雅弘企画課長 それでは、林議員の質

問にお答えいたします。 

 今年度６件の業種となりますが、まずは歯

科技工業、歯科技工士の方の創業が１件。そ

して小売業が２件です。そして飲食業が３件

になります。 

 特に飲食業３件のうち２件は、この２月に

入ってから開業している、そういった状況と

なっております。 

 説明は以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 林議員、よろしい

ですか。 

 ほかに質疑の方ございませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 ここで、２時45分まで休憩いたします。 

           午後２時33分 休憩 

 

           午後２時45分 再開 

○議長（古玉栄治議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 続いて、第10款教育費から第11款災害復旧

費まで、議案書は168ページから171ページに

ついて説明を求めます。 

 上坂教育文化課長 

  〔上坂恵一教育文化課長登壇〕 

○上坂恵一教育文化課長 議案書168ページ

になります。 

 第10款１細目教育委員会費32万8,000円の

減額です。これは、教育委員の視察研修会の

事業終了によりまして19節負担金及び補助金

の減額です。 

 次に、２細目学校教育事務局費の216万円

の増額のお願いです。これは、平成29年２月

に行われました会計検査院の会計実地検査に

おきまして、へき地児童生徒援助費等補助金

の平成26年度、27年度補助金の過大交付の指

摘を受けましたので、これを返還するもので

す。また、歳入の財源内訳の国庫支出金221

万円の減額です。これは、さきの指摘事項を

受けまして平成29年度の当初の補助金を見直

したための減額の補正となっております。 

 次に、169ページになります。 

 ２細目小学校管理費であります。歳出の増

減はありません。繰入金で公共施設維持補修

基金の繰入金として67万9,000円。これは鳥

屋学園プールの工事分であります。諸収入５

万3,000円は、鳥屋小学校、鹿西小学校防災

事業強化工事で業者が使用しました電気料、

水道料の５万3,000円であります。 

 次に、１細目中学校管理費で、これも歳出

の補正はありません。諸収入で、中学校体育
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連盟から北信越、全国大会の出場の実績に応

じまして補助金を68万2,960円いただきまし

た。その分と電話料の5,070円の分でありま

す。 

 説明は以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 正谷生涯学習課長 

  〔正谷 智生涯学習課長登壇〕 

○正谷 智生涯学習課長 それでは引き続き

169ページ下段をお願いいたします。 

 第４項社会教育費、３目図書館費、１細目

図書館活動推進事業で１万円を増額するもの

です。これは、11－１消耗品費で、ふるさと

応援寄附金で鳥屋図書館に子供の楽しめるも

のに使ってほしいと寄附がありましたので子

供用のＤＶＤを購入するものです。 

 次に、４目社会教育施設管理運営費、２細

目生涯学習センター管理運営事業で1,532万

4,000円を減額額するものです。 

 11－２燃料費で、ラピア鹿島の冷暖房用Ａ

重油が利用増などにより不足が見込まれます

ので60万円増額するものです。 

 12－１通信運搬費では、郵便料、電話料の

不足が見込まれることから５万円増額するも

のです。 

 15節工事請負費では1,597万4,000円を減額

するものです。これは、ラピア鹿島の工事の

決算見込み等による減額４件と新規工事によ

る増額３件の差額でございます。 

 それでは、減額の４件について説明いたし

ます。１件目はアイリスホール舞台照明設備

改修で1,090万8,000円の減額、２件目はアイ

リスホール移動観覧席制御装置更新で52万

8,000円の減額、３件目はトイレ洋式化改修

で44万3,000円の減額、４件目は空調機器、

設備更新で846万1,000円の減額でございま

す。 

 次に、増額の３件につきましては、23年経

過しました設備改修が主な理由でございま

す。詳細についてご説明いたします。 

 １件目は、アイリスホール舞台つりもの設

備リミット取りかえ工事102万6,000円の増

額。これは成人式前に、どんちょうが舞台手

前で停止する装置が故障しましたので、他の

制御装置も23年経過し、いつ制御不能になる

かわかりませんので、リミッターを入れかえ

るものです。 

 ２件目は、空調機冷温水コイル取りかえ工

事300万円の増額は、１月末の寒波でアイリ

スホール舞台の冷温水を冷温風に交換する熱

交換機のコイルが凍結破損し暖房できなくな

りましたので、熱交換器の入れかえを行うも

のです。ホールの暖房につきましては、客席

側暖房だけで対応いたしました。 

 ３件目は、駐輪場屋根設置工事34万円の増

額は、ラピア鹿島の駐輪場の屋根が経年劣化

で破損しておりましたので、新しい屋根に取

りかえたものでございます。 

 なお、特定財源の地方債8,730万円は、舞

台照明設備改修に石川県の自治振興資金を借

りることができましたので、一般財源と組み

替えしたもので、来年度以降に元金の３分の

１が石川県より市町村振興助成交付金として

交付されます。 

 続きまして、３細目ふるさと創修館等費で

123万7,000円の減額は、工事請負費で、ふる

さと創修館の冷温水機入れかえ工事の事業確

定による減額でございます。 

 続きまして、170ページ上段をお願いいた

します。 

 ４細目カルチャーセンター等費につきまし

ては、11－７施設修繕料15万円の増額は、年

度末までの施設修繕に対応するために、11－

１消耗品費を減額して組み替えするものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（古玉栄治議員） 上坂教育文化課長 

○上坂恵一教育文化課長 引き続きまして、

170ページ。 

 ５目文化財保護費の２細目文化財保護事業

費でございます。165万1,000円の減額補正で
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す。これは、芹川地内の圃場整備工事にかか

わり、当該埋蔵文化財の発掘調査費用として

計上しておりましたが、圃場整備工法変更に

より発掘調査が不要となりましたので、歳入

の県支出金156万8,000円の減額と、その発掘

調査のために費用を計上しておりました各節

でその分の減額をしたものであります。 

 次に、３細目文化財管理運営費でありま

す。これは歳出の補正はございません。諸収

入で石動山資料館、能登王墓の館の入館料３

万2,000円となっております。 

 説明は以上であります。 

○議長（古玉栄治議員） 甘田生涯学習課担

当課長 

○甘田悟司生涯学習課担当課長 それでは、

171ページをお願いいたします。 

 10款５項１目２細目体育施設維持管理事業

では、補正額はありませんが1,220万円の財

源補正を行ったもので、施設の修繕工事２件

対し自治振興資金の適用を受けたためであり

ます。 

 以上でございます。 

○議長（古玉栄治議員） 田中参事兼農林課

長 

○田中栄一参事兼農林課長 171ページ中段

をお願いいたします。 

 11款災害復旧費、１目農業用施設災害復旧

費924万4,000円の減額、２目林道災害復旧費

45万1,000円の減額でございます。いずれも

６月30日から７月４日にかけての豪雨災害に

よる年度末の災害復旧費の事業実績に基づき

精算するものでございます。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 北野土木建設課長 

○北野 均土木建設課長 それでは、171ペ

ージ下段になります。 

 ２項１目１細目の公共土木施設災害復旧事

業費では104万4,000円の減額をお願いするも

のです。14節機械借上で12万5,000円、15節

工事請負費で91万9,000円、それぞれ減額で

あります。事業完了による精算措置でありま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。質疑の方はご発言願います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第79号 平成29年度中能登町後

期高齢者医療特別会計補正予算について説明

を求めます。 

 議案書は、その４、173ページから179ペー

ジとなります。 

 平岡保健環境課長 

○平岡重信保健環境課長 それでは、173ペ

ージをお願いいたします。 

 議案第79号 平成29年度中能登町後期高齢

者医療特別会計補正予算です。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ9,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２億3,765万5,000円と

するものでございます。 

 178ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 ５款諸収入、２項２目１節還付加算金で

9,000円の増額をお願いするものでございま

す。歳出に伴う増額でございます。 

 それから次、179ページをお願いいたしま

す。 

 歳出でございます。 

 ３款諸支出金、１項２目１細目還付加算金

9,000円の増額をお願いするものでございま

す。後期高齢者医療の保険料の賦課は、石川

県後期高齢者医療広域連合が国の開発した電

算処理システムを用いて行っております。こ

のシステムの設定に誤りがあり一部の軽減判

定が誤って行われており、修正ソフトで再計

算を行った結果、還付加算金が必要な還付が

生じたため増額をお願いするものでございま

す。 
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 説明は以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第79号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第80号 平成29年度中能登町介

護保険特別会計補正予算について説明を求め

ます。 

 議案書は、181ページから191ページとなり

ます。 

 道善長寿介護課長 

○道善まり子長寿介護課長 それでは、181

ページをお願いいたします。 

 議案第80号 平成29年度中能登町介護保険

特別会計補正予算について説明をさせていた

だきます。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ２億2,869万1,000円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億

1,890万7,000円とするものでございます。 

 186ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 １款の保険料につきましては、決算見込み

により549万1,000円を増額するものでござい

ます。 

 次の２款国庫支出金から188ページの６款

１項他会計繰入金までにつきましては、介護

サービス費及び事業の決算見込みに伴い、法

定負担割合による国費及び県費などの減額を

お願いするものでございます。 

 この中で、議案書186ページの下のほうに

なりますが、２款国庫支出金、４目介護保険

事業費補助金75万6,000円の増額につきまし

ては、29年度分のシステム改修に係る事業費

補助金であります。 

 次に、188ページをお願いいたします。 

 ６款２項１目介護給付費準備基金繰入金に

つきましては、介護給付費の減額に伴い

1,366万1,000円の減額をお願いするものでご

ざいます。 

 続きまして、189ページをお願いいたしま

す。 

 歳出でございます。 

 １款１項１目一般管理費につきましては、

補正額の増減はありませんが、財源内訳の変

更を行うものでございます。 

 次の２款１項１目介護サービス及び支援サ

ービス等諸費でございますが、介護給付費の

各サービスの決算見込みにより２億9,800万

4,000円の減額をお願いするものでございま

す。 

 次の３款１項１目介護予防・生活支援サー

ビス事業費でございますが、要支援の方の訪

問、通所サービスなどの利用見込みにより

661万3,000円の減額をお願いするものでござ

います。 

 下段になります。３目１細目審査支払手数

料でございますが、決算見込みにより15万円

の減額をお願いするものでございます。 

 続いて、190ページをお願いいたします。 

 ３款２項１目３細目包括的支援事業費（社

会保障充実分）で331万円の減額でございま

す。13節委託料、生活支援体制整備事業316

万円の減額につきましては、高齢者の生活支

援、介護予防サービスの提供体制の構築を行

う生活支援コーディネーターを平成29年４月

より配置する予定でおりましたが、11月から

の配置となりましたので、その分の減額を行

うものでございます。 

 次に、２目２細目任意事業費でございます

が、介護用品券支給事業において利用者が減

ったことにより100万円の減額をお願いする

ものでございます。 

 続いて、191ページ。 

 ４款１項１目介護給付費準備基金積立金で

ございますが、歳入から歳出を差し引いた差

額を基金に積み立てるもので8,033万1,000円

を増額するものでございます。 



－39－ 

 説明は以上でございます。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第80号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第81号 平成29年度中能登町国

民健康保険特別会計補正予算について説明を

求めます。 

 議案書は、193ページから202ページとなり

ます。 

 平岡保健環境課長 

○平岡重信保健環境課長 それでは、193ペ

ージをお願いいたします。 

 議案第81号 平成29年度中能登町国民健康

保険特別会計補正予算です。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ2,523万円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ23億5,018万円と

するものでございます。 

 198ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 主なものといたしましては、上から２段目

になります第３款２項６目１節国民健康保険

制度関係業務準備事業費補助金で377万9,000

円を増額するものでございます。これにつき

ましては、平成30年度の国保制度改革に伴う

システム改修費用の補助金でございます。 

 その下、第４款療養給付費交付金1,219万

7,000円の減額につきましては、退職者に係

る療養給付費等に係る交付金で、実績見込み

により減額するものでございます。 

 その下、第５款前期高齢者交付金3,390万

6,000円の増額でございます。これは前期高

齢者医療費の負担の均衡を図るための交付金

で、額の確定により増額するものでございま

す。 

 それから次、199ページをお願いいたしま

す。 

 上段になります。第７款共同事業交付金で

ございます。１目共同事業交付金で3,446万

2,000円の減額でございます。それぞれ事業

費の確定により減額と増額を行うものでござ

います。 

 歳入については以上です。 

 続きまして、200ページをお願いいたしま

す。 

 歳出でございます。 

 第２款保険給付費、第１項療養諸費、その

下の第２項高額療養費、それから次、201ペ

ージ上段においては一般被保険者と退職被保

険者の療養給付費、療養費、高額療養費でご

ざいます。４月から１月分までの支払い実績

により年間の給付費等を推計し、増減するも

のでございます。 

 それから、201ページ中段になります。 

 第３款後期高齢者支援金等、第６款介護納

付金、第７款共同事業拠出金につきまして

は、それぞれ支払い額の確定により減額する

ものでございます。 

 続いて、202ページをお願いいたします。 

 第10款諸支出金、１項３目１細目償還金

2,677万円は、平成28年度の療養給付費等負

担金の確定により超過交付額を返還するもの

でございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第81号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第82号 平成29年度中能登町下

水道事業特別会計補正予算について説明を求

めます。 

 議案書は、203ページから211ページとなり

ます。 

 田中上下水道課長 

  〔田中 智上下水道課長登壇〕 
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○田中 智上下水道課長 それでは、203ペ

ージをごらんください。 

 議案第82号 平成29年度中能登町下水道事

業特別会計補正予算であります。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ3,952万4,000円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ18億5,784万

6,000円とするものでございます。 

 第２条では、地方債の変更は第２表地方債

補正によるものでございます。 

 それでは、206ページをお願いいたしま

す。 

 第２表地方債補正であります。 

 特定環境保全公共下水道事業債で、限度額

を４億6,285万円から815万円を減額いたしま

して４億5,470万円とするものでございま

す。 

 続いて、209ページをお願いいたします。 

 歳入になります。 

 第１款２項２目１節のメタン発酵施設維持

管理負担金で890万3,000円の減額補正でござ

います。この負担金は、メタン発酵施設へ搬

入しておりますし尿や浄化槽汚泥、生ごみ等

の処理に係る費用負担でございます。決算見

込み額により減額をするものでございます。

それぞれ投入割合により負担するものでござ

いまして、し尿、浄化槽汚泥で52％、食品残

渣、生ごみ等で５％、下水道汚泥で43％とな

っております。 

 続いて、４款１項１目１節の一般会計繰入

金では2,247万1,000円の減額でございます。

特環分では2,251万1,000円の減額でございま

す。事業実績に伴います精算措置によるもの

でございます。それと、集排分では４万円の

増額であります。これは給与費の増によるも

のでございます。 

 ７款１項１目１節の特定環境保全公共下水

道事業債では815万円の減額でございます。

これは、交付金の補助率50％分の事業費を

55％補助率分へ移しかえて事業をしたことで

事業費ベースの額の変更になったことにより

事業債が減になるものでございます。 

 それでは、210ページをお願いいたしま

す。 

 歳出でございます。 

 １款１項２目１細目の公共下水道施設管理

費で1,947万3,000円の減額であります。これ

らの減額補正はメタン発酵施設に係ります管

理費で、本格稼働に伴う実績により精算措置

を行うものでございます。 

 まず、11－２燃料費では、メタン発酵槽の

加温と汚泥乾燥用の燃料の実績見込みにより

100万円を減額するものでございます。 

 次に、11－４印刷製本費では、メタン発酵

施設の案内用のパンフレットの作成業務の入

札差金で90万2,000円を減額するものでござ

います。 

 次に、11－５光熱水費では、電気料の実績

により121万2,000円を減額するものでござい

ます。 

 次に、13節委託料です。バイオマスメタン

発酵施設維持管理業務で1,340万円の減額で

す。本格稼働の実績により精算を行うもので

ございます。その下、竣工式会場設営費で20

万円の減額です。これも精算措置によるもの

でございます。 

 次に飛びまして、汚泥処理で180万円の減

額につきましては、メタン発酵後に残ります

汚泥は肥料として全量を配布するため処分費

を減額するものでございます。なお、この肥

料は「なかのとバイオの恵」として配布いた

します。３月19日月曜日から鹿島中部クリー

ンセンター、現地のほうで配布を開始といた

しております。町民の皆様には広くご利用い

ただきたいと思っております。 

 その下、地方公営企業法適用化業務費で90

万4,000円の減額です。これは企業会計方式

の移行業務に係ります費用で、これも入札の

差金による減額措置でございます。 

 次に、２款１項１目２細目の社会資本整備
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総合交付金事業費で2,017万1,000円の減額で

す。 

 まず、９－２普通旅費では15万5,000円の

減額でございます。設備改築更新工事におけ

ます工場検査、２名分を実施する予定として

おりますが、不要となったため減額をするも

のでございます。 

 次に、12－３手数料１万2,000円につきま

しては、バイオマスメタン発酵施設肥料保管

用倉庫の建築確認申請手数料でございます。 

 次に、211ページをお願いいたします。 

 13節委託料です。バイオマスメタン発酵性

能評価研究業務で1,801万円の減額補正でご

ざいます。この業務は、10月の本格稼働から

１年間にわたり検証、分析を行うこととなっ

ておりますが、次年度分の費用を減額するも

のでございます。 

 次に、ストックマネジメント計画策定業務

で59万2,000円の減額補正です。事業実績と

入札差金によるものでございます。この策定

業務は、今後の施設改築更新の実施に当たっ

ては計画書の策定が前提となるもので、順次

作業を進めていくもので、下水道全施設、管

路施設、処理施設が対象となっております。 

 次に、実施設計業務委託で142万6,000円の

減額補正です。この業務は、現在進めており

ます処理区の統廃合事業といたしまして、鳥

屋西部処理区、瀬戸から大槻地内への管渠実

施設計及び鹿西東部処理区、能登部上から鹿

島中部クリーンセンターへの接続管渠実施設

計並びに分譲宅地造成事業の管渠実施設計

で、事業実績及び入札差金により減額補正す

るものでございます。 

 次に、３款１項２目１細目の公共下水道事

業債利子では、金額の変更はありませんが、

施設管理費の減額により財源内訳の変更をす

るものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第82号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第83号 平成29年度中能登町分

譲宅地造成事業特別会計補正予算について説

明を求めます。 

 議案書は、213ページから219ページとなり

ます。 

 北野土木建設課長 

○北野 均土木建設課長 それでは、議案書

213ページであります。 

 議案第83号 平成29年度中能登町分譲宅地

造成事業特別会計補正予算についてでありま

す。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ217万円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１億2,097万円と

するものであります。 

 次に、218ページをお願いいたします。 

 歳入であります。 

 ２款１項１目１節の一般会計繰入金で217

万円の減額であります。事業完了見込みによ

るものであります。 

 次に、219ページ。 

 歳出であります。 

 ２款１項１目１細目の分譲宅地造成費で

217万円の減額をお願いするものです。13節

委託料でありますが、宅地造成測量設計業務

など事業完了見込みにより減額をするもので

あります。 

 よろしくお願いします。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第83号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第84号 平成29年度中能登町ケ

ーブルテレビ事業特別会計補正予算について
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説明を求めます。 

 議案書は、221ページから227ページとなり

ます。 

 町田情報推進課長 

○町田穂高情報推進課長 それでは、議案書

の221ページをお願いいたします。 

 議案第84号 平成29年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算でございます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ326万8,000円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億2,592万

1,000円とするものでございます。 

 それでは、226ページをお願いいたしま

す。 

 歳入です。 

 ４款の繰入金は、管理費の減額補正に伴い

一般会計からの繰入金326万8,000円を減額す

るものであります。 

 続いて、227ページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 １細目の給与費は、職員１名の減に伴い不

用額270万円を減額するものであります。ま

た２細目の管理費は、いずれも事業の決算見

込みに伴い不用額を減額するものでございま

す。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第84号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第93号 辺地に係る公共的施設

の総合整備計画の変更について説明を求めま

す。 

 議案書は、229ページから231ページとなり

ます。 

 高名企画課長 

○高名雅弘企画課長 それでは、議案第93号

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変

更について。辺地に係る公共的施設の総合整

備計画を別紙のとおり変更することについ

て、辺地に係る公共的施設の総合整備のため

の財政上の特別措置等に関する法律第３条第

８項において準用する同条第１項の規定によ

り議会の議決を求めるものであります。 

 それでは、231ページをお開きください。 

 総合整備計画書になります。 

 最初に辺地の概況ですが、辺地を構成する

地区は瀬戸で、辺地度点数は130点です。 

 次に、２番目の公共的施設の整備を必要と

する事情ですが、下から５行目からで、厚生

施設についても、下水道の処理施設が平成８

年度の建築であるため、老朽化が著しいこと

から、計画当初は改築更新及び耐震化工事を

予定しておりましたが、当該処理施設の機能

強化工事実施及び年間維持費の合計と近接す

る公共下水道処理場への接続管渠敷設工事実

施及び年間維持費の合計を経済比較した結

果、後者の接続管渠敷設工事に変更したいも

のです。 

 次に、３番目の公共的施設の整備計画です

が、平成28年度から32年度までの５年間で、

事業費合計で７億7,800万円、うち辺地対策

事業債の予定額は１億5,170万円です。 

 説明は以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第93号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、議案第94号 七尾市及び中能登町の

広域行政の推進に関する規約の一部改正に関

する協議について説明を求めます。 

 議案書は、233ページから236ページとなり

ます。 

 植田参事兼総務課長 

○植田一成参事兼総務課長 議案書の233ペ

ージをごらん願います。 
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 議案第94号 七尾市及び中能登町の広域行

政の推進に関する規約の一部改正に関する協

議についてでございます。 

 地方自治法第252条の２第４項で準用する

第252条の２第３項の規定により議会の議決

を求めるものでございます。 

 235ページには一部改正に関する協議書に

ついての説明がございますけれども、説明に

つきましては、条例等提出案件資料の155ペ

ージで説明をさせていただきます。 

 今回の一部改正でございますけれども、概

要につきましては、１点目としまして、し尿

処理についてということで、中能登町がバイ

オマスメタン醗酵施設で処理することとな

り、事務委託の対象外となったため、これを

規約から削除するものでございます。２点目

といたしまして、ごみ処理について、平成35

年度までに新ごみ処理施設を建設すること

と、ＲＤＦへの持ち込みが終了することを受

けて、規約を改正するものでございます。 

 施行の期日は平成30年４月１日でございま

す。 

 157ページから159ページにつきましては、

新旧対照表がついております。 

 説明は以上になります。 

○議長（古玉栄治議員） 説明が終わりまし

た。議案第94号について質疑の方はご発言願

います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 以上で説明及び質疑を終結します。 

 ここで、委員会付託表を配付しますので、

暫時休憩します。 

           午後３時28分 休憩 

 

           午後３時29分 再開 

○議長（古玉栄治議員） 再開します。 

 

 ◎常任委員会付託 

○議長（古玉栄治議員） 日程第４ 常任委

員会付託 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております議案第62号

から議案第84号及び議案第93号から議案第94

号並びに請願第３号につきましては、会議規

則第35条第１項の規定により、お手元に配付

しました委員会付託表のとおり、それぞれの

所管の常任委員会に付託したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、委員会付託表のとおり各常任委員

会へ付託することに決定しました。 

 

 ◎予算審査特別委員会の設置及び委員の選 

  任、委員会付託 

○議長（古玉栄治議員） 日程第５ 予算審

査特別委員会の設置及び委員の選任並びに委

員会付託を議題とします。 

 お諮りします。 

 議案第85号 平成30年度中能登町一般会計

予算 

 議案第86号 平成30年度中能登町後期高齢

者医療特別会計予算 

 議案第87号 平成30年度中能登町介護保険

特別会計予算 

 議案第88号 平成30年度中能登町国民健康

保険特別会計予算 

 議案第89号 平成30年度中能登町下水道事

業特別会計予算 

 議案第90号 平成30年度中能登町分譲宅地

造成事業特別会計予算 

 議案第91号 平成30年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計予算 

 議案第92号 平成30年度中能登町水道事業

会計予算 

 以上の議案８件については、議長を除く13

人の委員で構成する予算審査特別委員会を設
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置し、これに付託して審査することにしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、議案第85号から議案第92号までの

議案８件については、13人の委員で構成する

予算審査特別委員会を設置し、これに付託し

て審査することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました予算審査特別委員

会の委員の選任については、委員会条例第８

条第２項の規定により、 

 １番 尾 田 良 一 議員 

 ２番 土 本   稔 議員 

 ３番 林   真 弥 議員 

 ４番 中 川 秀 平 議員 

 ５番 山 本 孝 司 議員 

 ６番 笹 川 広 美 議員 

 ７番 南   昭 榮 議員 

 ８番 諏 訪 良 一 議員 

 ９番 宮 下 為 幸 議員 

 10番 甲 部 昭 夫 議員 

 12番 若 狭 明 彦 議員 

 13番 坂 井 幸 雄 議員 

 14番 作 間 七 郎 議員 

 以上13人を委員として指名したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、ただいま指名しました13人を予算

審査特別委員会の委員に選任することに決定

いたしました。 

 ここで、予算審査特別委員会付託表を配付

しますので、暫時休憩します。 

           午後３時34分 休憩 

 

           午後３時35分 再開 

○議長（古玉栄治議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 予算審査特別委員会の審査の議案は、会議

規則第35条の規定のとおり、お手元に配付し

ました付託表のとおりであります。 

 

 ◎予算審査特別委員会の委員長、副委員長 

  選任 

○議長（古玉栄治議員） 次に、予算審査特

別委員会の委員長、副委員長の選任の件を議

題とします。 

 予算審査特別委員会は、次の休憩中に委員

長、副委員長の互選を行い、その結果を議長

に報告願います。 

 議員各位は、この後、大会議室へ移動を願

います。 

 暫時休憩します。 

           午後３時36分 休憩 

 

           午後３時56分 再開 

○議長（古玉栄治議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 ただいま予算審査特別委員会における正副

委員長の互選について報告がありました。 

 委員長に８番 諏訪良一議員、副委員長に

７番 南 昭榮議員、以上のとおりでありま

す。 

 

 ◎休会決定の件 

○議長（古玉栄治議員） 日程第６ 休会決

定の件を議題とします。 

 お諮りいたします。 

 各常任委員会、予算審査特別委員会審査等

のため、３月６日から３月14日までの９日間

を休会としたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、３月６日から３月14日までの９日

間を休会とすることに決定しました。 
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 ◎散   会 

○議長（古玉栄治議員） 以上で本日の日程

は終了しました。 

 本日はこれをもって散会します。 

 ご苦労さまでした。 

           午後３時58分 散会 

 



－47－ 

 

 

平成30年３月15日（木曜日） 

 

 

  ○出席議員（14名） 

    １番  尾 田 良 一  議員     ８番  諏 訪 良 一  議員 

    ２番  土 本   稔  議員     ９番  宮 下 為 幸  議員 

    ３番  林   真 弥  議員     10番  甲 部 昭 夫  議員 

    ４番  中 川 秀 平  議員     11番  古 玉 栄 治  議員 

    ５番  山 本 孝 司  議員     12番  若 狭 明 彦  議員 

    ６番  笹 川 広 美  議員     13番  坂 井 幸 雄  議員 

    ７番  南   昭 榮  議員     14番  作 間 七 郎  議員 

 

  ○説明のため出席した者 

    町     長 杉 本 栄 蔵     土木建設課長 北 野   均 

    副  町  長 廣 瀬 康 雄     上下水道課長 田 中   智 

    教  育  長 袋 井 貞 司     会 計 課 長 百 海 和 夫 

    参事兼総務課長 植 田 一 成     長寿介護課長 道 善 まり子 

    参事兼農林課長 田 中 栄 一     保健環境課長 平 岡 重 信 

    参事兼住民福祉課長 加 賀 忠 夫     教育文化課長 上 坂 恵 一 

    企 画 課 長 高 名 雅 弘     生涯学習課長 正 谷   智 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（古玉栄治議員） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員数は14名です。定足数

に達しておりますので、本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎一 般 質 問 

○議長（古玉栄治議員） これより一般質問

を行います。 

 あらかじめ申し上げておきます。一般質問

についての各議員の持ち時間は１時間であり

ますので、守っていただくようお願いいたし

ます。執行部におかれましては的確な答弁を

求めます。 

 それでは、発言順に質問を許します。 

 最初に、６番 笹川広美議員 

  〔６番（笹川広美議員）登壇〕 

○６番（笹川広美議員） それでは、通告に

従い質問をいたします。 

 まず、雪害対策の強化、充実に向けてお聞

きいたします。 

 この冬は、寒波、積雪と、これまでにない

厳しいものとなりました。改めて、このたび

の大雪により亡くなられた方々のご冥福をお

祈りいたします。また、被害に遭われた皆様

に心からお見舞い申し上げます。 

 当町においても、寒波による断水やたび重

なる大雪は、私たちの日常の生活に大きな混

乱をもたらしました。いま一度、自然災害に

対する私たち一人一人の心構えが問われたよ

うに思います。近年のさまざまな異常気象か

らも、また少子・高齢化、人口減少が進む地

域にあって、雪害に対してもしっかりと対応

を考えていかなければなりません。 

 そこで、雪害対策の強化、充実に向けて３

点にわたり質問いたします。 

 まず１点目、今回の寒波、大雪による当町

の被害状況と、その対応についてお聞かせく

ださい。 

 ２点目は、除雪に対し、町民の皆さんか

ら、また地域からさまざまな声が上がってい

ると思われますが、そうした要望、意見に対

し、これからの除雪対策はどのように考えて

おられるのか、お聞かせください。 

 また、災害弱者となる高齢者や障害をお持

ちの世帯などが必要とする支援は行われてい

るのでしょうか。お聞かせください。 

 ３点目は、地域の安全確保のためには町民

の皆さんの協力は欠かせません。地域のあち

こちで懸命に道をあけてくださっている方々

をお見受けしました。本当に頭が下がりま

す。しかし、それでも子供たちの登下校で

は、歩道が雪で埋まり車道を歩く姿をよく見

かけました。まだまだ町民の皆さんの手が必

要かと思われます。交通弱者の高齢者や子供

たちが安心して歩ける地域に、町民の皆さん

からのご協力を杉本町長、さらに力強く呼び

かけていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

 以上、雪害対策の強化、充実に向けて３点

にわたり杉本町長の答弁を求めます。 

○議長（古玉栄治議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 皆さん、おはようございま

す。 

 笹川議員の雪害対策の強化、充実について

のご質問にお答えをいたします。 

 まず、今回の寒波、大雪による被害状況と

その対応についてのご質問ですが、寒波によ

る被害につきましては、１月末に鹿島地区に

およそ1,500世帯で水道の断水や水圧低下が 

ありました。 

 断水世帯に対しましては、飲料水の配布や

「道の駅」織姫の里なかのとで給水所を開設

するなどの対応を行いました。 
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 また、原因究明のため職員と検針員による

水道本管や空き家等の漏水確認作業と指定工

事店への修繕件数の聞き取りを行った結果、

原因は水道本管からの漏水ではなく、宅内水

道管からの漏水がおよそ400件程度あったこ

とによるものと判明いたしました。 

 また、２月５日からの大雪につきましても

除雪体制をとっておりましたが、予想を上回

る大雪により一部の町民の皆様にご迷惑をお

かけしましたが、近隣の市町に比べ、いち早

く交通路線の確保ができたと思っておりま

す。 

 寒波や大雪による被害につきましては、断

水以外に情報が入ってきておりませんので、

特に発生していないものと考えております。 

 次に、この冬の寒波や大雪を踏まえ、今後

の除雪対策はどうなるのか、災害弱者に対す

る支援は行われているかについてのご質問で

すが、除雪対策につきましては、道路除雪計

画に基づき除雪対策本部を設置し、町内のパ

トロールや情報収集を行い、除雪対応におく

れのないように努めております。今後とも、

不測の事態に備え、迅速な対応ができる体制

をとってまいりますので、ご理解をお願いい

たします。 

 また災害弱者への支援については、町では

高齢者等福祉サービスにおいて、事前の申請

が必要ですが、65歳以上のひとり暮らしや高

齢者のみの世帯及び身体障害者のみの世帯で

除雪が困難な場合、玄関先から道路までの人

が通れる程度の除雪について援助をしており

ます。 

 しかし、降雪時は委託先のシルバー人材セ

ンターにおいても対応に限りがあります。日

ごろから住んでいる地域ごとに降雪時の対応

などを考え、自助、互助、共助により解決す

ることが必要と考えております。 

 最後に、歩道等の除雪の協力を町民の皆さ

んに呼びかけてはどうかについてのご質問で

ございますが、歩道の除雪につきましては、

区で所有するものや町から貸与している小型

歩道除雪機等により、各区の区長さんを初め

多くの地域住民の皆様のご協力により除雪を

実施しているところであります。この場をお

かりして、改めてお礼を申し上げたいと思い

ます。 

 除雪は行政のみでできるものではなく、区

や地域の方の力もいただかないと成り立ちま

せん。今後も区長会を初め各種団体にも呼び

かけ、町民総ぐるみでの除雪に努めてまいり

たいと考えておりますので、ご理解をお願い

いたします。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 笹川議員 

○６番（笹川広美議員） 今、町長のほうか

ら答弁をいただきました。本当に他の市町か

ら見れば大変除雪体制も万全に対応していた

だいているという状況ということでございま

すけれども、町民の皆さん、どこまでこうい

った町の体制、ご理解いただいているのか。

さまざまな私のほうにもまだまだ除雪に対す

る要望等の声が、地区のほうからも上がって

いると思いますけれども、町としては、もう

十分だとお考えということなんでしょうか。

また段階を踏んでさまざま強化を図っていき

たいというお考えなのか。 

 もう一度その辺を町長にお聞きしたいとい

うことと、あと、弱者対策ですけれども、共

助、互助というお言葉で答えていただきまし

たが、今回のような大雪のときに、どうして

も孤立をしてしまう。地域のそういうつなが

りが弱いところなんか、特にそういう状況が

知らずに起こっているようなこともあるので

はないかという懸念をするんですが、そうい

う点の町としてのしっかりとした対応をとっ

ていただきたいと思いますが、その点、今後

の対応をお聞かせください。 

○議長（古玉栄治議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 町では、降雪時、大体10セ

ンチで除雪車を出しております。18社の業者
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の方々に二百六十何キロを一斉に除雪をする

わけですけれども、Ａ地点、Ｂ地点で、Ａ地

点から始まればどうしてもＢ地点が遅くなる

わけですし、またＢ地点から始まればＡ地点

が遅くなる。そういう中で、早い遅いという

いろんな苦情といいますかそういうものも入

ってまいります。 

 それと同時に、年々行政に頼るというか、

10年前と今と比べてみましても、自分でする

ところでも行政にどうしとる、遅いと。うち

へ雪を置いていった、それを玄関先のをどか

せとか。もっとひどいことになりますと、除

雪の雪を田んぼ、畑へ持っていきますと、う

ちの田んぼが冷えるさかいそれをどかしてい

けとかいったような苦情もあるわけでござい

まして、やはり降雪時だったり雪のときには

みんなで力を合わせながらしていかなければ

ならないのではないか。そんな中で、区長さ

んを初め区の役員の方々に、ずっと歩道もあ

けておるわけですけれども、区によって歩道

よりももっと先にあけなければならないとい

うようなそれぞれの区の事情もありまして、

大変たいそしているというか、それぞれ一遍

にはなかなか要望にも応えられない。ですけ

れども、そういうときになりますと本部長が

副町長でありまして、いろんな土木建設課を

主に朝の３時、４時から出て見回りをしなが

らしておることも事実でございます。 

 そういう中で、できるだけ降雪時も反省点

をして来年度にいいがにしていきたいと、そ

んな思いでございます。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 道善長寿介護課長 

  〔道善まり子長寿介護課長登壇〕 

○道善まり子長寿介護課長 笹川議員の弱者

への支援ですけれども、町には地域福祉推進

チームというチームがあります。各地区に民

生児童委員の担当地区ごとに結成されていま

す。 

 ただ、そのチームが結成されていますけれ

ども、活動されているところと温度差があり

ますので、一つ例を挙げますと、ある地区で

すごく活動されていまして、雪が降りました

ら、ひとり暮らしのお宅の方を地図に落とし

ておいでますので、この方から順番に行って

回ってくると出発地点へ戻ってくるというの

でわかり、あともう一つ、ここを見落として

いたのでここも入れながらというので、その

推進チームがすごくまとまって活動されてい

るところもありますので、また推進チームの

方も声をかけながら協力体制をとっていって

いただきたいなと思っております。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 加賀参事兼福祉課

長 

  〔加賀忠夫参事兼住民福祉課長登壇〕 

○加賀忠夫参事兼住民福祉課長 ただいま長

寿介護課長もご説明ありましたが、町では、

金銭的な支援はわずかなんですけれども、先

ほど言いました地域福祉推進チームが地域見

守りネットワークとしての働きをなしていた

だいていると思います。それぞれの地区で違

いはございますが、ひとり暮らし、それから

高齢者世帯、それから障害者といった地域の

弱者の方々を、先に要援護者的な方たちをつ

かんで、その方の世帯を降雪時ばかりじゃな

くて日ごろから大雨時も含めまして見守りを

していただく、それから声かけをしていただ

く。そういった活動をさせていただいており

ます。 

 まだまだ不十分なんですけれども、先ほど

の話があったように、各地区で温度差はござ

いますが、私の地区のほうでも先日、福祉推

進チームで14名の区のそういったお世話され

る方々がお集まりして、名簿は個人情報がご

ざいますので多少その地区によりますが、そ

ういった形で、どうやって援助していこう

か、どういった見守りをしようか、それぞれ

の地域での対応をさせていただいている状況

でありますので、そういったことをもっと、
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民生委員、児童委員の方が中心となって組織

されておりますので、そういったところにも

どしどしまた働きかけ、ともに暮らしやすい

地域社会をつくるために頑張っていただくよ

うお願いをしたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 笹川議員 

○６番（笹川広美議員） 町長のほうからも

今後もさまざまな声を聞いて推進もしていた

だける方向の答弁もありましたし、災害弱者

の地域によって温度差のそういう見守りの体

制があるということですが、さらにまた今回

のことを通しながら強化も図っていただけれ

ばと思います。 

 今回の断水対応、町職員の皆さんが早朝か

ら遅くまで町の全世帯を回り、迅速な対応を

行っていただいたおかげで早期復旧となりま

した。改めて感謝を申し上げます。今後も町

民の皆さんの安心、安全な暮らしを守るため

に、さらなる対策の強化、充実を図っていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 次に、地域包括ケアシステムの推進のため

に３点にわたり質問をいたします。 

 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目指

し、誰もが住みなれた地域で自分らしい暮ら

しを人生の最後まで続けることができるよう

に、住まい、医療、介護、予防、生活支援が

一体的に提供されるケアシステムの構築の実

現が求められております。 

 ３年ごとに介護保険事業計画の策定、実施

を行い、地域の自主性や主体性に基づき、地

域の特性に応じて地域包括ケアシステムは構

築がされていきます。 

 そこでまず、現在、当町における地域包括

ケアシステムの展開はどのように行われてい

るのか、お聞かせください。また、その成

果、課題についてもお聞かせください。 

 ２点目は、今回、平成30年度から32年度に

向けた第７期介護保険事業計画が策定されま

す。当町におけるシステムのさらなる充実が

期待されますが、そのための新たな取り組み

はどのようなものがあるのか、お聞かせくだ

さい。 

 そして、いつまでも地域で暮らし続けるた

めには、お一人お一人が求めるさまざまな支

援が必要となります。多様な支援の発掘とネ

ットワークづくりが不可欠であります。 

 しかし一方で、地域で在宅を支える力には

不安を感じ、施設入所を最優先に捉える町民

の皆さんは多いのではないでしょうか。在宅

を支える力を育てるためには、支援を求める

側への理解も大切になると思われます。 

 ３点目は、当町では今後、在宅生活を支え

る社会資源の充実をどのように図っていくの

か、お聞かせください。 

○議長（古玉栄治議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 笹川議員の地域包括ケアシ

ステムの推進のためにのご質問にお答えをい

たします。 

 まず１点目のこれまでの展開とその成果、

課題は何かについてお答えをいたします。 

 平成27年度からの第６期介護保険事業計画

の中では、2025年の超高齢社会への対応に向

け、介護保険によるサービスに加え、高齢者

も地域も元気なまちを目指して、人生や生活

でしたいことをなじみの環境の中で続けられ

るように取り組みを強化してまいりました。 

 １つ目として、介護予防や生活支援では、

高齢者が足腰を鍛え、元気に生活を送ること

を目的とした「いきいき百歳体操」に取り組

んでおり、現在20グループにふえ、歩いて行

ける距離で体操ができ、交流や住民同士がつ

ながる場所となっております。住民が生きが

いを持ち、主体的に活動することがふえてい

くよう普及啓発を行っております。 

 ２つ目は、年々増加している認知症の対応

として、認知症予防のための「あたま元気ア

ップ教室」の開催、認知症の人とその家族を

支える地域づくりを推進するための認知症サ
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ポーター養成講座や認知症カフェを開設いた

しました。 

 また、徘回などのおそれのある認知症高齢

者などに対し、地域の協力を得て早期に発見

できるよう高齢者等安心ネットワークを構築

いたしました。 

 さらに、認知症に対する早期の支援体制を

構築するために認知症初期集中支援チームの

設置を行いました。 

 ３つ目に、医療と介護の連携事業の充実を

図るために、医療や介護の専門職から構成さ

れている「あじさい会」において事例検討や

研修会などで研さんを積み、医療や介護にお

けるさまざまな職種との連携を図り、住みな

れたところでの暮らしが続けられる地域を目

指してネットワークづくりを進めておりま

す。 

 課題としては、町のさまざまな取り組みに

ついて町民の方へ普及啓発を行い、十分に理

解をしていただくことや、お互いに助け合う

地域づくりが大切であると認識をしてもらう

ことが必要であると考えております。 

 次に、２点目の第７期介護保険事業計画で

の新たな取り組みはどのようなものかについ

てお答えをいたします。 

 第７期では、さきに述べた第６期での取り

組みをさらに充実させます。介護が必要とな

る理由として一番多いのが認知症であり、今

後ますます増加していくと予測されるため、

認知症の専門的なケアを提供できる認知症対

応型通所介護を整備していきます。 

 また、利用者の多様なニーズに対し、訪

問、通い、泊まりのサービスが柔軟に利用で

きる小規模多機能型居宅介護の在宅サービス

もあわせて整備をいたします。 

 引き続き、地域のつながりと支え合いとと

もに、高齢者をみんなで支える地域づくりを

目指して在宅生活の支援体制の充実を図って

いきます。 

 次に、３点目の在宅生活を支える社会資源

の充実をどのように図っていくのかについて

お答えをいたします。 

 高齢者の在宅生活を支えるための社会資源

については、生活に必要な買い物や移動、食

事、交流や居場所などのことを町で配置した

生活支援コーディネーターが中心となり、な

かのとまち調べ隊のメンバーとともに町内に

ある資源の情報収集を行い、高齢者が利用で

きる情報を発信していきます。 

 これからは、その情報をもとに話し合いを

重ね、今後必要となる資源があればふやして

いくなど、生活に必要な支援体制をしっかり

と整えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 笹川議員 

○６番（笹川広美議員） さまざま大変連携

をとりながら町としても推進をしていただい

ているようであります。 

 介護予防、日常生活支援という総合事業の

担い手づくり、どの自治体にとっても大変大

きな課題となっているようですが、そうした

中、ご本人が介護保険のサービスを受けなが

らあるときはボランティアに参加する、そう

した高齢者が３割から４割にもなるという地

域があるそうであります。自分たちの地域の

高齢化を憂い、このままではいけないとみん

なで話し合い、きょうはデイサービスに行

き、あしたは配食を手伝うよというような現

象が起きているそうであります。 

 地域包括ケアシステムの構築は、まちづく

りであり、地方創生であると言われておりま

す。大変な取り組みであります。中能登町に

おいても、ともに支え合い、誰もが生きがい

を持って生きていける地域を目指して、また

住民の皆さんにも十分理解をいただきなが

ら、ともに力強い推進を図っていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 最後に、地域の活性化につながる文化財保

護事業の取り組みへ３点にわたり質問をいた

します。 
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 昨年12月、中能登町の歴史文化がいしかわ

歴史遺産に選定され、本年２月に認定を受け

ました。「能登の王墓～半島を舞台に躍動し

たノトの王～」とのテーマからは、古代の

人々の壮大な生きざまの鼓動を感じます。改

めて貴重な歴史文化がこの地域に息づいてい

ることを教えられました。 

 今回の認定により、中能登の歴史文化に興

味を持たれた方も多いのではないでしょう

か。また、今後の文化財保護事業の重要性は

ますます高まっていると感じます。 

 そこで、袋井教育長にお聞きをいたしま

す。 

 まず１点目は、今回のいしかわ歴史遺産の

認定を受け、町の歴史文化の保全活動は今後

どのような方針を持って推進されるのでしょ

うか。お聞かせください。 

 また、次世代への継承は大切であります。

自分が暮らす地域の歴史文化を知り、そして

地域に誇りを持つことは、生きる力となりま

す。子供たちが大きく未来へ羽ばたくために

は、自分たちのふるさとを自信を持って語れ

るようにしてあげなければなりません。郷土

愛を育むためにも歴史文化が重要な役割を果

たします。 

 ２点目は、子供たちの郷土愛を育む伝承、

啓発活動の充実は図られているのでしょう

か。お聞かせください。 

 さらに、中能登町に眠る歴史文化はまだま

だ奥深いものがあるとお聞きをいたします。

大変にロマンあふれる地域であり、保全活動

の強化が求められています。 

 ３点目は、歴史文化の研究のための人材の

活用は適切に行われているのでしょうか。お

聞かせください。 

○議長（古玉栄治議員） 袋井教育長 

  〔袋井貞司教育長登壇〕 

○袋井貞司教育長 笹川議員の地域の活性化

につながる文化財保護事業の取り組みへにつ

いてのご質問にお答えします。 

 最初に、いしかわ歴史遺産の認定を受け、

町の歴史文化の保全活動は今後どのような方

針をもって推進するのかですが、文化財は、

地域の人々の生活や風土とのかかわりの中で

生み出され、現在まで守り伝えられてきた貴

重な財産で、地域の特色を示すものとして、

まちづくりや地域活性化の基礎を担うもので

す 

 ２月６日に石川県から認定を受けましたい

しかわ歴史遺産「能登の王墓～半島を舞台に

した躍動したノトの王～」は、雨の宮古墳群

を初め、能登に王墓が数多く築かれ、時代を

経ても地域の祈りをささげる場所として継承

され、能登上布など文化や伝承を生み出した

ことをストーリーとして取りまとめたもので

す。 

 このように、いしかわ歴史遺産の認定は、

地域の特色ある多種多様な文化財を束ね、情

報を発信することで観光振興や地域活性化を

図ることを目的とする制度です。 

 今回の認定を機会として、県が作成するパ

ンフレットを利用したり、町では広報やホー

ムページ、懸垂幕など広く普及啓発に努めた

いと考えています。 

 さらに、雨の宮能登王墓の館をいしかわ歴

史遺産の情報発信拠点として位置づけ、新し

くパネルを展示するとともに、町の文化施設

である石動山資料館、創修館資料室の展示も

見直しを行い、認定をきっかけに認定効果が

地域全体に波及するよう努めてまいりたいと

考えています。 

 今後、地域住民が文化財を通じてふるさと

の理解を深め、また、文化財継承の担い手と

して主体的にさまざまな活動に参画できる文

化財事業を推進してまいりたいと考えており

ます。 

 次に、子供たちの郷土愛を育む伝承、啓発

活動の充実は図られているかにつきまして

は、小学校では、ふるさと学習資料を活用し

授業に取り組んでいただいています。史跡の
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見学や昔の暮らしを学ぶ授業では、雨の宮古

墳群や石動山に行き現地学習を行い、鹿島民

俗資料館では民具に触れてもらう機会があり

ます。 

 また、小学校５年生を対象に、ふるさと検

定を実施しています。検定に向けて、保護者

の方にも中能登町のことを知ってもらうため

に、土曜家庭学習として課題を家庭に持ち帰

り親子で一緒に勉強しました。今年度は、保

護者と一緒に勉強したためか、80点以上が合

格点で受験者の93.5％が合格しました。 

 毎年10月中ごろには、雨の宮を護る会が主

催する雨の宮古墳祭りにおいて、古墳の出土

品に沿った古代の体験ができるよう勾玉づく

りを実施しています。 

 このような経験を通して、ふるさとを自身

で表現し語れる人材の育成を考えていきま

す。 

 次に、歴史文化の研究のための人材の活用

は適正に行われているかにつきましては、歴

史文化の研究は個々の文化財の本質的価値を

知る上で欠かすことのできないものでありま

す。そして、調査研究を経て、保存すべき文

化財を指定文化財として保護し、また活用に

際しては、調査研究で得られた文化財的価値

や新しい発見などを広く伝えることが重要で

す。 

 当町には、県下に誇れる石動山や雨の宮古

墳群の国指定史跡、織物産業の発展を背景と

した重厚で伝統的な建造物を色濃く残す町並

みなど有形、無形の多種多様な文化財が継承

されております。 

 今後さまざまな取り組みを実施すべく、新

年度は専門職である学芸員を２名増員し３名

体制となります。また、地域の方で中能登町

の文化財の研究または活用に尽力されている

方々を巻き込んで、文化財保護と地域活性化

に向けて事業を推進してまいりたいと考えて

おりますので、ご理解のほどよろしくお願い

いたします。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 笹川議員 

○６番（笹川広美議員） 大変に人材もたく

さん活用されるというお話で、期待が持てる

事業になるのかなと思います。私自身もまだ

まだ中能登の歴史、文化、知らないところが

多いので、しっかり私自身も学びたいなとい

うすごく興味をそそられている分野でもあり

ますので、また力強い推進をお願いしたいと

思います。 

 そして、この能登、大陸文化の玄関口とも

言われております。また、能登半島を中心と

した地形は、まるで鳳凰が翼を広げ雄飛する

姿にも例えられております。中能登町の文化

財保護事業が今後さらに力強く推進され、県

下、国内はもとより海外へと町の魅力を発信

し、地域の活性化へとつなげていただきたい

と思います。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（古玉栄治議員） 次に、２番 土本 

 稔議員 

  〔２番（土本 稔議員）登壇〕 

○２番（土本 稔議員） それでは、質問い

たします。 

 町長の政治市政について伺います。 

 １点目、杉本町長は、合併してから13年

間、子育て、教育、福祉、社会基盤整備と確

かなまちづくりに取り組んできました。ま

た、道の駅を中心としたコミュニティの充実

や農業政策も高く評価するものであります。 

 その証拠に、第２次中能登町総合計画の中

に町民アンケート結果が掲載されています。

その問いには、あなたにとって中能登町は住

みやすいですかという質問に、住みやすいが

93％の回答でありました。また中高生アンケ

ートには、あなたは中能登町が好きですかと

いう質問に、好きとの回答が87.7％でありま

した。未来を担う子供たちが自分の町が好き

だという回答は、郷土愛に関する教育が充実

していることが言えます。 



－56－ 

 町長を初め議会、各種関係団体、職員の皆

さんの努力のたまものであって、他の市町村

がうらやむ自治体と進化しております。ま

た、その行政運営の実績が評価され、昨年行

われた町長選挙で町民が４期目を託す結果に

なったことは言うまでもありません。 

 そこで、改めて町長の政治市政を伺いま

す。 

 ２点目、昨年行われた町長選挙において自

身が訴えた公約の一つに、コミュニティ、防

災の中核拠点の機能強化を踏まえ、町民との

対話を通じ、庁舎建設を議論し進めていきま

すと訴えました。 

 昨年３月定例会の私の一般質問において、

統合庁舎について伺いました。町長の答弁

は、現在の教育、福祉政策等を維持しなが

ら、後世の町民に負担を先送りしないよう有

利な財政支援を検討し、最も経済的に統合で

きる方法で整備を進めたい。町民の皆様のご

意見を聞きながら議会と協議を進めたいとの

ことでした。 

 この答弁により、2014年３月に庁舎整備検

討委員会が示した旧鹿西中学校校舎の増改築

案が妥当という答申が棚上げとなりました。

報道機関もこの件を大きく取り上げ、多くの

町民は町長候補者を選ぶ選択肢の大きな一つ

となりました。 

 私は、町長の人柄や実績、公約を信じ、支

援の輪を広げた一人でもあります。町長は立

派な政治家であります。自身の公約は実現、

実行しなくてはなりません。自身の公約につ

いて、現在どのような考えや思いについて伺

います。 

○議長（古玉栄治議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 土本議員の政治姿勢につい

てのご質問にお答えをいたします。 

 まず、町長の政治姿勢について伺うのご質

問についてですが、これまで３期12年間の町

政のかじ取りを任せていただき、ハード事業

といたしましては、ケーブルテレビ網の整

備、統合中学校の建設及び鹿島地区の統合小

学校の建設、また道の駅やバイオマスメタン

発酵施設の建設、宅地造成事業などを実施し

てまいりました。 

 また、ソフト事業といたしましては、教育

や子育てに優しいまちづくりを目指し、18歳

までの医療費の無料化や第２子の保育料、給

食費の無料化を初め、さまざまな施策を実施

してまいりました。 

 このような施策により、能登地区では唯

一、日本創生会議が提唱した消滅可能性都市

から外れておりますが、人口減少は歯どめの

きかない状況であります。 

 今年度からの４期目も、引き続き町政を担

う責任の重さをしっかりと受けとめ、中能登

町のため、ご支援をいただいた多くの皆様の

ご期待に応えるためにも、選挙公約にも掲げ

ました私の基本理念の一つである人間性豊か

な活力あるまちづくりを目指すという考えの

もとに、さらなる安全、安心で住みよいまち

づくりを町民の皆様と一緒に実現できるよう

取り組んでまいりたいと思っております。 

 このことから、４期目に当たり、町の暮ら

しを支えるための、まち・ひと・しごと・ま

なび・くらし・ささえの６つの施策の実施に

より、子育てしやすいまちづくりや安全、安

心なまちづくりをさらに推進することが大切

であります。 

 また、笑顔と挨拶が広がり、将来に向けて

躍進する施策を進めながら、融和と一体感を

より醸成させ、この町に住み続けたい、そう

言われるまちづくりを目指す決意でありま

す。 

 主な内容としましては、庁舎統合等の公有

財産の整理や人口減少対策関連事業などを実

施し、行財政改革を進めるとともに、就業、

創業の支援やさらなる住環境の整備を進めて

いきたいと思っております。 

 また、子育て、教育、障害者、高齢者対策
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事業などは、議員の皆様や町民の皆様からご

意見をいただきながら、これまで以上に住ん

でよかったと、そう思われるまちづくりのた

めの施策を実施してまいりたいと思っており

ます。 

 次に、４期目の選挙戦で訴えた自身の公

約、庁舎建設について、現在どのような考え

や思いがあるのかについてお答えをいたしま

す。 

 土本議員もおっしゃられましたが、私の選

挙公約の一つとして、コミュニティ、防災の

中枢拠点、機能強化を踏まえ、町民との対話

を通して庁舎建設を議論し進めていきますと

訴えてまいりました。また選挙公報では、行

政の効率化を図り、役場庁舎の統合を進めま

すと明記しております。 

 この庁舎統合につきまして、今なぜ必要な

のかについてお答えをいたします。 

 まず、現庁舎が抱える課題といたしまして

は次の３点が挙げられます。 

 １点目は、町民や利用者に対する課題とし

て、行政部門が３つの庁舎に分散しているた

めに、利用者の要件が各課にまたがる場合、

複数の庁舎を行き来せざるを得ず、利用者に

不便を与えております。 

 また、エレベーターや多目的トイレ、ロー

カウンターなどの整備がほとんどされておら

ず、高齢者や障害者にも対応するユニバーサ

ルデザインに配慮した施設への改善が必要と

なっております。また、プライバシーに配慮

した窓口カウンターや個別相談室などが少な

く、利用者のニーズに対応した施設とはなっ

ておりません。 

 次に、２点目は、行政の課題として、分庁

方式のため、各課の連絡や協議を行う場合に

移動が必要となり、内部決裁などがスムーズ

に行うことができず、業務効率の低下を招い

ております。特に急を要する決裁などにおい

ては、庁舎間を往復したり待ち時間が発生す

るなど大きなタイムロスが生じる上、職員の

移動にも人件費や公用車の燃料費に余分な経

費もかかり、公用車削減の阻害要因となって

おります。 

 また、現庁舎は老朽化が進んでおり、維持

管理コストが高く、財政面でも負担が大きく

なってきており、会議室や収納面でも利用者

及び職員のニーズに対応した施設とはなって

おりません。 

 次に、３点目は、防災上の課題としまし

て、災害のたびに分庁舎それぞれの情報共有

がうまく図れず、迅速な災害対応に支障が出

ております。また、鹿島庁舎及び鹿西庁舎は

耐震の建築基準を満たしておらず、大地震が

発生した際には倒壊の危険性もあります。 

 以上の課題を解決するため、庁舎統合を早

急に実施したいと考えております。 

 次に、建設場所の選定につきましては、選

挙前に旧鹿西中学校利用案を白紙に戻し再検

討するとの報道がございましたが、これは、

以前に議員の皆様にお示ししたときから数年

が経過し、庁舎建設にかかる経費が東日本大

震災の復興や2020年東京オリンピックなどに

より人件費や資機材等が高騰しているため、

建設費の算定を再検討した上で候補地案をお

示しするという意味であり、旧鹿西中学校を

候補地案から外すとしていたわけではござい

ません。 

 また、建設費に係る財政面については、総

務省から耐震化されていない役場庁舎の建て

かえが対象となる交付税措置のある起債メニ

ューとして、市町村役場機能緊急保全事業が

創設されるという情報が届きました。この事

業により庁舎の新規建設ができれば、選択肢

の一つとして、その方向でも検討すると訴え

てまいりました。 

 選挙後に、この事業の内容について県から

の事業概要が示され、鳥屋庁舎に関しては、

耐震基準を満たした施設であることから交付

税措置の対象面積から外されるという内容で

ありました。 
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 このため合併まちづくり基金の16億8,000

万円の範囲内では新規建設は不可能と判断

し、その他の候補地案も含め、総合的に一番

安価で早期に整備できる旧鹿西中学校利用案

を再度提案したいと思いました。 

 さらに、昨年８月から９月にかけて実施を

しました各種11団体への説明会後のアンケー

ト調査では、子ども会連絡協議会、青壮年協

議会、実年会、公民館運営審議会、商工会、

社会教育委員、文化協会の７団体からは、こ

の旧鹿西中学校利用案の賛同をいただきまし

た。また区長会からは、町長に一任したいと

いう回答もいただいております。女性協議会

は、旧鹿西中学校利用案と新規案に分かれ集

約ができなかったとの回答でありました。残

りの体育協会及びＰＴＡ連合会につきまして

は、集約不可との回答でありました。 

 この旧鹿西中学校は、平成12年３月に竣工

した施設であり、今も30年余りの耐用年数を

残すとともに、建築の耐震基準を満たした施

設であり、町の遊休資産の有効活用になるも

のでもあります。 

 また、旧鹿西中学校は、29年度末の地方債

残高がまだ元利金を合わせ２億4,008万円余

りが残っている状況でもございます。 

 こうしたことを踏まえ、現在の教育、福祉

政策等を維持しながら後世の町民に負担を先

送りしないよう有利な財政支援を検討し、最

も経済的に統合できる案であると判断をし、

再度、旧鹿西中学校の利用案を提案するもの

でありますので、皆様のご理解とご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 土本議員 

○２番（土本 稔議員） 今の答弁を聞きま

して、１点目の質問の答弁ですが、今後も自

身の信念に基づいてしていただきたいと、そ

のように思います。 

 ２点目の質問の答弁ですが、今の答弁を聞

きまして、百歩譲って、国からの財政支援の

話がありました。それが行政経験のない町長

なら、選挙後、国の補助金率が大幅に違った

という理由は納得できます。 

 しかし、杉本町長は県議会議員を２期８

年、町長職を13年務めております。この経験

や実績を考えても、今の答弁は言いわけにし

か聞こえません。公約と庁舎の問題は切って

も切れない関係であります。 

 それでは、再質問を２点いたします。 

 選挙中もその後も、町長は庁舎問題に関

し、議会と町民の声を聞いて進めていくと慎

重な言い回しに終始しました。 

 昨年８月に各種団体に統合庁舎に関する説

明会を開催し、アンケート調査を実施しまし

た。アンケート結果は、先ほど町長も言われ

ましたが一番安価である旧鹿西中学校の利用

が多数でありました。しかし、議会が開催し

ている議会報告会では、旧鹿西中学校利用に

は反対の声が多くあります。どちらも町民の

声であり、町長と議会との温度差が広がって

いる現状であります。 

 各種団体への説明会の資料やアンケート資

料には、自身の公約、コミュニティ、防災の

中核拠点の機能強化について整合性があると

考えますか。１点目について伺います。 

 ２点目ですが、整理しなくてはならないの

は、一番安い旧鹿西中学校は建設費が一番か

からないのであって、説明資料ＬＣＣシュミ

レーション期間50年では、新庁舎もラピア改

修案も初期投資の差はほとんど影響しないと

記載されています。一番安価である旧鹿西中

学校の利用は、周辺道路等の整備も必要と思

われ、総建設費は22億円ではおさまらないと

考えます。 

 初期投資だけが安いだけで統合庁舎を決め

るということは、大所高所に立って考えても

納得できないのであります。 

 例えば初期投資が安いだけで考えると、な

ぜ町長車はクラウンのハイブリッドなのか。

燃費を考えてもプリウスのほうがいいと思う
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し、安全性からも車体は安全構造基準をクリ

アしてつくられています。普通に考えても、

初期投資と維持費を考えても、プリウスのほ

うが安く済みませんか。 

 また、知事選挙において、利便性の高い商

業施設アルプラザ鹿島で期日前投票ができる

ようになりました。しかし、予算不足の関係

から期日前投票期間を半分の８日間とする内

容でした。 

 ところが石川県の指導で、各市町が投票率

を上げようと努力しているのに対し、中能登

町は期日前投票期間を短縮していると指摘さ

れ、アルプラザ鹿島での期日前投票期間は従

来どおり16日間行うことになりました。 

 政治に関心を持ち、自分たちの未来は自分

たちで決めると、大切な投票機会を予算不足

の関係から期間を短くする行為は、浅はかで

あったことは間違いありません。 

 言いたいことは、予算や金額だけで判断で

きないんじゃないですか。皆さん違います

か。 

 そもそも統合庁舎はなぜ必要なのか。先ほ

ど町長が答弁されましたが、執行部の説明は

大きく、行政部門が３つの庁舎に分散してい

るため利用者が複数の庁舎に行き来しなけれ

ばならない。プライバシーに配慮した窓口カ

ウンターや個室相談室が少ない。各課の連絡

や協議を要する場合、移動や内部決裁がスム

ーズに行われず業務効率繊が低下する。鹿島

庁舎や鹿西庁舎は耐震化されていないし、老

朽化が進み維持管理費が高く、財政面でも負

担となっている。 

 この説明から、統合庁舎は町民のために必

要であり、行政の能率化だけではありませ

ん。 

 私は執行部の説明で、町民のために多額の

費用をかける統合庁舎の必要性を理解しまし

た。統合庁舎は町民のために必要であるなら

ば、行政の能率化ともに町民の利便性、防災

拠点、安全性、まちづくりとの整合性、そし

て事業の実現性、財政負担についても一体と

なって検討すべきであります。 

 そこで、統合庁舎に求められる機能と役割

について、どのような考えなのか伺います。 

○議長（古玉栄治議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 統合庁舎に求められる機能

と役割は何かについてという再質問でござい

ます。 

 統合庁舎は、町民サービスを提供する施設

であります。まちづくりの拠点施設であるな

ど、さまざまな役割も持っております。また

町民の利便性を最優先に考えることはもちろ

んですが、町民の安全、安心を守る防災拠点

としての庁舎であることも大切であると考え

ております。 

 この町民のための施設であるという観点か

ら立った庁舎の役割と必要最小限度の事業費

の中で優先しなければならない庁舎の機能と

役割として、１点目は、総合窓口の設置や相

談機能の充実により町民が利用しやすい庁舎

であること。２点目に、洪水や地震などの自

然災害や危機発生時において防災機能拠点と

なり得る庁舎であること。３点目に、必要最

低限の機能、規模で効率よく使用できる庁舎

であること。４点目に、省エネルギー機能な

どを備える環境に配慮した庁舎であること。

以上が庁舎統合に求められる機能であると考

えております。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 土本議員 

○２番（土本 稔議員） 今、町長の答弁を

聞きまして、統合庁舎に求められる機能と役

割を聞きました。この件については、町民の

サービス、町の防災の拠点、利便性その他を

考えているということで、この件につきまし

ては私と考えも一致しているということで、

とても安心しました。 

 最後の質問に行きます。再質問、行きま

す。 

 新聞記事に政治ジャーナリストのインタビ
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ュー記事が掲載されていました。記事には、

先日亡くなった野中広務さん、元官房長官に

首長の役割を聞いたことがある。京都府園部

町の町長や副知事を務めた野中さんは、未来

にとって誤りのない地図をつくることだと話

した。首長は、まちの将来についてグランド

デザインを描き、そこに至る道を引かなくて

はならないと掲載されていました。 

 全くそのとおりであります。杉本町長の役

割は、中能登町の未来にとって誤りのない地

図をつくることであります。 

 統合庁舎は、未来の中能登町にとってどう

あるべきかについて議論しなくてはならない

のに、金額論だけ先行してしまい、何かが足

りないと私は気づきました。それは庁舎整備

における基本理念であります。例えば、能登

町では、人が集い、憩い、交流するこれから

の能登町の活性化に大きく寄与する庁舎、こ

の基本理念に基づき計画されています。 

 杉本町長の理念は、人と人とのつながりを

大切に、安心、安全な住みやすいまちづくり

です。計画する上で、基本理念や基本構想は

必要不可欠であります。なので先ほど庁舎に

求められる機能と役割を聞いたわけです。 

 津幡町でも新庁舎を建設いたします。現在

の建物を解体し、同一敷地内で建設します。

規模は４階建てで延べ床面積約5,000平米

と、執行部が説明している新規庁舎建設面積

と同じであります。建設費用は約26億円。豪

華な庁舎ではなく、質素で無駄のない合理的

な庁舎を計画すれば、40億という金額は算出

されないでしょう。いま一度、根本から検証

してはどうかと思います。 

 次に、町長を初めとする執行部の皆さんが

大きく主張する財政面についてです。言いに

くいことを心を鬼にして言います。 

 ２月28日に庁舎建設特別委員会で、行財政

改革を実施せずにサービスを現状維持した場

合の将来推計が提示されました。この資料に

は、歳入の町税や地方交付税が減少する一

方、歳出においては人件費の上昇や扶助費の

増加と記載されています。歳入と歳出の差額

を財政調整基金で充当すると、平成41年度末

には財政調整基金が枯渇する見込みとありま

す。要は現状のままでは10年後以降に現在の

サービスはできないということであります。

当然と言えば当然であります。 

 普通に考えて、給食費の無料、保育料の無

料、教員の多忙化による学校支援員の増員、

電子黒板やタブレットの物品購入、さらに社

会資本整備交付金事業や地方創生道交付金事

業。寄附された丹後邸の改修工事。費用の半

分は国、しかし残り半分は町負担。もちろん

完成後の維持管理は町負担。町祭イベントに

おいては、毎年芸能人を呼び、花火を打ち上

げ、職員総出で予算は約2,000万。歳入より

歳出のほうが多く、財政調整基金で充当す

る。その結果10年後に枯渇してしまう。当た

り前の話であります。 

 先ほど除雪の件が質問されました。石川県

は豪雪地帯に指定されており、冬に雪が積も

ることは自然現象であります。しかし、年数

回の大雪に声を上げ、除雪対応について町に

要請する。何かあったら、すぐ行政責任であ

ります。一昔前では考えられません。 

 中能登町地域防災計画・雪害対策編の基本

方針に、自主防災意識を持った雪害に強い町

民の育成に努めるとあります。しかし現実は

どうでしょうか。除雪が遅い、除雪が下手、

苦情が来ていませんか。何かと行政任せが多

くなり、そのため仕事量がふえ、職員数も減

らすことができず、人件費が上昇する。総務

課長、違いますか。 

 どうしてこういうことになるか改めて考え

てみました。当町の特色として、学校教育予

算に大きくかけて、社会教育は消極的であり

ます。各種団体、いわはボランティア団体に

かける予算を縮小していけば、おのずと町民

は行政任せになるのは自然な考えでありま

す。 
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 来年度予算においても、公民館活動費の約

30％が敬老会費用であります。そもそも公民

館活動とは何なのか。中能登町の公民館活動

とは敬老会が主な事業なのかと感じます。生

涯学習課長、違いますか 

 行政任せの考えが多くなり、自助、共助の

精神が養われず、結果、公助ばかり強調さ

れ、職員の仕事量がふえ、定数が削減でき

ず、人件費が上昇する。地方創生や少子・高

齢化、定住促進という名のもとにじゃんじゃ

ん事業を行えば、予算がなくなるのは当然で

あります。 

 これは、財政調整基金が10年先で枯渇する

か15年先で枯渇するかの行財政改革の問題で

あって、庁舎建設には予算がないから旧鹿西

中学校を利用する理由にはなりません。全く

別問題であります。 

 再々質問の１つ目ですけれども、町長の公

約に行政の効率化を図りとあります。庁舎統

合だけが行政の効率化ではないと思います。

具体的にどのような行財政改革を今後進める

のか、１点目について町長に伺います。 

 次に、調べてみると、庁舎建設は全国どこ

にでもある話でありました。まず新庁舎の必

要性が検討され、その必要性から基本理念や

基本構想が打ち出されます。次に、新庁舎の

機能について検討され、場所、規模、事業計

画へと進んでいきます。いわばものづくりの

基本であります。 

 このときどのような視点で考えるかであり

ます。町民に理解していただく一つの手法と

して、評価指数を用いて検討すべきでありま

す。 

 ここに、各市町の評価指数を参考に、私、

作成してみました。議長、資料を配付したい

のですが、よろしいですか。 

○議長（古玉栄治議員） それでは、ここで

暫時休憩します。 

           午前11時12分 休憩 

 

           午前11時13分 再開 

○議長（古玉栄治議員） 再開します。 

○２番（土本 稔議員） それでは、作成し

た評価指数に基づき説明いたします。 

 ４つの新庁舎案、鳥屋庁舎増改築案、旧鹿

西中学校利用案、ラピア鹿島増築案、新規建

設案、それぞれ皆さん想像していただきたい

と思います。 

 ４つの視点で、まずは町民の利便性、次に

まちづくりとの整合性、次は防災拠点・安全

性、そして事業性であります。そして各項目

に点数をつけて、点数についてそれぞれ公表

する。そうすれば町民誰しもが理解できま

す。 

 ちなみに調べてみますと、新庁舎建設に

は、どこの市町村も必要の観点から事業性に

ついては点数が少ないわけであります。 

 まずは町民の利便性について、人口重心と

の接近性。中能登町の人口重心はどこなのか

ということでありますけれども。総務省統計

局、平成27年度国勢調査では、中能登町、東

経136度53分36秒、北緯は36度58分20秒の位

置で調べて見ますと、中能登消防署と中能登

中学校のちょうど中間地点でありました。 

 そして次に、交通アクセス、公共交通、自

動車交通、自転車・歩行者のこれについて検

討していきますけれども、利便性について

は、今月行われた知事選挙の期日前投票数で

期日前に行かれた人の総数は合計が4,205名

であります。鳥屋庁舎の方は980名、アルプ

ラザ鹿島の方は2,304名、鹿西庁舎では921名

と、半数以上の方がアルプラザでの投票とな

っております。これはまさしく総務課長が説

明されたとおり利便性の高い商業施設であっ

たとの証明であります。 

 次に、まちづくりとの整合性。ここの項目

に対しては、基盤整備。整備状態はどうです

か。地域貢献、周辺の景観・環境については

どうですか。そして関連法令・計画との整合

性であります。まちづくりの整合性、基本計
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画の整合性。中能登町にも基本計画がありま

す。そことの整合性はどうですかということ

なんです。まちづくり三法との整合性。コン

パクトシティ形成の趣旨に整合しています

か。コンパクトシティの整合といいますと、

中能登町自体、小さな面積の町であります。

しかし施設が分散すると、少子・高齢化によ

り人口が減少に転じる中で、地方財政がイン

フラの維持のためにコストに耐え切れないと

いうことであります。この項目については重

要であると私は思います。 

 そして防災拠点・安全性。先ほど町長も言

いましたとおり、地震について、水害につい

て、火災について、それぞれ検討していくわ

けであります。機能維持特性として、もし災

害に遭った場合、災害時のアクセスはどうな

のか。救護活動の容易性。災害対策機関との

連携。それぞれ検討して評価していくわけで

あります。 

 続きまして、事業性であります。事業性に

ついては、用地取得の確実性。容易に取得で

きるか。敷地の形態、規模の柔軟性。そして

工事期間への対応。工事の周辺への影響。騒

音、振動その他、近隣の生活環境に影響がな

いですかということなんです。 

 そして先ほど言った財政負担の軽減という

ことで、用地取得。用地買収に費用がかか

る。補償費、造成、インフラ整備が安価であ

るか。そして建設費の総額。庁舎や電気設

備、機械整備、付帯工事、移転費用が安価で

あるか。 

 それぞれ検討していくわけであります。こ

れが私が昨年３月に一般質問した行政の能率

化とともに町民の利便性、防災拠点、安全

性、まちづくりとの整合性、そして事業の実

現性、財政負担についても一体となった内容

であります。 

 今回の庁舎の質問に対して、４カ所の新庁

舎があります。旧鹿西中学校の利用案が統合

庁舎にふさわしいと町長は言い切れますか。

伺います。 

○議長（古玉栄治議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 土本議員の再々質問にお答

えをいたします。 

 私自身は、合併後、町の住環境整備のため

のハード部門、これが中学校であったり、道

の駅であったり、小学校の統合であったり、

道路であったり、河川であったり、今の水道

事業の統合であったり、そういうものは一つ

のまちづくりとして進めてまいりました。 

 おかげさまで一歩一歩でありますけれども

今まで水のついておった鹿西高校の前とか、

あるいは金丸の泉自動車の前とか、鳥屋の六

道辻の前とか、そういう水のつくところはま

ずなくなりましたし、初めてのバイオマスメ

タン、日本で初めてのそういうものを導入す

ることもできましたし、それと同時に教育の

まち中能登というようなことで教育にも力を

入れ、また子育てにも出産祝い金とか、ある

いはまた今しております給食費、保育園の２

番目から無料とか、そういうソフト事業にも

一つの町として力を入れてきたわけでありま

す。 

 それが評価をいただいたのか、４市５町、

宝達志水町以北では消滅しない町として残っ

ておりますし、また人口の減少もありますけ

れども、その中では一番人口減少も少ない。

そんな評価もいただいております。 

 これは合併特例債もあったり、いろんな面

で使わせていただいて、中能登町は合併した

ときに１人20万ずつのお金を持ち寄るという

ようなことで40億でした。今現在90億ありま

す。今言われました町債であったり、あるい

はまたいろんな施策であったり、そういうも

のをしながらいろんな詰めるところは詰めて

今、倍以上。そういう町はないと思います。

これは合併した特例債のおかげであります。 

 そういうことで、これから15年たったとき

には、大方交付金で町が生きておるわけです

けれども、15年たったときに、今までは３つ
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の町の算出で交付金をいただいておりまし

て、10年から５年間で緩和的で15年後には一

つの町として算入されますと約６億減るわけ

でございます。ことしの予算は、今言われま

したように11億3,000万の一般財源で基金を

取り崩して予算を組んでおります。このまま

ずっとそういうことではありませんけれど

も、従来どおりの財政運営は大変難しいと思

っておりますし、これから公有財産整理ある

いはまた既存の事業の見直し、町全体で行財

政改革もしていかなければならんと、そんな

思いでありますし。次は、今、公用車の話も

出ましたけれども、次変えるときには変えて

いければいいと思っています。 

 今ここで私どもがいろんな結論を先送りを

しないで、そしてまた町民の皆さんとそれら

を踏まえて、どうしてこの町を持っていくの

か、どの部門がこれから削減しなければなら

ないのか、そんな課題にしっかりと取り組ん

でまいりたいと思っております。そういう中

で町民の皆さんが本当にこの町に住みたい、

これからもずっと住み続けていきたい、そう

思われる、そんなまちづくりにしなければな

らないと、そんな思いでございます。 

 私らが町民の皆さんと話をするときには、

余り大きな立派な庁舎は要らない。せっかく

鹿西中学校があるんだからそこがいいがでな

いと。そんな声は私は多く聞いております

し、また議員の皆さん方が議員の立場として

聞くときには、今そんたくという言葉がはや

っておりますけれども、そんな部分もあるの

かなと。そんな思いもありますけれども、各

団体、そういうところからいただいたのは先

ほど申したそんな数字であります。 

 そんな今の課題、そしてまた町政を進めて

いく中で、私自身の信念といったらおかしい

けれども、こんな思いでという思いは、一つ

はおごらず、怠らず、ねたまず、人と比較せ

ず、そしてまた感謝の気持ちと、こういうこ

とはできるかできんかわからんけれども町政

に対して命を賭して頑張っていきたい。そん

な思いで日々頑張っておるつもりでございま

す。 

 土本議員にも一番最初のころは一番安い、

いいがでないかいねと、そんなお話をされて

おりましたけれども、今どのように考えてお

られるのか、また庁舎問題についてお聞きも

したいと思います。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 土本議員 

○２番（土本 稔議員） 再々質問の１点目

ですが、行財政改革について、今後検討する

と、いろいろなことを検討していくという町

長の答弁でありましたけれども、この前いた

だいた財政表からいきますと近々の課題であ

ります。これについては早急に対応していく

必要があるということであります。 

 町長から私どう思っているかということで

ありましたけれども、私は議員に選ばれてか

ら、統合庁舎については、費用が、先ほど町

長言いましたけれどもかからない施設を有効

利用する旧鹿西中学校がいいのではないかと

考えておりました。それは使えればいいとい

う費用のみのことを考えておったからであり

ます。しかし、さきの町長選挙で経験したこ

とや、町民の対話を通じて学んだり、先ほど

の評価指数表でありますが自分なりにいろい

ろ勉強しました。その結果、新庁舎は町の中

心部にあるべきだと今は考えております。 

 ２点目の質問ですが、町長、庁舎について

町長の歯切れがちょっと悪いので、きちんと

お答えいただきたい。議長には、中能登町会

議規則に基づき質問回数について議長の許可

をお願いいたします。 

○議長（古玉栄治議員） ２番目のはっきり

した答えということですね。許します。 

○２番（土本 稔議員） 議長の許可を得ま

したので、最後の答えでありましたけれど

も、町長は旧鹿西中学校の利用案がふさわし

いと言い切れるかという質問であります。 
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○議長（古玉栄治議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 20億、そして30億、この庁

舎、それからまたラピアも、そして新しくす

る40億。これはコンサルタントは公平な目で

評価をしていただいたお金でございます。そ

れを皆さんにそのままお見せしましたので。

私自身は鹿西庁舎を改装すれば十五、六億で

できると。やり方によってですけれども、今

は議会棟だけ新しくして大体十七、八億。そ

れを今の庁舎の中へ議会棟も全部入れればも

っと安くできる。そして私は、今の中学校を

使い道もいろんなところでお話もしましたけ

れども、なかなかないし、あれだけの建物、

地面そのまま使い道のない、今は庁舎しかな

いと。私は政治生命をかけてでも鹿西庁舎を

提案をしていきたい、そんな思いでございま

す。 

○議長（古玉栄治議員） 土本議員 

○２番（土本 稔議員） 今ほど町長から答

弁聞きまして、統合庁舎における熱意とわか

りましたので、それ以上は聞く必要はありま

せんので、次の質問に行きます。 

○議長（古玉栄治議員） ここで、時間も大

分たっていますので10分間休憩して、その後

でお願いいたします。 

 11時40分まで10分間休憩します。 

           午前11時30分 休憩 

 

           午前11時40分 再開 

○議長（古玉栄治議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 土本議員 

○２番（土本 稔議員） それでは次の質問

に行きます。 

 基金の運用状況について伺います。 

 地方自治法第241条の２では、基金は、条

例で定める特定の目的に応じ及び確実かつ効

率的に運用しなければならないとあります。

当町には多数の基金や有価証券を保有してお

ります。 

 そこで、基金が確実かつ効率的に運用され

ているか運用状況について伺います。 

○議長（古玉栄治議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 土本議員の基金の運用状況

についてのご質問にお答えをいたします。 

 基金は、財政調整基金が約60億円と使途限

定の13の基金を含めますと、現在約90億円余

りの残高となっております。そのほとんどが

定期預金での運用を行っておりますが、日本

銀行のマイナス金利政策等により定期預金の

金利は現在年率0.02％前後であり、運用益は

極めて少ないのが現状であります。 

 そこで、平成26年度から財政調整基金のみ

の運用について債券の購入も取り入れ運用益

を上げるよう努力をしております。 

 財政調整基金の運用の詳細につきましては

担当課長から説明させますので、よろしくお

願いします。 

○議長（古玉栄治議員） 百海会計課長 

  〔百海和夫会計課長登壇〕 

○百海和夫会計課長 財政調整基金の運用で

すが、現在、約60億円余りの残高があり、そ

のうち額面で１億円の債券を７本保有し、利

率は年0.5％から0.6％台のもので、期間は全

て20年の債券です。 

 全ての基金を債券に切りかえればよいので

はと思いますが、使途限定の基金は総額の少

ないものもあり、１億円単位での運用が難し

いことと、金利のよい債券は20年であり期間

の長いものとなっており、取り崩しの時期に

よっては購入時の単価を下回るおそれがあり

運用が難しくなります。 

 また毎年、年度末になると公債費の元利金

の償還等で歳計現金が不足するため、大事な

資金源として財政調整基金からの繰りかえ運

用を行っています。金融機関からの一時借入

金の利子の支払いを考えますと大きな財源で

あります。 

 繰りかえ運用は、ここ近年、約十数億円の

定期預金を取り崩し実施をしております。定



－65－ 

期預金は満期日の指定ができますので、繰り

かえ運用に適しております。そのため、ある

程度の割合で債券と定期預金にする必要があ

ります。 

 現在、財政調整基金での定期預金の割合は

約９割となっていますが、今年度も基金の取

崩しが予定され、新年度予算においても取り

崩しが見込まれております。財政調整基金の

減額が大きく予定されているところでありま

す。 

 今後、少しでも運用益を上げられるよう

に、財政調整基金での債券の占める割合や金

利の状況を見きわめながら運用を図っていき

たいと思っております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（古玉栄治議員） 土本議員 

○２番（土本 稔議員） 基金の運用状況に

ついて、今ほど答弁ありました。今後、当町

はますます厳しい財政状況になるのは間違い

ありません。「これより天下のことを知る時

は、会計もっとも大事なり」と今から約150

年前、坂本竜馬が土佐藩の重臣、後藤象二郎

に宛てた手紙の中に書いてあった言葉であり

ます。町の財政を考えるとき、事業を展開す

るとき、会計最も大事なり、現代でも本質を

突いているような感じがします。 

 会計管理者の職務は重責であります。しっ

かりと確実で効率的な運用に努めていただき

たいと申し上げ、私の全ての質問を終わりま

す。 

○議長（古玉栄治議員） ここで１時30分ま

で昼食の休憩とします。 

           午前11時46分 休憩 

 

           午後１時30分 再開 

○議長（古玉栄治議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 次に、８番 諏訪良一議員 

  〔８番（諏訪良一議員）登壇〕 

○８番（諏訪良一議員） ２問について質問

をいたします。 

 最初に、今後の農業振興対策について。 

 平成30年産米から国による生産調整、いわ

ゆる減反が廃止されます。とはいっても生産

量の目安、生産目標が既に生産農家個々に示

されてきております。このことは、主食用の

米の需要に応じた生産が図られるよう作付を

推進することによって安定的に生産者米価を

保持するために米づくりを農家や地域の主体

性に委ねることが本旨であるようです。 

 昨年まで生産調整の目標を達成した農家に

は国から支給されていた10アール当たり

7,500円の交付金も、平成30年度からは廃止

となり、米の生産農家の収入も必然的に大き

く減少することから、転作により経営の安定

化を図るための施策を講ずる必要性が求めら

れてきております。 

 加えて、これまで実施してきた転作の集落

間互助制度を町が取りやめたとのことで、こ

れでは優良農地がますます耕作放棄地化へと

進展し、世界農業遺産にふさわしい農村なら

ではの景観が悪化してしまうのではないかと

危惧するものです。 

 これらの課題解決を図る上からも、水田の

区画が大型化、乾田化がなされていない地区

へ平成30年度から実施される県営ほ場整備事

業、地元負担金ゼロ実施に向けての指導が不

可欠と思われます。 

 そこで、新しい米政策の推進方策につい

て。２つ目には優良農地の不作付地化への防

止方策について。３つ目には水田フル活用ビ

ジョンの策定について。４つ目には県営ほ場

整備事業の促進について。５つ目には担い手

の育成、確保の支援方策について。以上５点

について伺います。 

○議長（古玉栄治議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 諏訪議員の今後の農業振興

対策についてのご質問にお答えをいたしま

す。 
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 ご承知のとおり、平成30年産以降の米政策

が大きく見直され、国による米の生産数量目

標の配分が行われなくなりました。これによ

り、国が示す需要情報を参考に各都道府県が

生産基準数量を地域に配分し、町においても

引き続き生産調整を行い、米の安定供給に向

けた目標達成に取り組んでまいります。 

 次に、優良農地の確保対策については、農

地の健全化のため従来より農業委員が農地パ

トロールを実施しておりましたが、新制度の

もと、農業委員会組織、農家、中間管理機構

との三者による共同活動によって、今後、町

内の遊休農地、不作付地の解消が図られるも

のと期待をしております。  

 また町では、認定農業者、法人経営体、農

業ビジョンに掲げられた地域の担い手を地域

の農業の推進役として明確に位置づけをし、

効率的かつ安定的な地域農業の仕組みづくり

を推進してまいります。 

 このことから、地域の担い手が中心となっ

て設立する農業法人へのソフト支援とハード

整備による相乗効果を発揮するため、大型圃

場整備事業を推進し、地域の担い手の育成、

農地の集約、低コスト化等の経営構造の改善

が図れるよう国、町、ＪＡなどの関係機関が

一体となって農家所得の向上に努めてまいり

ます。 

 次に、土地利用型農業の振興作物について

は、麦、大豆、ソバ、飼料作物を地域振興作

物として位置づけ、作業効率を高めるため団

地化や集団化を推進し、栽培指導の強化によ

り生産量の向上を図ることとしております。 

 現在の国の農政が担い手中心の施策へ移行

しつつある中、町の農業を維持、発展させて

いくためには、既存農家の後継者育成、新規

就農者や女性農業者または定年帰農者の育成

や支援が重要な課題であることから、こうし

た面での支援を総合的に展開してまいりたい

と考えております。 

 ご質問のありました５項目の詳細につきま

しては、担当課長より説明をさせますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（古玉栄治議員） 田中参事兼農林課

長 

  〔田中栄一参事兼農林課長登壇〕 

○田中栄一参事兼農林課長 それでは私のほ

うからお答えさせていただきます。 

 まず１点目の新しい米政策の推進方策につ

いてお答えいたします。 

 先ほど町長が申し上げましたとおり、30年

産から国の米の生産量の上限を示す減反政策

が廃止となりましたが、石川県におきまして

は、引き続き生産調整を行い、県産米の需給

と価格の安定を図るため、目安とする生産基

準数量というものが配分されたところでござ

います。 

 中能登町農業活性化協議会におきまして

は、引き続き生産調整に取り組んでいくこと

としており、米の生産調整のほか、米にかわ

る麦、大豆、園芸作物、飼料用米など地域に

適した作物を奨励する水田活用の直接支払交

付金を活用しながら生産者の皆様には需要に

応じた米の生産に取り組んでいただくことに

より農家所得が確保されるものと考えており

ます。 

 次に、２点目の優良農地の不作付地化への

防止方策についてお答えいたします。 

 優良農地の不作付地化の防止方策としまし

ては、一つには、農業委員会が毎年８月から

11月にかけまして農地パトロールを実施して

おります。違反転用の発生防止、耕作放棄地

の実態確認の活動を行っております。 

 また、この農地パトロールの後、農家に対

して農地利用意向調査を行い、農地の不作付

地化の防止につながっているものと考えてお

ります。 

 また、平成29年度からは耕作放棄地の課税

の強化の規制も設けられたところでございま

す。農地法に基づき、耕作放棄地の改善がな

されない所有者に対しては課税評価額を1.8
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倍とするものでございます。 

 こうした農業委員、農地利用最適化推進員

の活動や農地法制度を広く知っていただくこ

とによって、町内の遊休農地、不作付地の解

消が図られていくものと考えており、あわせ

て、この制度の周知も図っていきたいと考え

ております。 

 次に、３点目の水田フル活用ビジョンの策

定についてお答えいたします。 

 水田フル活用ビジョンにつきましては、地

域農業の設計図として都道府県、地域農業活

性化協議会で策定されるもので、今後３年か

ら５年間における水田活用の取り組み方針、

また産地交付金の活用方針を定めているもの

であります。 

 中能登町農業活性化協議会におきまして

は、平成26年度にこのビジョンを策定いたし

ております。当町におきましては、平成30年

度もこれまでのビジョンを踏まえ、県農業活

性化協議会が示す生産基準数量を守り、飼料

用米や輸出用米などの動向も注視しながら地

域農業の振興に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 次に、４点目の県営ほ場整備事業の促進に

ついてお答えいたします。 

 町では、大区画整備による生産効率の高い

農地を担い手へ集約し、地域ぐるみで農地集

積を図るため、また耕作放棄地の抑制と将来

の農業経営者の育成を目的として、圃場整備

事業を推進してまいりました。 

 現在、今年度中に完了予定の滝尾南部地

区、現在区画整備実施中の芹川地区、瀬戸地

区と合わせて３地区で県営ほ場整備事業を進

めております。また、春木地区では小規模な

区画整理事業を町が事業主体となって進めて

おります。平成30年度には、末坂地区が新規

採択を予定しており、今議会におきまして関

係予算を計上しているところでございます。 

 末坂地区につきましては、地元負担が伴わ

ない国の新規事業、農地中間管理機構関連農

地整備事業で実施予定としております。この

事業は、先ほど町長からも答弁がございまし

たとおり負担が伴わないということで非常に

魅力ある事業となっております。 

 当町の未整備地区もまだございます。そう

いう地区においても、今後、地元説明会等を

通して事業の内容を周知し、圃場整備事業の

促進につなげていきたいと考えております。 

 次に、５点目の担い手の育成、確保につい

てお答えいたします。 

 担い手の育成、確保につきましては、人口

の減少、高齢化に相まって農業従事者の高齢

化が著しく、農業の担い手不足が深刻な状況

にあります。 

 町としましては、現在、21の農事組合法人

が設立されておりまして、年々増加している

状況であります。こうした法人や集落営農組

織を中心的担い手として位置づけておりま

す。今後さらに農事組合法人化を誘導するこ

とによって農業の担い手確保に努めてまいり

たいと考えております。 

 また、各集落の人・農地プランというのが

ございまして、この中でも後継者の確保、育

成を図っていくことを掲げております。各集

落におきましても農業の担い手育成について

真剣に考えていただきたい、こんなことを思

っております。 

 それから、ソフト面からの農業担い手確保

の支援策でありますが、能登半島エリアです

が、中能登地区農業インターンシップ協議会

による交流会というのがございます。これは

都市生活者を対象に中能登地域での農作業等

への従事や地元住民との交流など能登での生

活を丸ごと体験、研修する機会を公益財団法

人いしかわ農業総合支援機構と共同で実施い

たしております。平成28年度には研修生３名

のうち１人が町内の法人で農業の実地研修を

行っておりましたが、残念ながら就農、定住

には至っておりません。 

 それから２つ目に、平成28年に県外から２
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組の夫婦が町内に定住し、国の給付金を活用

し農業経営に取り組んでおられます。こうい

った新規に就農される方を支援していくため

に、県、町、農協を中心とした体制を構築し

ていきたいと考えております。 

 また、農業研修として農作業をやっていた

だくだけでなく農業経営についても地元農家

との交流を持って研修機会を確保するなど、

一人でも多くの方に農業に関心を寄せてもら

う場を設けていきたいと考えております。 

 こうしたことを通して、担い手確保、育成

につなげていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 諏訪議員 

○８番（諏訪良一議員） 言葉で申すことは

割合容易なんですが、これが現場でというこ

とになってくると、なかなか言葉では言い尽

くされんところがたくさんあると思うんです

ね。 

 農家サイドで考えていきますと、まず棚田

の耕作放棄地、これが順番に荒れてくるとい

うことからイノシシの被害がだんだん平坦部

におりてきているというようなことにつなが

ってきております。そういうことから、誰で

も手のつけられない効率の悪い棚田をどう守

っていくかというところがこれからの農政の

大変大きな課題でないかなと、こんなように

思います。 

 それと転作の作物なんですが、先ほど町長

が申されました麦、大豆、地域振興作物、こ

のほかの作物をどのように取り扱われるのか

ということ。 

 それと、まだ圃場整備が進んでいないとこ

ろの方の声を聞いてみると、とにかく区画を

大きくすることによって大きな機械が当然必

要になってきます。ところが今では500万円

以下の農機具がないくらい高くなってきてお

ります。そんなことからも新規の担い手育成

というものは容易ではないと。このあたりが

大変問題になってくるようです。 

 これまでですと、推進するための一つのネ

ックとして工事費の地元負担、これが一番問

題であったんですが、これがクリアできてく

ると次に担い手がいない。新規に担い手を育

成する組織がない。このあたりが問題に取り

上げられておりますが、このあたりをどのよ

うにお考えか、お聞きします。 

○議長（古玉栄治議員） 田中参事兼農林課

長 

○田中栄一参事兼農林課長 ただいまのご質

問についてお答えいたします。 

 まず棚田等の農地の荒廃に対してどう考え

るかということでございますが、実際、圃場

整備に入るような区域でもありません。耕作

に支障を来すようなそういう条件の悪い場所

でございまして、誰もつくり手のない農地が

このまま放置されることについては非常に懸

念を持っております。 

 ただ、この土地について、町としてどうす

るというところまでは考えが及んでおりませ

んけれども、環境保全とか自然環境のために

は何らかの手を打つということもこれから考

えていく必要があろうかと思っております。

現時点では特別な方策という考えは持ち合わ

せておりません。 

 それから、地域振興作物の大豆、それから

いろいろある中で、それ以外のものについて

振興作物の考え方はどうかというご質問であ

りました。 

 これについても中能登町農業活性化協議会

の中で振興作物については検討させていただ

いております。町内では、新たにハトムギの

生産に取り組みたいというお話も承っており

ますが、そのことについても今後協議会の中

で検討させていただいて、振興作物に取り組

むかどうかというところを協議させていただ

きたいと思っております。 

 以上でよろしいでしょうか。 

○議長（古玉栄治議員） 諏訪議員 

○８番（諏訪良一議員） 振興作物でハトム



－69－ 

ギを考えている組織があるんです。というこ

とは、麦の場合、排水が悪いと芽立ちが悪

い、イコール収量に響くんですが、ハトムギ

は比較的湿害には強いということから、これ

を何とかしてもらえばハトムギあたりを考慮

したいというような、そんな集団がありま

す。この点、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（古玉栄治議員） 田中参事兼農林課

長 

  〔田中栄一参事兼農林課長登壇〕 

○田中栄一参事兼農林課長 ハトムギの振興

作物にというご質問です。先ほど私もハトム

ギの話をさせていただきましたけれども、水

田活性化協議会の中で協議をさせていただい

て、振興作物に取り込むかどうかというとこ

ろを協議させていただきたいと先ほど申し上

げたとおりでございます。 

○議長（古玉栄治議員） 諏訪議員 

○８番（諏訪良一議員） それでは次に進み

たいと思います。 

 断水被害の軽減対策についてであります。 

 今冬は記録的な大雪と寒波に見舞われ、予

想だにしなかった宅内水道管の凍結や破裂な

どが鹿島地区内の12集落で多くの家庭で発生

しております。また、このことに伴う復旧工

事のために１日から数日間に及ぶ断水あるい

は給水制限が余儀なく強いられ、一時はそれ

ぞれにどのように対処していったらいいかと

いうことを大変困惑したものですが、反面、

今日に至っては、このことを通じて、ふだん

蛇口さえひねれば水道水が出るといったごく

当たり前と思っていた日常生活上の不便さを

再認識したねとの声も聞かれるきょうこのご

ろです。 

 マイナス４度以上、あるいはそれに近いよ

うな吹雪の中で、加えて１メートル30センチ

以上もの積雪の下にある水道管の漏水箇所を

捜し当てるということは、大変な作業であっ

たと思います。また、そのように伺っており

ますが、このことが復旧工事を進める上での

最大のネックとなった要因ではないかと推測

しております。 

 全庁対応で復旧工事に取り組むには、工事

にかかわる全員が積雪時においても漏水箇所

を速やかに掘り出せるように、管路台帳の整

備あるいは復旧体制の構築化を図っておくこ

とが肝要であろうかと考えております。この

たびの貴重な体験を糧に、今後の町防災、減

災に生かしてほしいものと思っております。 

 そこで、漏水確認作業の軽減化について、

２つ目には断水被害の軽減化について、３つ

目には空き家がかなり問題になったそうです

が空き家の宅内水道管の処置、以上３点につ

いて伺います。 

○議長（古玉栄治議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 諏訪議員の断水被害の軽減

対策についてのご質問にお答えをいたしま

す。 

 まず１点目の漏水確認作業の軽減化につい

てでありますが、鹿島地区で断水被害が起こ

った１月28日の夜20時46分に男子職員を鹿島

庁舎へ招集し、水道本管や公共施設の漏水確

認のパトロールを実施いたしました。翌日か

らは空き家等の漏水確認作業を実施いたしま

したが、当時は積雪により水道メーターを見

つけ出せない場所も多く、確認作業には４日

間で延べ167人の職員と検針員を要すること

となりました。 

 このことを踏まえ、現状の水道台帳の管理

だけでは正確なメーター位置を把握すること

は困難でありますが、緊急時に止水栓の閉栓

作業が円滑に行われるよう、最適な管理方法

について今後も引き続き検討してまいりたい

と思っております。 

 次に、２点目の断水被害の軽減化について

であります。 

 今回の断水被害では、被害を最小限にとど

めるために、夜間に配水制限をかけ、配水池

の貯水量の回復に努める一方で、合併後に整

備をした連絡管のバルブ操作により越路配水
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エリアの縮小を行いました。 

 また、断水世帯への対応としましては、飲

料水の配布や道の駅での給水所開設のほか、

災害協定を結んでおります津幡町には給水車

２台を、県には給水バルーン８台をそれぞれ

要請し、長期化を想定した準備を行いまし

た。 

 今回の被害を受けまして、有事の際には迅

速な行動がとれるよう個別のマニュアル等の

整備も行っていきたいと考えております。 

 最後に、３点目の空き家宅内水道管の処置

についてでありますが、水道利用者へは、こ

れまで以上に町の広報やホームページ、音声

告知端末等により、冬季における宅内水道管

や給湯器の凍結防止対策の徹底に加え、水道

メーター周りの除雪や清掃の協力を呼びかけ

てまいります。 

 また、長期不在を含む空き家等につきまし

ては、リスト化し所有者へ定期的に注意を促

すなど、未然防止に努めてまいりたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 諏訪議員 

○８番（諏訪良一議員） なぜ管路台帳の整

備が必要かということは、昔から段取り８分

という言葉があります。全庁対応で対応でき

るということは大変すばらしいことなんです

が、このときに量水器の確認に手間どってい

るということであれば、さほど大勢の方が出

動していてもその割に能率が上がらんのでは

ないか、こんなように思います。そういうこ

とから、やはり体制の整備あるいは管路台帳

の整備あたりが大変重要になってくるのでは

ないかと思っております。 

 それはなぜかといいますと、最近は量水器

の場所、いわゆるメーターの場所ですが、検

針の方は町の職員の方ではないわけです。シ

ルバーの方ということです。ですから場所を

聞くにはやはりシルバーの方に聞かないとわ

からない。 

 それともう１点は、できるだけ量水器の場

所を見やすい場所に移動させております。 

 そんなこともありますので、管路台帳の整

備、最も最初に手がける場所、手がける仕事

のように考えますが、このあたりをどのよう

にお考えでしょうか。 

○議長（古玉栄治議員） 田中上下水道課長 

  〔田中 智上下水道課長登壇〕 

○田中 智上下水道課長 諏訪議員の管路台

帳の整備ということでございますが、今回の

断水の教訓を受けまして、現在は水道台帳上

には地図データ上に水道の量水器、メーター

器の位置は落としてございます。ただ、この

図面等につきましては、縮尺的に申しますと

2,000分の１の図面台帳でございまして、ピ

ンポイントで探す位置までに至った図面では

ございません。なので今後は、瞬時に探せる

ような位置情報について検討してまいりたい

というように思っております。 

 この位置情報、町内には7,000余りの給水

件数がございます。一遍に全部するという面

では時間もかかりますし費用もかかります。

今後はエリアを分けながら整備を行っていき

たいというように思っております。 

 以上でございます。 

○議長（古玉栄治議員） 諏訪議員 

○８番（諏訪良一議員） 特に水道の問題だ

けではないんですが、災害復旧ということに

なると何が最も大事なのかということをこと

しの水道の取り組みを反省していただいて、

そして再検討していただきたいと思うことを

お願いして、質問を終わります。 

○議長（古玉栄治議員） 次に、13番 坂井

幸雄議員 

  〔13番（坂井幸雄議員）登壇〕 

○13番（坂井幸雄議員） ３点ばかり質問さ

せていただきます。１点目は、ふるさと会の

交流の拡大と推進についてでございます。こ

れは関東方面のことであります。もう一つは

防災士についての育成と連絡協議会か組織づ
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くりについてでございます。もう一つは教育

関係についてでございます。教員の多忙化の

改善策ということで、お願いいたします。 

 最初のふるさと会の交流の拡大と促進とい

うことでありますが、これは良川のみうら屋

さんの包装紙であります。「ふるさとは遠き

にありて思ふもの そして悲しくうたふも

の」「ひとり都のゆふぐれに ふるさとおも

ひ涙ぐむ」「遠きみやこにかへらばや 遠き

みやこにかへらばや」という、ふるさととい

うお菓子の包装紙でございます。東京に行く

ときにはこの菓子を持っていって眺めておる

わけでございますが。 

 ふるさと会は、関西方面では能登互助会、

大阪とりや会、良川会、花見月会、一青会と

いう会があって、まとめて大阪とりや互助会

となっております。鹿西さんにもいろいろと

会があるんですけれども。関東方面、特に東

京方面には、東京とりや会は二十数年前に立

ち上がったんですけれども、それ以後、拡大

していないわけでございます。 

 そこで、首都圏の在住者、関東方面の方々

の親睦を深めるための何か有効策をお考えで

あるかということであります。 

 もう一つは、交流手段の一環として、広報

なかのとの関東方面の送付数はどれだけかと

いうことでありますし、ふるさと会の結成に

向けて事務連絡費を支給できないかというこ

とでございます。先般、東京とりや会では３

月８日、二十五、六人集まって親睦会を開い

たわけでございますが、一歩拡大できないわ

けでございます。これは個人情報保護法があ

って住所の確認がとれないということであり

ますので、これを広報で結成のご案内を登載

すれば何人かの方に行き渡ると思うんですけ

れども、そのようにお考えがあるかどうかお

聞かせ願いたいと思います。 

 それと、初回でいいんですけれども、立ち

上がりは大変苦しい場面が往々にあると思う

んですけれども、せめて初回だけの結成に向

けた事務連絡費を計上できないかということ

でございます。 

 最近、石川県でも平成８年には、いしかわ

県人祭in東京ということで2008年からやって

おりますし、先般、宝達志水町でも東京ふる

さと会ということで結成され、志賀町にも穴

水にもそういう結成されております。ふるさ

と納税とかいろいろと配慮がありますけれど

も、この間、各町で、イカのとれないときに

は、ふるさと納税ということで東京から何百

万という支援があったわけでございますが、

それを目的としておるわけではございません

けれども、できるだけ東京中能登会というこ

とで拡大解釈であるんですけれども、そのよ

うな手助けができないかということでござい

ます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（古玉栄治議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 坂井議員のふるさと会の交

流の拡大と推進についてのご質問にお答えを

いたします。 

 首都圏在住者の親睦を深めるための有効策

を実施しているかについては、町としては、

東京方面で開催されているさまざまなイベン

トに職員を派遣し、交流を深める活動を行っ

ております。 

 まず、隔年で開催されております全国町村

長会主催の「町イチ！村イチ！」への出店

や、毎年開催されている「北陸フォーラム」

や「いしかわ県人祭」においてＰＲブースの

設置を行っております。 

 このことから、町としては、引き続きイベ

ントを通じて首都圏在住者との親睦を深める

とともに、在住者相互の親睦の機会がふえる

動機づけとなるよう努めております。 

 また、首都圏在住者が主催する高校の同窓

会等の親睦会には、主催者から依頼があれば

町の特産品を提供いたしております。 

 現在、関東地方において中能登町出身者で
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組織されている会については、町で把握して

いるものでふるさと会に相当する団体が１団

体、高校の同窓会が４団体あると認識をして

おります。しかし、東京にある石川県人会事

務局に確認をいたしますと、中能登町出身者

で組織されるふるさと会に相当する団体の登

録はされていないとのことであります。 

 次に、交流手段の一環として、広報なかの

との関東方面への送付数はどれだけかにつき

まして、直近に発行された平成30年３月号

は、関東地方の１都６県に273件を送付いた

しております。内訳は、多い順に東京都111

件、神奈川県51件、千葉県48件、埼玉県46

件、茨城県10件、群馬県４件、栃木県３件と

なっております。 

 最後に、ふるさと会の結成に向けての事務

連絡費等の支援はできないかについては、こ

れまでも既存の会から依頼があれば町の特産

品を提供し、会員の皆様方の交流に役立てて

いただいております。今後も特産品の提供等

は継続をしていきたいと考えております。 

 また、ふるさと会の結成に向けての機運が

高まり、設立準備に対しての助言や相談があ

った場合は、町として協力できることがあれ

ば支援をしてまいりたいと考えております

し、私自身も何回か関東のとりや会にも行き

ましたし、また鹿西の中学校の同窓会であっ

たりいろんな会にも行ってお願いをしておる

わけですけれども、結成には至っていないと

いうのは残念でありますけれども、全体に何

回か集まっていただいたりして、もう少しの

ところまで来ているのかなと、そう思ってお

ります。 

 そういう中で、結成に向けての費用とかそ

ういうものは、また相談に応じていきながら

ぜひ関東の中能登町のふるさと会をつくって

いきたいと、そんな思いでございます。 

○議長（古玉栄治議員） 町田情報推進課長 

  〔町田穂高情報推進課長登壇〕 

○町田穂高情報推進課長 坂井議員の質問に

お答えします。 

 広報なかのとに会の結成や会員募集の記事

を掲載することは可能でございます。現在広

報をお送りしている方だけでなく、記事を読

まれたご家族やご親戚の方同士で連絡をとり

合うことも可能でございますので、記事掲載

について一度ご相談いただければと思いま

す。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 坂井議員 

○13番（坂井幸雄議員） ありがとうござい

ます。最近、個人情報が大変難しいので、名

簿から勝手に引き出されないので、自発的に

広報を見て来ていただければいいんじゃなか

ろうかと。その案内を関東とりや会の人に、

どういう文章がいいか案をお示ししますの

で、登載のほどよろしくお願いします。 

 次に行きます。 

 防災士についてでございます。 

 ある雑誌では、災害に強いまちづくりとい

うことで、2011年３月11日に起きた東日本大

震災、死者が１万6,000人、依然として行方

不明の人が2,500人の人がおります。この７

年間で、昨年の九州の豪雨では被害が起き、

また一昨年の熊本地震や火山の活動、噴火や

台風や豪雪など、数多くの自然災害が起きて

います。 

 なぜ我が国に自然災害が多いのでしょうか

という文が一面あったので、ちょっとだけ読

ませていただきます。 

 ユーラシア大陸の東、大西洋の西の縁にあ

る南北に細長い地形が日本でございます。ま

た東南アジア系でもありますけれども。豊か

な自然に恵まれていると同時に、地震や台風

や豪雪や豪雨ということで自然災害が発生し

やすい場所らしいです。 

 国土は世界の陸地面積の全体の0.25％しか

ありません。世界で発生したマグニチュード

６以上の地震の約21％は我が国で起きて、世

界全体の災害被害額の18％が占めているらし
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いです。自然豊かであるとともに災害も起き

ているわけでございますが、厳しい環境にあ

ると思いますが、災害を抑え込もうとせず、

知恵を絞って防災に人的な力を加えて被害を

最小限度に少なくするということが防災士の

役目だと思います。 

 日本列島はこのような状態で、台風やら豪

雨やら地震やらあるわけでございます。特に

その件に関して、中能登町は地震についてで

ございます。これは役場の職員さんにいただ

いたものですけれども、邑知潟断層の地図で

ございます。赤いところは中能登町ごっそり

と入っておりますので、地震に対する対応策

ということで、防災の意識ということでお願

いしたいと思います。 

 当町での防災士の育成と組織づくりについ

てお聞きしたいと思います。２点目は、地域

のきずなを深めている地区の役員や自営消防

団方に声をかけて防災士になっていただいて

地域の安全を確保したいということでござい

ます。 

 現在、町では防災士が何人ほどおいでるか

お聞きしたいと思いますし、県では、防災士

さんが28年では4,583人おられますし、目標

としては知事は8,000人の防災士を養成する

ということでございます。それに合わせて各

地域で１人、一応は防災士が配置できるとい

う案であったかと思います。 

 その点、町の防災士の数と、それから組織

づくりをどのように考えておられるか、お聞

きしたいと思います。 

○議長（古玉栄治議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 坂井議員の防災士について

のご質問にお答えをいたします。 

 まず、当町での防災士の育成の促進と組織

づくりの進捗状況についてであります。 

 ご承知のように、防災士とは、日本防災士

機構から十分な防災意識と一定の知識、技能

の習得を認証された方であり、自助、共助、

協働を基本理念として社会のさまざまな場で

防災力を高める活動をされております。 

 地域の防災力向上のためには、町民一人一

人が防災意識と知識を持ち、日ごろから災害

に備える姿勢が大切であります。そして、確

かな知識、技能を習得した防災士のもと、地

域や職場など全体で協働による対策を講じる

ことが必要となります。 

 また、防災士は自主防災組織のリーダーと

なる存在であり、災害によって生じる生命や

財産に対する損害を軽減する役割を担うこと

も期待されております。 

 このことから、町では、県と連携して防災

士の育成を図るため資格取得の支援を行って

おります。育成講座の受講料については町と

県が折半し、また試験料及び認証登録料につ

いては町が全額を負担することにより、自己

負担が必要なく資格を取得できるよう取り組

んでいるところであります。 

 なお、３月までの防災士の登録人数は地区

及び事業所の取得者を合わせて118名となる

予定であります。 

 次に、組織づくりについてでありますが、

これまで防災士の方から、資格を取得したが

地域でどのように活動してよいかわからな

い、防災士相互の連携や情報共有を図りた

い、スキルアップを図りたい、防災士の組織

を設立すればどうかなど、さまざまなご意見

をいただいております。 

 町でも組織の設立は必要であると考えてお

り、これまでに４回の会議を開催し、協議を

進めてまいりました。参加された防災士の意

見としては、他の地区との意見交換や情報を

共有する場、またスキルアップを図る上にお

いても組織化したほうがよいとの意見がある

一方、地区の自主防災組織にかかわっていな

いという意見もありました。 

 町では、引き続き防災士の意見と自主性を

尊重しながら組織の設立に向けて努めてまい

りたいと考えております。 

 次に、地域できずなを深めている地区の役
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員や消防団員の方々にも声をかけて防災士に

なっていただいてはどうかについてでありま

す。 

 町では、各地区において最低１名以上の防

災士の育成を目標に取り組んでおります。こ

れまでも区長さんを通じて防災士の資格取得

に意欲のある方の推薦をいただいているとこ

ろであり、その中には地区の役員や消防団員

の方もおいでます。 

 町では、災害時の対応などを考慮し、幅広

い年齢層や多種多様な職種の方から地域のた

めに貢献したいとの強い思いのある方が防災

士として活躍されることが望ましいと考えて

おりますので、ご理解をお願いいたします。 

 今後も町民の皆様の安全、安心の確保をす

るために、災害に強いまちづくりを目指して

より一層防災力の向上に努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） ここで10分間休憩

をします。 

           午後２時29分 休憩 

 

           午後２時40分 再開 

○議長（古玉栄治議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 坂井議員 

○13番（坂井幸雄議員） 防災の関係から一

つだけお願いしたいと思います。 

 先ほどのお話でありましたが、鹿西庁舎は

耐震が危ない。鹿島庁舎が耐震が危ない。鳥

屋庁舎は耐震はオーケーということでござい

ますので、いつ災害が起こってくるかわかり

ませんので、一つの案でございますが、鹿西

庁舎の方々は鹿西中学校の１階ぐらい、鹿島

庁舎の方はラピアの１階ぐらいを使って、し

ばらく退避できるような体制も必要じゃなか

ろうかと思うのであります。これは庁舎統合

という面ではありませんけれども、防災の面

からそのような策も一つあるのではなかろう

かという思いであります。 

 ただ、先ほど野中広務さんの話もございま

したけれども、一極集中であるんですけれど

も、田中角栄さんも日本列島改造論というこ

とで地域に新幹線を走らせて国土全体をでき

るだけ豊かにしようという案もありますの

で、それは別の話でございますが、そういう

案もありますので、防災の面からはその案は

通用しないかもしれませんけれども、また考

えの片隅にでも置いていただければいいので

はなかろうかと思います。 

 その次に進みます。 

 教育関係でございますが、きのう高校の合

格発表があったと思うんですけれども、その

進路状況について学校別にお聞かせ願いたい

と思います。 

 その次は、教職員の多忙化改善策というこ

とでありますが、これは３番目の学校の部活

動における休養日の運営に関するということ

と絡み合いますので、あわせて国や県や町の

方針をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（古玉栄治議員） 袋井教育長 

  〔袋井貞司教育長登壇〕 

○袋井貞司教育長 坂井議員の教育関係につ

いてのご質問にお答えします。 

 まず、中能登中学校の卒業生の進路状況に

つきましては、まだ仮入学を終えていません

ので正式には進学先は決定していませんが、

学校別の合格者数及び進学希望者数を報告い

たします。 

 今年度も県外も含めて幅広いエリアの高校

を受験し、進学を希望しています。県外で

は、奈良県の高田商業高校に１名、東京都の

文化学園大学杉並高校に１名それぞれ合格

し、進学を希望しています。県内の私立高校

では、日本航空高校石川に４名合格し、全員

が進学を希望しています。鵬学園高校には

106名が合格し、20名が進学を希望していま

す。星稜高校には20名が合格し、４名が進学

を希望しています。金沢学院高校には15名が

合格し、６名が進学を希望しています。遊学
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館高校には２名合格し、２名とも進学を希望

しています。 

 国公立高校については、学校ごとの合格者

数を報告します。能登高校２名、田鶴浜高校

９名、七尾高校31名、七尾東雲高校29名、鹿

西高校20名、志賀高校４名、宝達高校３名、

羽咋高校16名、羽咋工業高校19名、津幡高校

４名、金沢辰巳丘高校１名、金大附属高校２

名、石川工業高等専門学校４名です。 

 次に、教職員の多忙化改善策につきまして

は、来年度から町内の小中学校で実施する主

な取り組みを報告します。 

 １点目は、タイムレコーダーの導入です。

教職員の勤務時間をできる限り正確に把握し

たいと思います。 

 ２点目は、留守番電話の導入です。平日、

小学校は午後７時、中学校は午後８時ごろを

めどに留守番電話に切りかえ、翌朝の７時20

分から通常の電話に戻します。緊急時につい

ては、管理職の自宅または携帯に連絡を入れ

てもらいます。 

 ３点目は、土曜授業の廃止です。ただし、

学校によっては土曜日にＰＴＡ行事等を開催

することはあります。また、運動会等の学校

行事が開催される場合は必ず振りかえ休日が

とられます。 

 ４点目は、リフレッシュウイークと学校閉

庁日の設定です。夏季休業中に旧盆を含む１

週間、来年度は８月11日から８月17日になり

ます、をリフレッシュウイークとし、連続す

る３日間、来年度は８月14日から８月16日を

学校閉庁日とします。ウイーク期間中は、教

職員の会議や研修会等を設定しません。ま

た、学校閉庁日には部活動は実施しません。

教職員には積極的に夏季休暇や有給休暇をと

ってもらいます。 

 ５点目は、最終退校時刻の設定です。町内

の小中学校では、平日の最終退校時刻の目標

を午後８時とし、業務終了時刻を意識して業

務を進めてもらいます。さらに、学校ごとに

月１回の定時退校日を設定してもらいます。

部活動についてはこの後お話ししますが、そ

のほか集金の口座振込や校務支援員の配置等

が挙げられます。 

 教職員の多忙化改善については、教職員自

身の意識改革だけではなく、保護者や地域の

方々の理解や協力が必要です。各学校では、

県教育員会で作成するリーフレットをＰＴＡ

総会等の際に配布し、現状や改善策を説明す

る予定です。 

 次に、部活動における休養日等の運営方針

について報告します。 

 国の方針については、スポーツ庁が平成30

年２月23日の第７回「運動部活動の在り方に

関する総合的なガイドライン作成検討会議」

においてガイドライン（案）を公表していま

す。県の方針はそれに準じていますので、あ

わせて報告します。 

 部活動の休養日は、中学校で週２日以上と

し、平日１日と土曜日または日曜日としてい

ます。大会等で土曜日も日曜日も休養日を設

定できない場合は、学校長の承認を得て翌週

の平日に休養日を設けることになります。な

お、土曜日または日曜日及び祝日、振替休日

を含めた休養日は、年間52日以上設定しなけ

ればなりません。ただし、中体連主催の大会

に出場した際に土曜日、日曜日の両日に活動

した場合については、年間で設定すべき52日

以上の日数から減ずることが認められます。

その他、夏休みなど長期休業中は、まとまっ

た長期の休養期間、オフシーズンを設けるこ

とになります。以上が県の方針です。 

 町の方針は、県の方針のとおりです。 

 部活動の休養日については、生徒が余暇を

善用するように学校だけではなく家庭や地域

が連携して取り組んでいく必要があります。

具体策については、今後検討していきたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 坂井議員 
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○13番（坂井幸雄議員） １点目の文武両道

の卒業生の進路状況ですが、自分の希望に向

けたあらゆる学校へ行ってもらえることは大

変いいことだと思います。無限の可能性ある

生徒の進学でありますので、大いに見守って

やっていきたいと思います。 

 それと、多忙化の改善策やら休養日は改革

のときは大変障害があるかと思うんですけれ

ども、それを乗り越えてやっていただきたい

と思います。 

 これで終わります。 

○議長（古玉栄治議員） 次に、４番 中川

秀平議員 

  〔４番（中川秀平議員）登壇〕 

○４番（中川秀平議員） それでは、質問さ

せていただきます。 

 ことしの１月、２月と、とってもびっくり

するほどの雪が降りました。学校の生徒さん

たち、バスのおくれ、道路の凍結、車の水が

ばしゃばしゃというふうな大変な苦労をしな

がら一生懸命学校に通っている小さな子らを

たくさん見かけました。これまでも雪は多か

ったときもあるし、冬はそんなもんだという

ふうに思っていましたけれども、例えば鹿島

小学校、小さな１年生が長靴を履いてとこと

こと歩いている姿というのは、これはもっと

何かせないかんなというふうに何回も思いま

した。 

 あの期間の中でも、地元の方々が雪どかし

をしたけれども、すぐその晩積もって次の日

はもとのもくあみだということが何回もあり

ました。きっと教育長を初め生徒たちがきち

んと学校に行けるかどうかというのは、随分

気をもんだり、こんなことをしよう、あんな

ことをしよう、これがだめだ、あれがだめだ

というのがたくさんあったと思います。 

 今回の雪は、来年からはもう来ないという

ことはあり得ません。今までこんな雪がなか

ったから来年はありませんということもあり

ません。今回こんなことがあって迷惑をかけ

た、本当はこうしなければいけなかったとい

うことが幾つもあると思います。これから同

じようなことが起きる、あるいはそれを類推

すればもっとこんなことがあるかもわからな

いということで、いろいろな対策を準備する

というのが大事だと思います。 

 そういう意味で、今回の豪雪の影響、それ

に対してどういうことがうまくいったのか、

うまくいかなかったのか、これから新しくす

ることはないのかということで、どうしたの

かというのを聞きます。 

○議長（古玉栄治議員） 袋井教育長 

  〔袋井貞司教育長登壇〕 

○袋井貞司教育長 中川議員の豪雪による小

中学校登下校の混乱についてのご質問にお答

えします。 

 まず１点目の小学生のバス通学時における

バスの不通や遅延に対して配慮が必要と思う

が今後の対策を聞くについてですが、ことし

は例年以上に大雪や寒い日が続き、２月６日

と７日には小中学校が臨時休校する事態とな

り、保護者の皆様には児童生徒の通学につい

てご心配をおかけしたかと思います。 

 さて、議員ご指摘のとおり、今回、大雪に

よる路線バスの遅延により登校時に混乱があ

りました。特に小学生のバス通学について配

慮が必要でないかということですが、大雪な

どの天候は自然のことなのでいたし方ないの

かもしれませんが、今後もし鹿島小学校の登

下校時に路線バスの不通や遅延が発生した場

合、北鉄能登バスからの不通や遅延の情報を

学校からいち早く保護者に情報が届くように

しなければなりません。そのためには、北鉄

能登バスと学校、学校と保護者間の連携を密

にして、その連絡網の構築が重要だと思いま

す。 

 路線バスを利用していない鳥屋小学校や鹿

西小学校のスクールバスについても同様であ

ります。 

 現在、各学校には、学校から保護者への連



－77－ 

絡手段として携帯電話での連絡網メールがあ

ります。緊急時には、学校から校区内の家庭

に音声告知端末で放送することも可能です。

これらの手段を活用して、いち早く情報が伝

わるようしていきたいと思います。実際、先

月の臨時休校の際には、携帯電話での一斉メ

ールと音声告知端末で情報を流しておりま

す。 

 また、教職員だけの対応では限界がありま

すので、保護者やＰＴＡ、地域の方々の連携

や協力が必要ではないかと思います。 

 次に、２点目のバスの不通や遅延時にバス

停に待っている児童に対して地域の人たちの

協力が不可欠と思うが対応はどうかについて

ですが、前回の大雪での混乱や昨年何回かの

バスの欠便や遅延を受け、鹿島小学校では、

昨年度から各バス停に緊急時の連絡協力者を

例えばＰＴＡ役員や地区委員、バス停に近い

保護者の方に協力依頼を出してお願いしてお

ります。何かあったときにはメールや電話で

連絡をとり、バス停で待っている児童に連絡

をしていただくような体制をとっておりま

す。 

 ただ、毎日バス停に立っていただく見守り

隊のようなことは、やはり地域の人たちの協

力がないとできないと思います。 

 県の教育委員会では、来年度から地域と学

校の新たな連携体制構築モデル事業を県内３

市町で実施する予定です。今回、当町は指定

されませんでしたが、この事業は、地域の

方々に学校の多忙化の現状を理解していただ

き、地域と学校の役割分担を見直しして地域

住民の参画による地域と学校の連携、協働を

促進する事業であり、町の教育委員会が中心

となり学校と地域の話し合いの場を設置し、

役割分担を点検、見直しし地域による学校支

援の再構築を図るなど、地域と学校との橋渡

しをする役割を担います。 

 この事業のような学校のニーズに応じた地

域住民による支援活動ができるようになれ

ば、例えば見守り隊のような協力もお願いで

きるのではないかと思います。今後、このモ

デル事業についても注視していき、参考にし

ていきたいと思っています。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 中川議員 

○４番（中川秀平議員） 教育長のこれから

やるという、もともと地域と学校とはバスの

乗りおりで連携はしているという話も今回初

めて聞きました。いつも見れるわけではない

というのは十分わかるんですが、小さな子が

ぽつんと、例えば水白だとか小さなバス停で

凍えながら来ないバスを待っているというこ

とがこれからもないように、今のおっしゃら

れたそういうことが始まるということをしっ

かり続けていってもらいたいと思います。 

 今のような突発的なことというのは、多分

これからもあるかもしれないし、ないかもし

れない。ただ、一旦起こったことを次もっと

うまく処理できるということはできると思い

ます。ぜひ今回の大変なことを次につなげ

て、去年はそうだったけれども、ことしはこ

んなやり方をやるから大丈夫だよというふう

になることを願っております。 

 今の教育長のお話、しっかり心にとめて、

そのとおり進んでいるかを見守っていきたい

と思います。 

 それで最初の質問を終わります。 

 次の質問です。 

 ここにヘルプマークというマークがありま

す。助けてというような意味を持っていま

す。このヘルプマーク、2020年東京オリンピ

ック・パラリンピックに向けて、このマーク

が全国共通、ＪＩＳの案内表示に指定されま

した。この意味は、助けてください。私は困

っています。手を貸してくださいという意味

です。これをぜひ中能登町の皆さんに知って

もらって、中能登町に来た人は困ったことが

あればこのヘルプマークを掲げれば、身近な

人が、近くにいる人がすぐ駆け寄って、どう
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かなさいましたか、お手伝いできますかとい

うふうに言えるような町にしたいと思いま

す。 

 このヘルプカード、カードもありますし、

マークはマークなんですけれども、ヘルプカ

ードとヘルプマークと、よくわからないんで

すけれども、そういうことがありますので、

ぜひ進めていってもらいたいと思います。 

 現在は、石川県はまだヘルプカード、マー

クというのは認定してないというふうな話も

ありますけれども、東京都がヘルプカード、

ヘルプマークを次の東京オリンピックまでに

全てのところに行き渡らせるというふうに言

っています。中能登町でそんなに助けてもら

わなくてはいけない人がいろんなところにた

くさんいらっしゃるとは思いませんけれど

も、中能登町の住民はヘルプカードというの

を知っている、ヘルプカードを持っている人

を見つけたら、自分から行ってお手伝いでき

ますかと言えるような中能登町の人が、中能

登町内だけではなくて、中能登町はそういう

のでやっているので、全く臆することなく、

できることしかできないんだけれども、お手

伝いしますからぜひ来てくださいというふう

になってもらいたいと思います。 

 このヘルプカードの推進について、町の考

え方、やり方をお聞きします。 

○議長（古玉栄治議員） 杉本町長 

○杉本栄蔵町長 中川議員のヘルプマークを

積極的に導入してはいかがかのご質問にお答

えをいたします。 

 ご指摘のとおり、ヘルプマークとは、援助

や配慮を必要としていることが外見ではわか

らない人々が周りに配慮が必要なことを知ら

せることで援助を得やすくなるよう作成され

たマークで、中川議員が示していたように、

赤の下地に白い十文字とハートの絵が描かれ

ており、町なかでも目立つものとなっており

ます。 

 （資料提示）大きさはこれくらいでござい

まして、これがカードです。そして、今見て

いただいたこれだけが、中川議員が示してい

たのはマークということでございます。 

 平成24年に東京都が作成し、著作権は東京

都に帰属し、商標登録もされております。使

用用途としましては、配慮が必要な方が身に

着けたり、公共交通機関の優先席に標示され

ております。 

 中能登町においては、東京都に使用許可を

得た上で、今年度作成予定のヘルプカードの

表面にこのマークを標示することとしており

ます。 

 こうした障害者や高齢者、妊婦などの配慮

が必要な方々に、電車やバス等での座席譲り

や災害時での優先的な避難誘導など、安心し

て生活が送られるよう地域全体で思いやりと

配慮をするヘルプマークの活用は、大変有意

義なものと感じております。 

 2020年の東京オリンピックやパラリンピッ

ク開催に向けて東京都が全国に先駆けて考案

されたこのヘルプマークは、既に全国的に取

り組みが広がりつつありますが、残念ながら

石川県ではまだ取り組みが始まっておりませ

ん。障害攻略課を立ち上げました中能登とい

たしましては、今年度中に作成いたしました

ヘルプカードとともに、今後、ヘルプマーク

の有効な活用手段を検討して石川県や近隣自

治体とともに推進を図りたいと考えておりま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 中川議員 

○４番（中川秀平議員） 力強いお言葉、あ

りがとうございます。 

 ただ、私が危惧するのは、本当に実際、中

能登町にこのカードをつけて助けてください

という人たちがたくさん来るということはな

いと思います。たまに例えばお滝さんで見か

ける、たまにどこどこで見かけるというふう

な程度だと思います。 

 それで済ませていますと、一回ヘルプマー
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ク、これはいいことだなというふうに思った

人も、すぐ忘れるということがあると思いま

す。実際のヘルプマークを見て助ける人をふ

やすというよりは、ヘルプマークをどんどん

知ってもらって、中能登町では普通歩いてい

てもそんな人はいないんだけれども、もし見

つけたらお手伝いしましょうかと言えるよう

な、ヘルプマークを覚えることで助けてもら

いたい人をきっちりつかまえるというのは、

ヘルプマークを推進するというよりは、困っ

ている人は助けましょうということをどんど

んもっともっと発信して、こんな人を見つけ

たら助けてくださいというのを町を挙げて進

める。お滝さんへ行ったら、誰かがヘルプマ

ークを持っていたら滝つぼまで案内してくれ

る。町を歩いていたら、例えば認知症の方が

歩いていてヘルプマークをつけていたら、お

困りですかとちゃんと声かけれる。中能登町

の人たちがヘルプマークを知っていることで

その人を助けるというのを広げていかなくて

はだめだと思います。 

 それは、今の議会で発言して進むのではな

くて、町の関係者が事あるごとにヘルプマー

クを知って、普通の人に知らせていくことが

一番大切だと思います。 

 最後ですが、このヘルプマーク、町として

きっちり知る人をふやすために、こういうこ

とをやりたい、やらなくてはいけないという

ふうな言葉をいただきたいと思います。どう

でしょうか。 

○議長（古玉栄治議員） 加賀参事兼福祉課

長 

  〔加賀忠夫参事兼住民福祉課長登壇〕 

○加賀忠夫参事兼住民福祉課長 ただいまの

中川議員からのご質問で、町が率先して取り

組むような体制と、地域の方々がそれを見て

お手助けができる配慮をしていただけるよう

な地域づくりが大切だということであると思

います。 

 まずは先ほど少し杉本町長並びに中川議員

も説明されましたが、ヘルプマークとヘルプ

カードの認識が合わさって間違いやすいの

で、もう一度ご説明させてもらいます。 

 先ほどお見せになられましたヘルプマー

ク、これは東京都が商標登録ということで、

昨年７月20日にＪＩＳ規格の案内用図記号と

しまして登録されております。これは東京都

が発案されたものであります。 

 それから、東京都がそれを用いまして、こ

の大きさは名刺サイズでの樹脂製のタグをつ

くられております。かばんとか衣服に張りつ

けて物品を作成しまして、東京都が都営地下

鉄で既に17万個を無料配布されております。

この裏面には病気の症状とか緊急時の対応の

記入シールの張りつけも可能となっておりま

す。これは東京都が行っているものです。 

 それから、ヘルプカードというものは、先

ほどうちの町長が示しましたが、大きさサイ

ズ的にはこういう形のサイズで（資料提

示）、ちょっと大きくすると、町ではこうい

うものを考案しております。町長の説明があ

ったように、このマークを入れることに対し

ては東京都の許認可が必要です。インターネ

ットで都のホームページを開いた中で、東京

都がこういったものの使用許可をすることを

出していまして、町なり使用者のほうがそれ

を申請しますと、都が審査をされまして、む

やみな使い方じゃないということであれば許

可をいただくということで、さっきご説明も

させていただきましたが、中能登町がつくる

ヘルプカードは東京都の既に許可を得て、３

月中にこれを野々市にございますサニーメイ

ト、そういった障害のところの施設の印刷の

ところでお願いして1,000部つくる予定にし

ております。 

 1,000部の根拠は、町で障害者が大体1,000

人弱おいでるということで、どうやった普及

をするかといいますと、障害者手帳更新時と

かそういったときに窓口へおいでたときに、

このヘルプカードを配布したいなと思ってお
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ります。 

 ただ、このヘルプカードは簡単なもので、

これはちょっと大きいんですけれども、これ

が名刺サイズになるわけですが、開きますと

普通ならＡ４判です。これはＡ３判、大きい

んです。これを町で印刷するんですけれど

も、４月以降に町のホームページにもこれを

載せまして、ダウンロードしていただければ

自由に使えるということをしたいと思いま

す。 

 切りまして折り畳みをしますとこういった

カードになりまして、中には電話番号やら診

療の主治医の先生の名前とか病気の名前と

か、そういったものが入っていまして、これ

は張りつけるわけにいかないので、個人情報

があるのでこれをお持ちいただく。ただ、こ

れは紙なので、中に入れるようなこういった

ケースはご自前でお願いをしたいということ

で、町は率先して取り組む予定です。 

 新聞にでも報道がありましたように、能美

市のほうでも平成30年度からこのヘルプマー

クとヘルプカードを発行の検討をされている

ということで、中能登町でも早期に、県内で

は早いほうでこれから取り組む予定になって

います。 

 もう１点、石川県肢体不自由児協会という

ところがございまして、こういうカードを以

前から発行しています。ヘルプマークという

形は、平仮名じゃなくてＨＥＬＰというロー

マ字でカードをつくられまして、これは障害

のある人が何かあったときに助けてください

というカードで、これは全国で石川県が先駆

けてつくられたそうであります。 

 それも、ここにもマークございますが、こ

れも３月に東京都に申請をされて、今までこ

のマークは入ってなかったんですけれども、

そういったものを今後入れて障害者の方へ広

く周知をして使っていただく形になります。 

 ＨＥＬＰの名前は、肢体不自由児協会さん

ですけれども、ＨはHandicap、ＥがEnjoy、

ＬがLife、ＰがPeopleといいまして、人々を

ハンディがあっても楽しく生きてほしいとい

うことで応援をされている形で石川県の協会

のほうはつくられております。 

 そういったことで、町で作成しますものを

障害者の手帳とかの受付時に配布したいと思

いますし、中川議員の質問にもあったよう

に、公の施設、バスと交通機関を考えたんで

すけれども、電車ではいろんな方面から乗車

される関係上、まだ認識はないかな。それか

らコミュニティバスも優先席どうぞといった

ら、あいているところへ座っていただく可能

性が多いので、公の公共機関にそういったマ

ークを活用して、ヘルプカードを配っていま

すよ、助けてあげてください、そういう形を

広めていきたいと思いますし、カード自体は

登録もしないのでご自由に皆さんが持って、

それを身につけて、さっき言われたそういう

カードを持っていることに対して住民の方が

そういうものであるという周知を我々のほう

もホームページ並びに広報とか庁舎とか、い

ろんな学習施設とかというところに張り紙と

かそういったＰＲをしていきたいと考えてお

ります。 

 以上であります。 

○議長（古玉栄治議員） 中川議員 

○４番（中川秀平議員） ヘルプカード、ぜ

ひ広めていただきたいと思います。 

 特にカードというようなきちっとした目印

があって初めて、あの人は困っているんだと

いうのがわかります。逆に、その人も助けて

くださいというのをかけやすくなります。何

かあの人、大層そうだけど大丈夫かなという

のじゃなくて、きちっとした形になる、見え

るもので助けてください。あの人が助けてく

ださいと言っているから助けなくちゃいけな

いというサイクルが町の中で当たり前に回る

ようになることを期待いたしまして、私の質

問を終わります。 

 ぜひこれからも続けてください。 
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○議長（古玉栄治議員） 次に、３番 林  

真弥議員 

  〔３番（林 真弥議員）登壇〕 

○３番（林 真弥議員） それでは、本日の

一般質問の最終の質問者であります。 

 早速ですが通告に従って質問に入りたいと

思いますが、その前に、質問に入ります前に

教育長に１点だけ申し上げたいと思います。

これは質問ではありませんので安心して聞い

てください。 

 先ほど来からことしの冬の大雪についての

質問も出ておりましたが、ことしの１月、２

月の北陸地方はかなりの積雪量となりまし

た。中能登町でも大変な大雪であったわけで

すけれども、私は、大雪だったんですが豪雪

とまでは行かないのかなというふうに考えて

おります。 

 そんな雪でしたけれども、小中学校、それ

から高校も先ほど教育長のほうからありまし

たが２日間ですか休校にもなりましたし、お

隣の福井県福井市周辺では積雪量が150セン

チに迫り、１週間余り休校となったところも

あったと聞いております。 

 そんなことしの冬でしたが、私の世代、私

の世代というのが正しい言い方なのかちょっ

とわからないんですが、私たちの世代では少

し首をかしげたくなるような光景を目にし、

今回それが特に気になったのでそれを申し上

げます。 

 それは何かといいますと、あれだけの雪の

中でも特に中学生、高校生は長靴を履いてい

ないということです。長靴履いてませんよ。

よく見ていると、小学生は大体着用している

ようですが、中学生、高校生になると、ゼロ

ではないんですがほとんど見ることはありま

せんでした。 

 このことは私は以前から気になっていて、

原因としては何なのかなと考えたときに、近

年の暖冬による少雪傾向であったり社会のグ

ローバル化というのも考えられるかなと思う

んですが、それにしてもなという思いもあり

ます。 

 膝上からもっと雪があるのに、例えばスニ

ーカーであったりスポーツシューズであった

り革靴であったり、大雪のそんな中をそうい

う履物で歩くというのはどうなんでしょう

か。ちょっと私には納得いかないんですけれ

ども。私に言わせれば、マラソン大会を革靴

やサンダルで走るみたいなもんですよ。北陸

で生まれ育った人間の文化観念としては非常

に寂しいと私は思うのですが、教育長はどの

ように見ておいでますか。 

 以前というか３年ぐらい前ですかね、東北

の豪雨災害の現地視察に長靴を持たずに行き

大恥をかいた副大臣だか政務官だか……。 

○議長（古玉栄治議員） 林議員、質問と全

く外れているので、その辺短く。全くかけ離

れた質問ですので。 

○３番（林 真弥議員） わかりました。 

 それでは１点目の質問に入ります。 

 １点目、ふるさと納税の今後の方向性につ

いて３点でお尋ねをいたしますが、その前

に、そもそもふるさと納税制度というのは何

だろう、何ぞやということに触れたいと思い

ます。 

 スタート当初の趣旨としては、生まれ育っ

たふるさとを離れて暮らす方々がふるさとを

思い、ふるさとのために何か力になりたいと

の熱い思いを持って、大切なお金を自分のふ

るさとに寄附することだったと私は認識して

おります。その行為については、同時に納税

面での優遇措置というのもあるわけですが、

その原点が大きく崩れてしまい、生まれ故郷

への思いもどこへ行ったのか、全国的に豪華

返礼品競争に走ってしまい、お金を集めるこ

とだけが目的となり、一番大切なことを忘れ

ていたのが近年のふるさと納税だったと私は

感じております。 

 幸いにも、それを見かねた総務省が過熱状

況にストップをかけ、豪華返礼品競争のブー



－82－ 

ムは一段落した感がありますが、それらの経

緯を踏まえて、１点目、返礼品の内容ともあ

わせて町のふるさと納税の現状を聞きたいと

思います。 

 ２点目ですが、今後の町のふるさと納税に

対する考え方、方向性をお伺いしたいと思い

ます。 

 ３点目、豪華返礼品競争の分がちょっと静

かになったんですけれども、最近、全国の自

治体の中で使途を、使い道を一つに定めたふ

るさと納税というのが少しずつ出てきており

ます。使途を１点に定めたふるさと納税に町

として何かこういうものに取り組みたいとい

うのがもしあるのであれば、ご答弁願いたい

と思います。 

 この３点です。 

○議長（古玉栄治議員） 杉本町長 

  〔杉本栄蔵町長登壇〕 

○杉本栄蔵町長 ふるさと納税の今後の方向

性についてのご質問にお答えをいたします。 

 まず、返礼品の内容とあわせて町のふるさ

と納税の現状についてお答えをいたします。 

 中能登町では、平成20年度からふるさと応

援寄附の制度を導入し、今年度で10年目とな

ります。ことし２月10日時点で、これまでに

延べ340件、総額でおよそ2,700万円のご寄附

をいただき、基金として積み立てをしている

ほか、中能登中学校の備品購入や健康福祉、

妊婦体験セットなど、中能登町の施策の実現

のため有効に使わせていただいております。 

 さらに、平成27年度からは返礼品制度を導

入し、寄附金額の２割相当分を中能登町自慢

の地酒や伝統の織物、能登上布の小物など、

町の特産品等がふんだんに盛り込まれたおよ

そ40種類の返礼品を用意し、この中から納税

者にお選びをいただいております。 

 また、ことし３月には、能登上布の機織り

体験や能登繊維振興協会によるタペストリー

製作、「道の駅」織姫の里なかのとのお食事

券の提供など、単に返礼品を受け取るだけで

はなく、中能登町に訪れる動機づけとなるよ

う体験プログラムや食事といった記憶や記念

に残るものを新たに返礼品として加えまし

た。 

 次に、今後の方向性についてお答えをいた

します。 

 ふるさと納税をいただきました皆様方に対

しては、引き続き中能登町ファンとして応援

をしていただくために、町の施策にどのよう

に生かされているかをお知らせしていく必要

があります。 

 あわせて、一人でも多くの皆様方にふるさ

と中能登町の魅力を発信するために、これま

で以上に返礼品の種類をふやすとともに、中

能登町産にこだわった返礼品を広く募集をし

たいと考えております。 

 次に、使途を定めたふるさと納税への取り

組みについてお答えをいたします。 

 納付いただいたふるさと納税の使途につい

ては、現在、町総合計画の将来像に基づき、

にぎわいと活力あるまちづくり、健康でいき

いきと暮らせるまちづくり、地域の風土を活

かしたまちづくり、強い絆を育むまちづく

り、学びを支えるまちづくりのほか、町政一

般の活用の６つの使途をお示しし、納税をさ

れる際に納税者の方に一つお選びいただいて

おります。 

 なお、せっかくご寄附をいただいたふるさ

と納税の使途については、今後、具体的に思

い描くことができるよう、例えば能登上布の

伝承費用や町祭の開催費用、トレイルラン大

会の開催費用などの活用策等をわかりやすく

お示しし、納税者の意向が生かせるような仕

組みづくりも検討していきたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（古玉栄治議員） 林議員 

○３番（林 真弥議員） 町のふるさと納税

の現状について、町長からいろいろご説明い

ただきました。 

 私、先ほども言いましたけれども、全国的
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に豪華返礼品というのが過熱したときに、で

も中能登町とすれば町が豪華返礼品の競争に

加わらなかったということは、私は個人的に

は評価したいなと、そう思っています。私

は、ああいう豪華返礼品競争は多分一過性だ

ろうな、ブームで終わるんだろうなというよ

うな思いでいたものですから、町の姿勢に対

してはすごく評価をしたいと思います。 

 先ほどの使途を定めたふるさと納税という

お話をさせていただいたんですけれども、今

ほど町長のほうから幾つかの案というか候補

として挙がっておりましたが、県内で見ると

能登町が、あそこはイカ釣り船団が基幹産業

でありますけれども、皆さんご存じのとおり

日本海での外国船籍の不法操業によって能登

町のイカ釣り船団は大きな被害を受けており

ます。その大きな被害を受けたイカ釣り船団

に特化したふるさと納税を行うというふうに

新聞にも出ておりました。 

 それと、これは他県なんですけれども、群

馬県のみなかみ町というところがありますけ

れども、ここの観光の目玉としてＳＬを展示

してあるそうなんですね。その展示されてい

るＳＬがかなり風、雨、雪で劣化というんで

すか汚れてきて、観光の目玉としては少し修

繕しなければいけないなと、そんな状況にな

ったそうなんです。その修繕の費用をふるさ

と納税で行った。その記事を見たものですか

ら、私、みなかみ町の担当課へ電話して聞い

たんです。そうしたら、あっという間に集ま

ったと。町出身者の方のみならず、ＳＬファ

ンの方もたくさんご寄附いただいたというふ

うな話をされておりました。 

 使途を定めたふるさと納税ということで、

私から一つ提案を申し上げたいと思います。

昨年の12月に中学生議会をさせていただきま

した。たくさんの中学生が傍聴席にも来てい

ただきましたし、こういう一般質問の形式で

何人かの中学生にもこの質問台に立っていた

だきました。 

 その中の一つで、中学生が提案した一つ

に、ふるさと恩返し奨学金というのがありま

した。ふるさと恩返し奨学金ですけれども、

詳しく説明すると長くなるんですけれども、

簡単に言いますと、この町に生まれて中学

生、高校生の間、町にいろんな形でボランテ

ィア活動をする。学業の合間を見てボランテ

ィア活動をする。そういうボランティア活動

を熱心にした生徒たちで大学進学したい、専

門学校へ進学したい。その子たちが将来学校

を卒業したら、また地元へ帰ってきて学んだ

こととか得た資格とかを生かして町で頑張り

たい。そういう人生ビジョンがある生徒に、

町としてふるさと恩返し奨学金という名前で

奨学金を出してもらえないかと。そういう提

案だったと思います。 

 すごくいい提案だなと思ったんですけれど

も、当然、財源が必要になってきますので、

それをふるさと納税に求めればどうかなとい

う提案をさせていただきたいなと思います。 

 あの質問をしたのは女の子でしたけれど

も、ちょっと後から話を聞いたんですけれど

も、かなり真剣な思いであったなという、そ

の真剣さが伝わってきましたので、ぜひ、ふ

るさと恩返し奨学金という名前じゃなくても

いいんですけれども、それに類似した奨学金

制度の財源をふるさと納税に求めればどうか

なという思いがあるんですけれども、町長、

いかがでしょうか。 

○議長（古玉栄治議員） 高名企画課長 

  〔高名雅弘企画課長登壇〕 

○高名雅弘企画課長 林議員の質問にお答え

いたします。 

 昨年12月に開催されました中能登町子ども

議会におきまして、質問に立った中能登中学

校の生徒から、ふるさと納税を活用したふる

さと恩返し奨学金制度の創設の提案がありま

した。この提案は、生徒みずからが将来、自

分たちが生まれ育った中能登町に恩返しをし

ようとする郷土愛の強い思いがあらわれたす
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ばらしい提案だと考えております。 

 今回、この提案を実現するための取り組み

についてのご質問ですが、制度設計に当た

り、次の観点で検討を要すると考えておりま

す。 

 まずは、ふるさと納税を財源としたふるさ

と恩返し奨学金について、ふるさと納税の金

額が十分に確保できるのか。財源が賄われな

くても制度を導入するのか。金額や期間、対

象などはどのように定めるかなど、より具体

的な検討や想定をすることとなります。 

 したがいまして、この提案につきましては

今後の研究課題とさせていただきますので、

ご理解をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 林議員 

○３番（林 真弥議員） 今ほどの課長のご

答弁を聞きまして、いい提案だったなという

思いの中でも、すごくいろんな課題があると

いう、そんなお話であったわけですけれど

も、確かに課長のおっしゃるとおり、提案と

すればすごくおもしろいなという思いがある

んですけれども、じゃ実際それを実現できる

かいうと、今課長がおっしゃったようにいろ

んな課題がありますので、一遍にすぐできる

ものではないとは思いますけれども、端から

できないじゃなくて実現に向けて、少し時間

はかかってもそれに向けた取り組みに取り組

んでいただきたいなと私は思います。 

 ふるさと納税という制度を使って、他の自

治体には独自の発想で若者たちに夢を与える

取り組みに期待したいと思います。 

 では、この質問はこれで終わります。 

 ２点目です。 

 ２点目ですけれども、中能登町の文化協会

の活動全般についてお尋ねをいたします。 

 町長は以前、詩吟の会に所属されていたと

思うんですけれども、最近、詩吟のほうはい

かがでしょうか。なかなか忙しくて練習でき

ないということですね。 

 私も山の会というところに所属しておりま

して、山の会ですから山登りをしているわけ

なんですが、山の会なんですが、なぜかあそ

こは体育協会ではなく文化協会となっており

ます。 

 私の所属している文化協会の山の会です

が、現在、会員は25名、最高齢は78歳。私と

妻は夫婦で入っておりまして、入会して８年

ぐらいたちましたかね。うちの妻が最年少と

なっております。できれば20代の方、30代の

方、40代の方の入会を望んではいるんです

が、今のところそういう若い世代の入会が実

現していないのが現状であります。 

 教育長は何か文化的な趣味というのはござ

いますでしょうか。 

 教育長、私、以前に文化協会の役員の方と

少しお話をする機会がありまして、そのとき

にいろいろと協会全体の悩みとか課題をお聞

きし、それが今回の質問となっているわけで

すが、その悩みや課題の内容を踏まえて２点

でお尋ねします。 

 １点目ですが、現在の中能登町文化協会の

活動全般について町の見解を聞きたいと思い

ます。 

 ２点目、会員の高齢化や会員数の減少傾向

などの課題を聞きますが、町として何か対策

を考えていらっしゃるのかどうか。 

 この２点でお聞きしたいと思います。 

○議長（古玉栄治議員） 袋井教育長 

  〔袋井貞司教育長登壇〕 

○袋井貞司教育長 林議員の中能登町文化協

会の活動全般についてのご質問にお答えいた

します。 

 まず１点目の現在の文化協会の活動全般に

ついて町の見解を聞くについてであります

が、まず文化協会の主な活動としては、文化

まつりや芸能発表といった事業の運営、中能

登町文化だよりの発刊、文化協会功労者の表

彰等を毎年行っておられます。 

 また、加盟団体の皆様には、文化、芸術活
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動に日々努められ、町の関連行事や施設など

への慰問、ボランティア活動、県庁ロビーコ

ンサートなどにも積極的に参加されており、

町民憲章の一節にあります「生涯にわたり学

び合い、文化の香り高いまちをつくります」

を実践されていると認識しております。 

 次に、２点目の会員の高齢化や会員数の減

少傾向などの課題を聞くが町としての対策は

についてでありますが、平成29年度における

加盟団体は89団体であり、会員数が1,122名

と年々減少ぎみであることは私も承知してお

ります。特に高齢化による退会が目立ってき

ており、各単位団体とも会員数の確保が最大

の課題であると思います。 

 そうした中、文化協会で全戸配布されてい

る「文化だより」の紙面で積極的にＰＲされ

ておりますし、中には公共施設の各所に会員

募集のポスターを張り会員の加入促進に努め

られている団体も見受けられます。 

 このように各単位団体の自助努力で物事を

解決していただきたいというのが町のスタン

スでありますが、町が協力できることとして

は、例えば生涯学習講座に各団体の事業を取

り入れることが考えられ、受講者に興味を持

ってもらうことで会員の若返りが図られるの

ではないかと思っております。 

 また、加盟団体数の増加促進については、

協会加入のメリットである生涯学習施設の使

用料免除や町有バスが利用できるといったこ

とを広く周知することも効果的だと思いま

す。 

 親睦と融和を大切にした団体活動の魅力を

感じていただくためにも、今後も文化協会並

びに各単位団体からの要望にはできるだけ応

えられるようにしてまいりますので、ご理解

のほどをよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 林議員 

○３番（林 真弥議員） 今ほど教育長のほ

うから生涯学習講座のほうにいろいろ活動を

組み入れていきたいというふうなご答弁だっ

たと思うんですけれども、単位団体が89団体

あるということで、いろんな活動があります

けれども、生涯学習講座というのは年間何回

ですかね、回数も限られていると思うんです

ね。各団体の中で、じゃやりますというとこ

ろもあれば、そうじゃないところもあるかも

しれないんですけれども、その辺どういう分

野、こういう分野、こういう分野といろんな

分野ありますけれども、生涯学習講座へどう

やっていろんな団体から募集しますかね。ど

うやって募集しますか。 

○議長（古玉栄治議員） 正谷生涯学習課長 

  〔正谷 智生涯学習課長登壇〕 

○正谷 智生涯学習課長 ただいまの林議員

のご質問にお答えいたします。 

 文化協会自体は89団体、1,122名で、１団

体で十数人でありまして、部門としては文

化、美術とか８部門がございます。その中か

ら一つのものを生涯学習講座というとあれで

すし、いろんな団体とか流儀とかございます

ので、その辺はまた文化協会のほうと相談し

ながら決めたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（古玉栄治議員） 林議員 

○３番（林 真弥議員） 先ほど私がお話し

しました私が所属しています山の会ですけれ

ども、この会もずっと新しい団員が入ってこ

なかったというのがありまして、だんだん平

均年齢が上がっていきました。団員確保のた

めに何か策はないかなというふうに会のほう

で話し合った結果、４年前、生涯学習課のほ

うへお願いしまして、中能登町の山の会が協

力をするということで生涯学習講座に白山登

山というのをさせていただきました。平成27

年度、28年度と２回させていただいたんです

ね。27年度は大人数だったんですけれども50

名余りが参加していただきました。28年度

は、ちょっと50名が大変だったので半分ほ
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ど、20だったか25だったかにして行ったんで

すけれども、どちらも参加者は定員どおりに

なりました。その町民登山をきっかけに、町

民登山へ行かれた方の中から五、六人、山の

会へ入会していただきました。 

 そういう経緯がありまして、生涯学習講座

というのは私は会員確保にはすごく有効だな

と。私の体験からはそんなふうに感じており

ます。生涯学習講座だけではなくて、もっと

入りやすいというんですか、もっと興味を抱

くような文化協会活動になってくれればなと

思います。 

 若い方の入会を望むという話をしましたけ

れども、実際20代、30代、40代という年齢の

方は、仕事もあり、結婚、子育てがいろいろ

忙しい年齢のときであります。それに加えて

近年の余暇の過ごし方というんですかね、自

分の趣味のやり方というのが団体行動よりも

個人、数人での活動というのがふえてきてい

るように思うんです。そういう団体に加盟す

るというのが少し遠のいてきているような感

じもあります。 

 そんなことを考えると、一番入会しやすい

年齢というのは、やはり仕事を定年になられ

たというか、仕事の時間にも余裕ができて、

子供の手も離れて少し時間ができた。じゃ自

分の趣味をやろう。そんな年齢の方が一番入

ってきやすいんだろうなと、そう思います。 

 どんなふうにそんな方々にアピールして入

っていただく、こっちを向いていただくかと

いうのは、もちろん文化協会のほうで一番考

えるべきなんですけれども、町のほうとして

もぜひ、ともに考えるというか、会員増に努

めていただきたいなと思うんですが、その辺

はもう一度、教育長、ご答弁願えませんか。 

○議長（古玉栄治議員） 袋井教育長 

○袋井貞司教育長 町民憲章でも「生涯にわ

たり学び合い、文化の香り高いまちをつくり

ます」ということをうたっているわけですか

ら、極力そういう会員をふやして盛んに文化

活動ができるようにということで、文化協会

の方といろいろと相談をしながら策を練って

いきたいと思いますので、その辺よろしくお

願いします。 

○議長（古玉栄治議員） 林議員 

○３番（林 真弥議員） いろいろとご答弁

いただきました。文化協会に任せっ切りにせ

ず、町も協力して、町民憲章にもあるとおり

文化の香り高いまちづくりというので進めて

いただきたいなと思います。 

 町長もぜひよろしくお願いします。 

 以上で終わります。 

 

 ◎散   会 

○議長（古玉栄治議員） 以上で本日の日程

は終了いたしました。 

 これをもって一般質問を終結します。 

 次回は、３月20日午後３時から本会議を再

開します。 

 ご苦労さまでした。 

           午後３時57分 散会 
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           午後３時10分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（古玉栄治議員） ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員数は14名です。定足数

に達しておりますので、本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎各委員会委員長報告 

○議長（古玉栄治議員） 日程第１ 

 これより、３月定例会議から付託しており

ました議案第62号から議案第94号及び請願第

３号を一括して議題といたします。 

 以上の案件に関し、各委員会における審査

の過程及び結果について各委員長の報告を求

めます。 

 最初に、教育民生常任委員会委員長 笹川

広美議員 

  〔教育民生常任委員会委員長（笹川広美 

   議員）登壇〕 

○教育民生常任委員会委員長（笹川広美議

員） 教育民生常任委員会における審査の過

程並びに結果についてご報告いたします。 

 今定例会議で付託されました案件は、議案

15件であり、執行部からの説明を求め、慎重

に審査をいたしました。 

 審査の過程における質疑、意見など、主な

ものについて申し上げます。 

 初めに、議案第68号 中能登町体育施設条

例の一部を改正する条例について、町体育施

設の使用において、町外の方が使用する場合

に使用料の徴収など適切に行われているのか

説明を求めました。これについて、利用者に

対しては使用名簿に氏名、住所を記載してい

ただき、町外利用者には管理人が使用料を徴

収しており、今後も適切に対応するよう指導

していきたいとの説明を受けました。 

 次に、議案第78号 平成29年度中能登町一

般会計補正予算、歳出、第３款民生費、自立

支援事業、印刷製本費２万4,000円の増額補

正について、ヘルプカードを作成するとのこ

とだがカードの活用と周知はどのように行う

のか説明を求めました。カードは免許証サイ

ズの大きさで、氏名、住所、障害の度合いな

どを本人が記載し、支援などが必要なときに

提示するために所持するものであり、1,000

冊を29年度内に作成し配布する予定であり、

周知については、４月以降、町広報等でＰＲ

したいとの説明でした。 

 次に、同じく議案第78号、第３款民生費、

学童保育事業1,925万4,000円と大きく減額補

正した理由について説明を求めました。これ

については、１つ目の理由は、かしま放課後

児童クラブの建設工事の入札残が1,500万円

となったこと。２つ目の理由は、嘱託職員を

募集したが募集人数には満たなかったため、

２名分356万円の減額となったとの説明でし

た。 

 次に、同じく議案第78号、第10款教育費、

学校教育事務局費、国県等返還金、へき地児

童生徒援助費216万円の増額補正について説

明を求めました。これについては、平成29年

２月に受けた会計実地検査で補助金が過大に

交付されているとの指摘を受け、返還するも

ので、過大と指摘された内容は、学校統合に

伴い、遠距離通学費を統合から５年の間、国

から補助金が交付されるが、補助金要綱の読

み込みが足りず、国の補助金対象の距離では

なく中能登町が条例で定めた距離で申請をし

たため過大申請の指摘を受け、返還するため

の返還金の増額補正を行ったとの説明を受け

ました。 

 質疑終了後、討論、採決の結果、当委員会

に付託されました議案15件については全会一

致で可決いたしました。 

 なお、今回報告いたしました結果につきま

しては、お手元に配付済みの委員会審査報告

書のとおりであります。 
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 以上で教育民生常任委員会からの審査結果

の報告を終わります。 

○議長（古玉栄治議員） 次に、総務建設常

任委員会委員長 宮下為幸議員 

  〔総務建設常任委員会委員長（宮下為幸 

   議員）登壇〕 

○総務建設常任委員会委員長（宮下為幸議

員） 総務建設常任委員会における審査の過

程並びに結果についてご報告いたします。 

 今定例会議で付託されました案件は、議案

11件、請願１件であり、執行部からの説明を

求め、慎重に審査をいたしました。 

 審査の過程における質疑の概要について申

し上げます。 

 まず最初に、議案第62号 中能登町中小企

業及び小規模企業振興基本条例の制定につい

て、商工会への未加入者も対象となるのか説

明を求めました。これに対し執行部からは、

商工会への加入、未加入にかかわらず全ての

中小企業を対象にするとの説明を受けまし

た。なお、商工会が調べたところでは、中能

登町内で小規模事業者は677社、中規模事業

者は75社で、合計752社との報告を受けまし

た。 

 続いて、議案第78号 平成29年度中能登町

一般会計補正予算について、歳入、第14款県

支出金、農業費補助金の強い農業づくり交付

金と、歳出の第６款農林水産業費、農業振興

費、補助金、産地パワーアップ事業との整合

性について説明を求めました。これに対し、

歳入の強い農業づくり交付金は国の補助事業

名であり、歳出の産地パワーアップ事業は県

の補助事業名であるとの説明を受けました。

なお、産地パワーアップ事業の内容は、農事

組合法人能登花見月への田植え機１台購入分

とＪＡ能登わかば農協のライスセンター機械

購入分の補助事業であるとの説明を受けまし

た。 

 次に、同じく歳出の第２款総務費、自治振

興事業、区長会への補助金の減額補正が大き

い理由について説明を求めました。これに対

し、区長会の視察研修先が台湾であることか

ら例年より参加者が少なかったためとの説明

を受けました。 

 次に、同じく歳出の第２款企画総務費、報

奨金の空き家等登録促進奨励事業の今年度の

実績件数について説明を求めました。これに

対し、促進奨励金の合計件数が７件で、内訳

として、家財道具処分が４件、地区における

登録あっせんが２件、地区のあっせん物件成

約が１件であるとの説明を受けました。 

 次に、同じく歳出の第２款地域おこし協力

隊事業の現況について説明を求めました。こ

れに対し、本年度は地域おこし協力隊員数３

名を目指して募集を行ったが応募がなく、現

在、道の駅で活動している隊員１名のみであ

り、本年の７月末をもって交付対象の３年間

の任期満了となります。引き続き町内に住居

を置き野菜づくりを行う予定である。また、

来年度、新たに女性１名が協力隊として５月

の連休明けに着任予定であるとの説明を受け

ました。 

 次に、同じく歳出の第６款農林水産業費、

農業施設管理費、使用料及び賃借料の土地借

り上げとはどこなのか説明を求めました。こ

れに対し、現在建設中の瀬戸地内のバイテッ

ク工場用地内に、面積744平米、地権者１名

の所有権移転ができず、７月から３月までの

９カ月分の賃借料が必要となったとの説明を

受けました。 

 次に、議案第82号 平成29年度中能登町下

水道事業特別会計補正予算の歳出、第１款総

務費、公共下水道施設管理費、バイオマスメ

タン発酵施設維持管理の委託料1,340万円の

減額補正について内容説明を求めました。こ

れに対し、当初４月からの施設維持管理費用

を計上していたが、実際には本格稼働が10月

となったことから減額となったとの説明を受

けました。 

 次に、同じく歳出の第２款下水道事業費、
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社会資本整備総合交付金事業費、バイオマス

メタン発酵性能評価研究の委託料1,801万円

の減額補正について内容説明を求めました。

これに対し、バイオマスメタン発酵性能評価

研究とは、発酵槽内の汚泥濃度やガス発生量

などの検証や分析を行う業務であり、これも

先ほどの施設維持管理の委託料と同様で、当

初４月からを予定していたが、実際には本格

稼働後の11月からと委託期間が短くなったこ

とから減額となったとの説明を受けました。 

 以上、質疑の主な概要でございます。 

 質疑終了後、討論、採決の結果、当委員会

に付託されました議案11件については全会一

致で可決いたしました。 

 続いて、請願１件につきましても全会一致

で採択いたしました。 

 なお、今回報告いたしました結果につきま

しては、お手元に配付済みの委員会審査報告

書のとおりであります。 

 以上で総務建設常任委員会からの審査結果

の報告を終わります。 

○議長（古玉栄治議員） 次に、予算審査特

別委員会委員長 諏訪良一議員 

  〔予算審査特別委員会委員長（諏訪良一 

   議員）登壇〕 

○予算審査特別委員会委員長（諏訪良一議

員） 予算審査特別委員会における審査の過

程並びに結果についてご報告をいたします。 

 当委員会は、去る３月９日、12日並びに13

日の３日間にわたり開催し、町執行部の出席

を求め、本定例会議から付託を受けました平

成30年度各会計予算の議案８件について慎重

に審査を行いました。 

 まず、付託議案における委員会採決の結果

についてご報告いたします。 

 議案第85号 平成30年度中能登町一般会計

予算 

 議案第86号 平成30年度中能登町後期高齢

者医療特別会計予算 

 議案第87号 平成30年度中能登町介護保険

特別会計予算 

 議案第88号 平成30年度中能登町国民健康

保険特別会計予算 

 議案第89号 平成30年度中能登町下水道事

業特別会計予算 

 議案第90号 平成30年度中能登町分譲宅地

造成事業特別会計予算 

 議案第91号 平成30年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計予算 

 議案第92号 平成30年度中能登町水道事業

会計予算 

 以上８件について審査を行いました。 

 議案第85号から議案第92号までの一般会計

及び各特別会計並びに水道事業会計予算の議

案８件については、全会一致で可決と決定し

ました。 

 次に、委員会の審査の過程で委員各位より

出された質疑、指摘、要望等について、主な

ものを取りまとめしたので申し上げます。 

 質疑では、初めに、平成30年度中能登町一

般会計予算の歳出で、第２款総務費、公衆無

線ＬＡＮ環境整備事業費において、不動滝の

Ｗｉ－Ｆｉ電波の届く範囲について質疑があ

り、おおむね200メートル程度であるとのこ

とでした。 

 次に、鹿島庁舎管理事業において、冷暖房

の施設修繕は行うとのことだが、現在雨漏り

している状況については今後修繕を行う予定

はないのかとの質疑に対し、大規模な修繕は

考えていないとの説明を受けました。 

 次に、企画総務費、コミュニティバスの運

行委託料及び生活バス路線維持対策補助金で

29年度から大幅に増額計上となった理由につ

いて質疑があり、委託料については燃料費の

高騰が主な要因であること。補助金は、昨年

度まで路線バスの赤字に対する補助は事業者

３分の１、県３分の１、町３分の１だったも

のが県３分の１、町３分の２の負担割合で計

上したため大幅な増額となったとの説明を受

けました。 
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 次に、地方創生推進交付金事業、バリアフ

リーなまちづくり委託料及び補助金について

詳細説明を求めたところ、町の繊維産業を生

かし、障害者のための着物や車椅子のタイヤ

カバーなどの商品開発、また人材確保を行い

事業を進めたいとの説明を受けました。 

 次に、第３款民生費、保育園運営費、保育

園再編検討会議、委員の非常勤職員報酬で、

今後の保育園等の再編方針について説明を求

めました。これについては、平成32年度から

の地方公務員法及び地方自治法の一部改正に

当たり、町では嘱託及び臨時職員の雇用を民

間へ委託する方向で進めており、保育園でも

同様に検討していることから、今後、民間委

託の職員で構成する保育園として業務委託す

ることなど、民営化も含め保育園再編検討会

議で検討していきたいとの説明を受けまし

た。 

 次に、第４款衛生費、健康づくり推進費、

健康づくり推進事業、自殺対策計画策定委員

報酬で、計画及び委員について質疑があり、

自殺対策基本法の改正で新たに県や町にも計

画の作成が義務づけられたもので、保健、福

祉、警察など関係機関が連携を図り進めてい

きたいとの説明を受けました。 

 次に、第８款土木費、社会資本整備総合交

付金事業におけるＴ－１号線外消雪配管更新

工事について、どのような計画で行うのかと

の質疑があり、本消雪配管は布設後25年ほど

経過しており、良川地区と西馬場地区の境界

から順に北上しながら更新工事を行う計画

で、30年度は830メートルを予定していると

の説明を受けました。 

 次に、第10款教育費、学校教育事務局費、

奨学生選考審査委員会委員、非常勤職員報酬

で、委員の選考及び給付対象者の基準につい

て質疑がありました。委員の選考については

町の条例で議会議員１名、教育委員会の委員

１名、副町長その他職員１名、学識経験を有

する者２名とあり、現在は教育委員会委員、

副町長、学識経験者２名の計４名に委嘱して

いるとのことです。給付対象は町内で成績優

秀で生活に困窮している方としており、１人

月１万円の給付であるとのことでした。今後

の課題として、生活困窮者の具体的な所得金

額の明示を条例等で検討しているとの説明を

受けました。 

 次に、中学校管理費、ＧＴＥＣ検定試験委

託料で対象者について質疑があり、中学２、

３年生が対象であるとの説明を受けました。 

 次に、生涯学習センター管理運営事業、原

子力防護施設維持管理委託料について、どの

ような管理をするのか質疑があり、自家発電

設備、陽圧化装置、地下タンクの点検を行う

ものであり、維持管理のため毎年この経費が

かかるとの説明を受けました。 

 次に、議案第87号 平成30年度中能登町介

護保険特別会計予算の歳出、第３款地域支援

事業、介護予防・生活支援サービス事業費、

短期集中予防事業委託料について詳細説明を

求めました。これについては、１つ目はあし

こし元気アップ教室で、１クール13回を年２

回行うもので、29年度はアスロンの健康運動

指導士の指導を受けながら介護状態にならな

いように筋力を鍛えるものであるとのこと

で、２つ目のスーパー元気アップ塾は、病院

からの退院後にリハビリを行うもので、29年

度は董仙会に委託して行い、受講も多かった

ことから３人から10人にふやして予算を計上

したとの説明を受けました。 

 次に、議案第89号 平成30年度中能登町下

水道事業特別会計予算の歳出、第１款総務

費、公共下水道施設管理費、地方公営企業法

適用化委託料について質疑があり、28年度か

ら企業会計方式の移行のため工事情報の整

理、資産の整理を進めているが、30年度が最

終年度となり、システムの構築及び条例や規

則等の改正業務を委託するとの説明を受けま

した。 

 また、指摘及び要望事項としては、１点
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目、デマンドタクシーやコミュニティバスに

ついては、ルート検討や試算などを行い、よ

り便利な交通体系となるよう地域公共交通会

議において協議すること。２点目、結婚推進

事業では、事業の推進及び評価を行いながら

事業を展開すること。３点目、個人番号カー

ドの利用方法等について、引き続き周知を行

い普及啓発に努めること。４点目、福祉タク

シー券の利用について周知すること。５点

目、下水道の加入促進に一層の努力をするこ

と。 

 最後に、旧丹後邸の整備についてでありま

す。 

 現在、伝統的建造物群保存地区の指定に向

けて取り組んでいるとのことであり、当初予

算では、国指定有形文化財の適用外である離

れの部分の改修費用として工事請負費1,000

万円が計上され、移住、定住の促進、創業支

援を目的とした改修であるとの説明を受けま

した。 

 しかしながら委員からは当議会に対して、

旧丹後邸そのものを何に利用していくのか、

国指定有形文化財の指定箇所である母屋の改

修があるのか、今後の旧丹後邸における利用

案として、母屋、離れを合わせた施設全体の

計画案が説明されていないのではないかとの

議論がありました。 

 これを踏まえて、執行部においては、29年

度予算に計上済みである離れ部分の基本設計

を示し、取り壊しを含めた協議をした上で今

後の予算を執行することを要請しておきま

す。 

 平成30年度当初予算は、一般会計で約100

億円であり、各特別会計並びに水道事業会計

を合わせ総額約172億円であります。地方交

付税の縮減が大きく影響する厳しい状況であ

りますので、適切な予算の執行を求めます。 

 なお、今回ご報告いたしました結果につき

ましては、お手元に配付済みの委員会審査報

告書のとおりであります。 

 以上で予算審査特別委員会の報告を終わり

ます。 

○議長（古玉栄治議員） 以上で各委員会の

委員長報告が終わりました。 

 

 ◎質   疑 

○議長（古玉栄治議員） これより、各委員

長報告に対する質疑を一括して行います。 

 質疑の方はありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 質疑を終結します。 

 

 ◎討論、採決 

○議長（古玉栄治議員） 次に、議案第62号

から議案第94号について一括して討論を行い

ます。 

 まず、反対討論の発言を許します。ありま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 以上で討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 まず、 

 議案第62号 中能登町中小企業及び小規模

企業振興基本条例の制定について 

 議案第63号 中能登町放課後児童クラブ条

例の制定について 

 議案第64号 中能登町指定居宅介護支援等

の事業の人員及び運営に関する基準を定める

条例の制定について 

 議案第65号 中能登町指定地域密着型サー

ビス事業者等の指定に関し必要な事項を定め

る条例の制定について 
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 以上、議案４件を一括して採決します。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する各委員長の報告は、全会一致

で原案のとおり可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（古玉栄治議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第62号から議案第65号は、原

案のとおり可決されました。 

 

○議長（古玉栄治議員） 次に、 

 議案第66号 中能登町個人情報保護条例の

全部改正について 

 議案第67号 中能登町職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例について 

 議案第68号 中能登町体育施設条例の一部

を改正する条例について 

 議案第69号 中能登町国民健康保険条例及

び中能登町特別職の職員で非常勤のものの報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 議案第70号 中能登町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例について 

 議案第71号 中能登町介護保険条例の一部

を改正する条例について 

 議案第72号 中能登町コーポとりや条例の

一部を改正する条例について 

 議案第73号 中能登町後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例について 

 議案第74号 中能登町企業立地の促進等に

よる地域における産業集積の形成及び活性化

のための固定資産税の課税の特例に関する条

例の一部を改正する条例について 

 議案第75号 中能登町指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例等の一部を改正する条例に

ついて 

 議案第76号 中能登町地域包括支援センタ

ーの包括的支援事業の実施に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

 議案第77号 中能登町下水道等供用開始区

域内し尿等処分手数料徴収条例を廃止する条

例について 

 以上の議案12件を一括して採決します。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する各委員長の報告は、全会一致

で原案のとおり可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（古玉栄治議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第66号から議案第77号は、原

案のとおり可決されました。 

 

○議長（古玉栄治議員） 次に、 

 議案第78号 平成29年度中能登町一般会計

補正予算 

 議案第79号 平成29年度中能登町後期高齢

者医療特別会計補正予算 

 議案第80号 平成29年度中能登町介護保険

特別会計補正予算 

 議案第81号 平成29年度中能登町国民健康

保険特別会計補正予算 

 議案第82号 平成29年度中能登町下水道事

業特別会計補正予算 

 議案第83号 平成29年度中能登町分譲宅地

造成事業特別会計補正予算 

 議案第84号 平成29年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計補正予算 

 以上の議案７件を一括して採決します。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する各委員長の報告は、全会一致

で原案のとおり可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（古玉栄治議員） 起立全員でありま
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す。 

 よって、議案第78号から議案第84号は、原

案のとおり可決されました。 

 

○議長（古玉栄治議員） 次に、 

 議案第85号 平成30年度中能登町一般会計

予算 

 議案第86号 平成30年度中能登町後期高齢

者医療特別会計予算 

 議案第87号 平成30年度中能登町介護保険

特別会計予算 

 議案第88号 平成30年度中能登町国民健康

保険特別会計予算 

 議案第89号 平成30年度中能登町下水道事

業特別会計予算 

 議案第90号 平成30年度中能登町分譲宅地

造成事業特別会計予算 

 議案第91号 平成30年度中能登町ケーブル

テレビ事業特別会計予算 

 議案第92号 平成30年度中能登町水道事業

会計予算 

 以上の議案８件を一括して採決します。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（古玉栄治議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第85号から議案第92号は、原

案のとおり可決されました。 

 

○議長（古玉栄治議員） 次に、議案第93号

 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変

更について 

 以上、１件を採決します。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（古玉栄治議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第93号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（古玉栄治議員） 次に、議案第94号

 七尾市及び中能登町の広域行政の推進に関

する規約の一部改正に関する協議について 

 以上、１件を採決します。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する委員長の報告は、全会一致で

原案のとおり可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（古玉栄治議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第94号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（古玉栄治議員） 次に、請願第３号

について一括して討論を行います。 

 まず、反対討論の発言を許します。ありま

せんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、賛成討論の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 以上で討論を終結いたします。 

 続いて、請願第３号 洪水回避等を目的と

した流量確保のための中小河川の河道掘削の

予算の確保を求める請願書を採決します。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する委員長の報告は、全会一致で
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採択であります。 

 この請願を採択することに賛成の方の起立

を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（古玉栄治議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、請願第３号は、採択することに決

しました。 

 

 ◎追 加 日 程 

○議長（古玉栄治議員） お諮りいたしま

す。 

 ただいま、提出者 笹川広美議員外賛成者

６名から、発議第５号 洪水回避等を目的と

した流量確保のための中小河川の河道掘削の

予算の確保を求める意見書 

 以上の発議１件が提出されました。 

 これを日程に追加し、直ちに議題としたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、発議第５号を日程に追加し、直ち

に議題とすることに決定しました。 

 議事日程配付のため、暫時休憩します。 

           午後３時51分 休憩 

 

           午後３時52分 再開 

○議長（古玉栄治議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 

 ◎発議第５号 

○議長（古玉栄治議員） 追加日程第１ 

 発議第５号 洪水回避等を目的とした流量

確保のための中小河川の河道掘削の予算の確

保を求める意見書 

 以上の意見書１件を一括して議題としま

す。 

 まず、発議第５号について提出者より趣旨

説明を求めます。 

 ６番 笹川広美議員 

  〔６番（笹川広美議員）登壇〕 

○６番（笹川広美議員） ただいま上程され

ました意見書について趣旨説明をいたしま

す。 

 国土交通省は、中小河川の豪雨対策を強化

するため、全国の中小河川の緊急点検の結果

を踏まえた「中小河川緊急治水対策プロジェ

クト」を取りまとめ、中小河川の河道掘削に

ついても再度の氾濫防止対策の一つとして緊

急対策プロジェクトに盛り込んだ。 

 しかし、この緊急治水対策プロジェクト

は、概ね３か年の時限的措置であり、河道掘

削の対策箇所についても「重要水防区間のう

ち、近年、洪水により被災した履歴がある区

間」と限られている。 

 よって政府においては、今回の緊急治水対

策プロジェクトが、中小河川を管理する地方

自治体にとって真に活用しやすい施策となる

よう、次の事項について取り組むことを強く

求める。 

１ 河道掘削を含む「中小河川緊急治水対策

プロジェクト」については、平成29年度補

正予算で約1,300億円が盛り込まれている

が、次年度以降についても、地方自治体の

要望を踏まえ、十分な予算を確保するこ

と。 

２ 「中小河川緊急治水対策プロジェクト」

では、河道掘削の対策箇所を「重要水防区

間のうち、近年、洪水により被災した履歴

があり、再度の氾濫により多数の家屋や重

要な施設の浸水被害が想定される区間」と

限定しているが、今後は、中小河川を管理

する地方自治体がより柔軟な対応ができる

よう、対策箇所の拡大も含め検討するこ

と。また、国直轄河川の河道掘削について

も、周辺自治体の要望を踏まえ、必要な対

策を行うこと。 

３ 今回の「中小河川緊急治水対策プロジェ

クト」は、概ね３か年の時限的措置である
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が、「防災・安全交付金」を活用した中小

河川の河道掘削については、恒久的な制度

となるよう検討すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出します。 

 平成30年３月20日 

  石川県中能登町議会 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（古玉栄治議員） 提出者の趣旨説明

が終わりました。 

 これより、発議第５号について質疑を行い

ます。 

 質疑はありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 これで質疑を終結します。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております発議第５号

は、会議規則第35条第３項の規定により委員

会付託を省略したいと思います。これにご異

議ございませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、委員会付託を省略します。 

 次に、発議第５号について一括して討論を

行います。 

 まず、反対の討論の方、ありますか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 次に、賛成討論の方、ありますか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（古玉栄治議員） ないようでありま

す。 

 討論を終結します。 

 これより採決を行います。 

 発議第５号 洪水回避等を目的とした流量

確保のための中小河川の河道掘削の予算の確

保を求める意見書を採決します。 

 お諮りいたします。 

 発議第５号は、原案のとおり決定すること

に賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（古玉栄治議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、発議第５号は、原案のとおり可決

されました。 

 

 ◎散   会 

○議長（古玉栄治議員） 以上で、本定例会

議に付議されました議案の審議は終了しまし

た。 

 これをもって、平成29年度中能登町議会３

月定例会議を散会します。 

 ご苦労さまでした。 

           午後３時59分 散会 
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